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鎌
倉
幕
府
の
裁
判
に
お
け
る

　
　
　
和
与
の
認
可
申
請
手
続
に
つ

は
じ
め
に

一
、
問
題
の
所
在
－
和
与
の
成
立
と
和
与
の
認
可
申
請
手
続
1

二
、
和
与
の
認
可
申
請
手
続

む
す
び
に
か
え
て

い
て西

村

安

博
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本
稿
の
課
題
は
、
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
に
お
い
て
訴
訟
当
事
者
間
に
和
与
が
成
立
し
た
の
ち
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
和
与
状
が
受
理
さ
れ

る
ま
で
の
、
和
与
の
認
可
申
請
に
関
す
る
裁
判
手
続
過
程
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
鎌
倉
幕
府
の
訴
訟
制
度
に
お
け
る
和
与
に
関
す
る
基
本
的
理
解
を
平
山
行
三
『
和
与
の
研
究
ー

鎌
倉
幕
府
司
法
制
度
の
一
節
1
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年
）
に
ほ
ぼ
全
面
的
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

こ
の
著
書
は
、
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
石
井
良
助
『
中
世
武
家
不
動
産
訴
訟
法
の
研
究
』
（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
三
六
年
）

や
佐
藤
進
一
『
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
』
（
畝
傍
書
房
、
一
九
四
三
年
初
刊
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
再
刊
）
な
ど
と
と
も
に
、

和
与
に
関
す
る
訴
訟
法
上
あ
る
い
は
裁
判
制
度
上
の
前
提
的
理
解
を
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
平
山
氏
に
よ
る

研
究
そ
の
も
の
は
、
日
本
中
世
法
に
お
け
る
和
与
の
成
立
や
意
義
を
は
じ
め
と
し
て
、
鎌
倉
幕
府
法
と
和
与
と
の
連
関
を
明
ら
か
に
す

る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
に
お
け
る
和
与
の
体
系
的
理
解
を
構
築
す
る
た
め
の
基
盤
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、

日
本
法
制
史
研
究
の
上
で
は
、
和
与
に
関
し
て
は
じ
め
て
試
み
ら
れ
た
本
格
的
な
研
究
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
前
掲
『
和
与
の
研
究
』
の
「
第
三
章
　
和
与
の
手
続
及
び
効
果
」
に
収
め
ら
れ
た
、
主
に
「
第
二
項
　
和
与
状

の
交
換
」
お
よ
び
「
第
四
項
　
下
知
申
請
」
に
関
す
る
再
検
討
を
試
み
る
こ
と
を
通
じ
て
、
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
に
お
け
る
和
与
の
認
可

申
請
手
続
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
理
解
に
補
足
的
理
解
を
与
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
和
与
（
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
上
の
和
与
、
以
下
、
単
に
和
与
と
表
記
す
る
）
に
つ
い
て
は
、
主
な
も
の
を
挙
げ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
「
訴
え
の
取
り
下
げ
」
的
な
も
の
、
「
請
求
の
放
棄
・
認
諾
」
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
、
い
わ
ゆ
る
「
訴
訟
上
の
和
解
」
的
な
も
の
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等
の
よ
う
な
裁
判
手
続
上
の
特
徴
を
含
意
し
て
い
る
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
な
ら
ば
、
和
与

を
た
と
え
ば
こ
れ
ら
の
タ
イ
プ
に
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
見
ら
れ
る
裁
判
手
続
上
の
特
徴
を
点
検
し
て
い
く
と
い
う

方
法
を
採
る
こ
と
が
、
和
与
の
認
可
申
請
手
続
に
関
す
る
よ
り
正
確
な
理
解
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
本
稿
で
は

遺
憾
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
作
業
を
必
ず
し
も
果
た
し
得
て
い
な
い
。
他
日
を
期
し
た
い
と
思
う
。
本
稿
で
は
、
和
与
の
認
可
申
請
手

続
に
関
す
る
個
別
具
体
的
な
ケ
ー
ス
を
ひ
ろ
い
、
そ
こ
に
現
れ
る
裁
判
手
続
上
の
特
徴
を
い
わ
ば
横
断
的
に
把
握
す
る
と
い
う
方
法
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

採
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
与
の
認
可
申
請
手
続
に
関
す
る
大
ま
か
な
輪
郭
を
掴
む
手
掛
か
り
を
得
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
訴
訟
両
当
事
者
に
よ
っ
て
和
与
状
が
作
成
さ
れ
た
の
ち
、
こ
れ
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
受
理
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
に
関
し

て
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
に
関
す
る
平
山
説
を
は
じ
め
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
基
本
的
な
理
解
を
こ
こ
で
確
認

　
　
　
　
　
（
2
）

し
て
お
き
た
い
。

　
第
一
に
、
訴
訟
当
事
者
間
で
和
与
が
成
立
し
た
場
合
に
、
和
与
の
事
実
や
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
和
与
状
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ

れ
る
。
第
二
に
、
両
当
事
者
の
作
成
し
た
和
与
状
は
相
互
で
交
換
さ
れ
た
の
ち
に
、
訴
訟
当
事
者
は
自
分
の
受
け
取
っ
た
和
与
状
を
裁

判
所
に
対
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
和
与
の
認
可
申
請
を
行
っ
た
。

　
第
一
の
点
は
、
第
二
の
点
と
も
密
接
に
絡
み
合
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
、
あ
わ
せ
て
検
討
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
ま
ず
、
和
与
状
は
和
与
が
成
立
し
た
と
き
に
作
成
さ
れ
る
と
い
う
説
明
が
一
般
的
に
な
さ
れ
て
き
て
い
る
け
れ
ど
も
、
「
和
与
が

成
立
し
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
状
況
を
想
定
す
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
は
い
ま
一
つ
不
明
瞭
な
理
解
の
ま
ま

に
止
ま
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
和
与
状
が
当
事
者
間
で
交
換
さ
れ
る
と
い
う
状
況
そ
の
も
の
は
推
測
に
難
く
な
い
が
、

こ
の
こ
と
か
ら
さ
ら
に
、
和
与
状
が
裁
判
所
に
対
し
て
提
出
さ
れ
る
と
い
う
手
続
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
か
が
な
お
検
討
す
べ
き
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課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
和
与
状
を
相
手
方
か
ら
受
け
取
っ
た
当
事
者
が
、
単
独
か
つ

個
別
的
に
提
出
し
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
両
当
事
者
が
事
前
に
申
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
提
出
し
て
い
た
の
か
、
な

ど
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
和
与
の
認
可
を
申
請
す
る
と
き
に
は
、
申
請
す
る
当
事
者
は
和
与
状
と
と
も
に
申
状
の
よ
う
な

文
書
を
別
途
副
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
、
和
与
状
一
通
だ
け
で
事
足
り
得
た
の
か
、
な
ど
と
い
う
点
も
関
連
す
る

　
　
　
　
　
（
3
）

こ
と
に
な
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
以
上
の
諸
点
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
第
一
に
、
和
与
の
成
立
時
期
に
関
す
る

検
討
を
行
う
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
第
二
に
、
和
与
の
認
可
申
請
が
行
わ
れ
る
際
の
手
続
お
よ
び
方
法
に
関
し
て
、
い
く
つ
か
の

パ
タ
ン
に
分
類
・
整
理
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

【
註
】

（
1
）

　
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
に
対
し
て
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
後
、
訴
訟
手
続
の
進
行
過
程
に
お
い
て
当
事
者
間
に
成
立
し

た
和
与
に
つ
い
て
、
当
事
者
自
ら
が
、
そ
の
事
実
や
内
容
を
和
与
状
と
し
て
作
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
裁
判
所
に
対
し
て
提
出
す

る
と
い
う
手
続
が
和
与
認
可
手
続
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
在
の
主
に
民
事
裁
判
上
の
和
解
手
続
で
は
、
訴
訟
手
続
進

行
中
に
裁
判
官
に
よ
る
和
解
勧
試
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
和
解
の
成
立
に
い
た
っ
た
と
き
、
和
解
調
書
（
和
与
状
に
相
当
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
）
の
作
成
手
続
に
お
い
て
は
、
実
質
的
に
裁
判
所
書
記
官
が
訴
訟
両
当
事
者
間
の
複
雑
な
調
整
を
こ
な
し
な
が
ら
、
和
解
調

書
を
作
成
す
る
こ
と
、
こ
の
写
し
を
訴
訟
両
当
事
者
は
そ
れ
ぞ
れ
保
管
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
、
和
解
調
書
の
形
式
は
必
ず
し
も
一
定
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
が
、
文
字
通
り
、
判
決
書
と
同
等
の
効
力
を
持
つ
こ
と
な
ど
が
そ
の
裁
判
手
続
上
の
特
色
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
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う
（
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
論
す
る
書
物
は
枚
挙
に
逞
が
な
い
が
、
例
え
ば
、
福
永
有
利
・
井
上
治
典
『
補
訂
版
　
民
事
の
訴
訟
ー
事
例
で
見

　
　
る
手
続
き
の
展
開
1
』
〈
悠
々
社
、
一
九
九
六
年
〉
な
ど
を
参
照
）
。
し
た
が
っ
て
、
鎌
倉
幕
府
の
和
与
に
関
す
る
裁
判
手
続
と
現
行
法
上
の

　
　
和
解
（
主
に
民
事
上
の
）
に
関
す
る
裁
判
手
続
と
の
間
に
は
、
手
続
上
の
大
き
な
相
違
が
存
在
す
る
と
い
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
ま
た
、
「
裁
許
状
」
を
中
心
に
し
て
訴
訟
関
係
文
書
全
体
を
総
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
手
続
の
実
態
が
よ

　
　
り
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
本
稿
は
、
主
に
和
与
の
認
可
手
続
に
関
す
る

　
　
検
討
を
通
じ
て
、
幕
府
裁
判
手
続
の
実
態
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
2
）
　
平
山
前
掲
書
、
第
三
章
な
ど
を
参
照
。

（
3
）
　
和
与
状
の
古
文
書
学
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
理
解
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
和
与
あ
る
い
は
和
与
状
に
関

　
　
す
る
理
解
を
根
本
的
に
支
え
て
き
た
重
要
な
学
説
で
あ
る
こ
と
に
相
違
は
な
い
か
ら
、
以
下
、
引
用
が
長
文
に
わ
た
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
畏

　
　
れ
つ
つ
、
諸
学
説
の
内
容
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ω
　
相
田
二
郎
『
日
本
の
古
文
書
』
上
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
四
九
年
）
の
「
第
七
部
　
諸
謹
文
」
に
収
ま
る
「
第
七
類
　
和
與
状
」
に
お
い

　
　
て
、
次
の
よ
う
な
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
「
鎌
倉
時
代
の
文
書
に
和
與
と
云
ふ
言
葉
が
見
え
て
ゐ
る
が
、
之
は
何
等
か
の
事
情
が
あ
っ
た
結
果
、
適
當
に
処
理
し
て
物
を
與
へ
る

　
　
　
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
作
る
文
書
を
和
與
状
と
云
ふ
。
又
こ
の
意
味
か
ら
し
て
、
両
者
の
間
に
相
論
が
起
こ
っ
た
場
合
、
之
を
止
め
て

　
　
　
和
解
す
る
こ
と
を
も
和
與
と
い
ふ
。
そ
の
和
解
の
条
件
を
種
々
書
き
連
ね
た
文
書
を
、
當
事
者
相
互
に
所
持
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
之
を

　
　
　
も
又
和
與
状
と
云
ひ
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
の
初
期
頃
迄
の
間
に
現
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
和
與
は
係
争
中
和
解
し
た
も
の
、
或
は
訴
訟

　
　
　
ま
で
及
ば
ず
し
て
和
解
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
何
れ
も
そ
の
和
與
状
に
、
大
抵
そ
の
時
の
奉
行
人
の
裏
封
と
い
ふ
も
の
を
受
け
て
ゐ
る
。
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裏
封
と
は
そ
の
和
與
状
の
料
紙
の
裏
に
、
奉
行
人
が
和
與
の
条
件
を
認
知
す
る
意
味
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
之
が
あ
っ
て
始
め

　
　
て
和
與
が
確
立
し
た
次
第
で
あ
る
。
尚
ほ
こ
の
和
與
に
対
し
て
も
、
訴
訟
を
判
決
し
た
時
と
同
じ
や
う
に
、
和
與
認
知
の
為
め
に
鎌
倉
幕

　
　
府
六
波
羅
探
題
か
ら
裁
許
状
を
出
し
て
ゐ
る
こ
と
が
あ
る
。
之
は
下
知
状
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
即
ち
和
與
状
は
奉
行
人
の
裏
封
と
和

　
　
與
の
裁
許
状
と
を
伴
っ
て
、
始
め
て
充
分
の
効
力
を
発
揮
し
得
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
か
や
う
に
一
方
が
自
か
ら
進
ん
で
訴
訟
を
止
め

　
　
る
計
り
で
な
く
、
両
者
が
同
時
に
和
解
し
て
和
與
状
を
立
て
る
時
に
は
、
両
方
か
ら
和
與
裁
許
の
下
知
状
の
下
附
を
願
出
で
た
の
で
あ
る
。

　
　
尚
ほ
時
が
降
る
と
和
與
状
に
も
充
所
を
記
し
た
書
札
式
の
も
の
が
現
れ
て
ゐ
る
。
（
以
下
略
）
」

㈹
　
伊
地
知
鐵
男
編
『
日
本
古
文
書
学
提
要
』
ω
（
大
原
新
生
社
、
一
九
六
六
年
）
で
は
、
「
第
二
章
　
中
世
の
文
書
」
の
「
第
一
節
　
武
家

　
文
書
」
に
収
ま
る
「
e
鎌
倉
時
代
の
武
家
文
書
」
の
「
㈲
訴
訟
・
裁
許
文
書
」
に
お
い
て
、
「
三
問
三
答
訴
陳
状
」
お
よ
び
「
下
地
中
分
状
」

　
の
箇
所
で
触
れ
ら
れ
る
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
「
上
申
文
書
」
の
範
疇
で
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

㈹
　
中
村
直
勝
『
日
本
の
古
文
書
学
』
中
巻
（
角
川
書
店
、
一
九
七
四
年
）
で
は
、
和
与
状
を
「
第
五
類
　
私
文
書
」
に
収
ま
る
「
第
三
節

　
相
互
関
係
」
の
う
ち
の
「
第
十
五
項
　
和
与
状
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
理
解
が
示
さ
れ
る
。

　
　
　
「
本
書
第
四
章
古
文
書
の
分
類
の
第
五
類
「
私
文
書
」
第
二
節
「
下
か
ら
上
へ
」
へ
の
第
七
項
で
、
訴
状
陳
状
を
述
べ
た
時
に
、
そ
う

　
　
し
た
訴
陳
を
番
え
て
お
る
際
に
現
れ
る
で
あ
ろ
う
「
和
与
状
」
に
つ
い
て
、
言
う
べ
き
で
あ
る
か
と
も
思
う
た
が
、
”
和
与
瑠
と
い
う
言

　
　
葉
の
底
に
は
、
訴
状
や
陳
状
と
言
う
言
葉
が
含
む
論
争
の
気
分
は
、
消
え
て
お
り
、
双
方
で
相
譲
り
、
相
語
ら
い
、
手
を
握
っ
た
、
と
い

　
　
う
や
さ
し
い
親
し
み
の
心
が
湧
い
て
お
る
や
に
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
場
合
、
当
事
者
は
上
下
の
差
等
で
は
な
く
、
左
右
相
互
の
間
柄
に

　
　
な
っ
て
お
る
の
で
、
上
下
の
差
異
あ
る
文
書
と
同
時
に
取
扱
わ
な
い
で
、
相
互
関
係
の
文
書
と
し
て
取
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
か

　
　
ら
、
さ
き
の
場
所
を
外
し
て
、
こ
こ
に
座
席
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
新
案
で
も
何
で
も
な
い
。
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
」
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佐
藤
進
一
『
新
版
　
古
文
書
学
入
門
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
七
年
）
で
は
、
「
第
三
章
　
古
文
書
の
様
式
」
の
う
ち
の
「
第
四
節

　
　
上
申
文
書
」
に
収
ま
る
コ
　
解
状
（
ゲ
ジ
ョ
ウ
）
・
訴
陳
状
（
ソ
チ
ン
ジ
ョ
ウ
）
」
お
よ
び
「
第
五
節
　
証
文
類
」
に
お
い
て
和
与
状

　
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
お
り
、
「
第
四
節
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
な
理
解
が
示
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　
よ
　
　
　
　
わ
け
ぶ
み

　
　
　
「
訴
陳
状
に
つ
い
て
述
べ
た
つ
い
で
に
、
訴
訟
関
係
文
書
の
一
つ
と
し
て
和
与
状
・
分
文
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
ら
は
文

　
　
書
の
分
類
か
ら
す
れ
ば
、
上
申
文
書
で
は
な
く
、
後
述
の
証
文
類
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
作
成
手
続
き
及
び
内
容
の
う
え
で
訴
陳

　
　
状
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
の
で
こ
こ
に
併
記
す
る
。
和
与
と
は
自
由
意
思
に
よ
る
権
利
の
移
転
す
な
わ
ち
贈
与
を
意
味
す
る
（
こ
れ
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
り
あ
た
う

　
　
し
て
自
由
意
思
に
よ
ら
な
い
場
合
を
去
与
と
い
っ
た
）
が
、
ま
た
普
通
の
和
解
の
意
味
に
も
用
い
た
。
訴
訟
進
行
の
途
上
で
和
解
が
成
立

　
　
す
る
と
、
訴
人
．
論
人
両
方
の
和
解
の
条
件
を
記
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
和
解
す
る
旨
を
記
し
た
和
与
状
を
作
成
す
る
。
こ
れ
は
同
文
ま

　
　
た
は
同
内
容
の
も
の
を
訴
人
．
論
人
別
々
に
作
成
し
て
相
互
に
交
換
す
る
場
合
と
、
同
文
の
も
の
を
二
通
作
成
し
て
、
こ
れ
に
訴
人
・
論

　
　
人
が
連
署
し
て
、
各
一
通
ず
つ
保
存
す
る
場
合
と
が
あ
る
。
鎌
倉
幕
府
で
は
、
主
と
し
て
地
頭
の
荘
園
侵
略
（
押
領
）
に
起
因
し
て
、
和

　
　
与
が
次
第
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
と
く
に
後
期
に
盛
行
し
た
。
和
与
の
条
件
を
見
る
と
、
荘
園
の
土
地
の
分
割
、
当
時
の
い
わ
ゆ
る

　
　
下
地
中
分
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
和
与
状
を
和
与
中
分
状
、
和
与
相
分
状
な
ど
と
よ
ん
だ
。
幕
府
法
で
は
、
和
与
状

　
　
は
い
ち
お
う
幕
府
に
提
出
し
て
、
そ
の
訴
訟
を
担
当
し
た
奉
行
の
証
判
（
確
認
し
た
旨
を
裏
書
す
る
、
こ
れ
を
奉
行
の
藏
鱈
と
い
う
）
を

　
　
受
け
、
か
つ
幕
府
の
そ
の
和
与
を
認
め
る
旨
の
判
決
（
こ
れ
を
和
与
の
裁
許
状
と
い
う
）
を
受
け
て
、
初
め
て
そ
の
和
与
状
は
公
法
上
の

　
　
効
力
を
取
得
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
和
与
状
と
和
与
裁
許
状
が
そ
ろ
っ
て
残
っ
て
い
る
例
が
こ
の
時
代
に
は
少
な
く
な
い
。
」

ω
　
勝
俣
鎮
夫
氏
は
、
「
概
説
古
文
書
学
』
古
代
・
中
世
編
（
日
本
歴
史
学
会
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）
の
「
第
七
　
証
文
類
」
に

　
収
ま
る
「
三
　
和
与
状
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
解
し
て
お
ら
れ
る
。
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㈹
　
「
（
前
略
）
さ
て
、
鎌
倉
幕
府
は
、
鎌
倉
時
代
中
期
以
降
、
荘
園
領
主
と
地
頭
の
間
の
相
論
多
発
と
い
う
状
況
の
な
か
で
、
上
述
の
よ

う
な
紛
争
解
決
の
社
会
慣
行
を
そ
の
訴
訟
制
度
に
と
り
い
れ
、
訴
訟
の
迅
速
な
解
決
、
訴
訟
件
数
の
減
少
を
目
的
に
し
て
、
紛
争
当
事
者

間
の
和
与
を
奨
励
し
た
。
こ
の
訴
訟
制
度
上
の
和
与
は
、
形
式
上
両
当
事
者
の
合
意
に
よ
る
和
与
を
幕
府
が
公
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ら
ふ
う

立
し
、
そ
の
結
果
当
事
者
間
の
提
出
し
た
和
与
状
に
は
担
当
奉
行
の
裏
封
が
加
え
ら
れ
、
幕
府
か
ら
は
和
解
公
認
の
判
決
書
で
あ
る
和
与

下
知
状
が
交
付
さ
れ
た
。
ま
た
の
ち
に
は
、
そ
の
手
続
き
が
簡
略
化
し
、
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
和
与
状
に
、
た
ん
に
担
当
奉
行
が
、
こ
の

和
与
が
幕
府
の
公
認
を
経
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
「
為
後
証
所
加
署
判
也
」
と
い
う
よ
う
な
文
言
を
記
し
、
署
判

を
加
え
て
交
付
す
る
方
式
が
多
く
と
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
制
度
上
の
和
与
に
も
と
つ
い
て
作
成
さ
れ
た
和
与
状
は
一
定
の
様
式
を
も
ち
、

一
般
に
和
与
状
と
い
う
場
合
、
こ
の
狭
義
の
和
与
状
を
さ
す
こ
と
が
多
い
。
徳
治
二
年
六
月
十
三
日
岩
城
隆
衡
和
与
状
（
『
様
式
編
』
四

〇
号
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
頭
書
に
和
与
と
記
さ
れ
、
訴
訟
の
要
旨
を
記
し
た
事
書
、
つ
い
で
「
傍
和
与
之
状
如
件
」
と
い
う
文
言
で

お
わ
る
和
与
の
契
約
内
容
を
記
し
た
主
文
と
い
う
様
式
が
う
み
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
和
与
状
は
、
署
名
が
地
頭
隆
衡
と
だ
け
あ
る

よ
う
に
、
原
告
・
被
告
の
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
作
成
し
、
そ
れ
を
取
り
交
わ
し
た
和
与
状
の
う
ち
岩
城
氏
側
作
成
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
場
合
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
両
者
の
契
約
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
・
責
任
で
記
さ
れ
て
お
り
、
署
名
も
一
方
の
当
事
者
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
げ
の
し
ま

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
の
和
与
状
は
、
比
較
的
初
期
に
多
く
、
や
が
て
、
乾
元
二
年
正
月
十
八
日
伊
予
国
弓
削
島
荘
雑
掌
栄
実
・
地
頭

代
右
衛
門
尉
佐
房
連
署
和
与
状
（
『
荘
園
編
』
下
、
六
一
号
）
の
よ
う
に
両
当
事
者
の
和
与
契
約
を
一
通
に
ま
と
め
、
両
者
が
連
署
す
る

か
た
ち
の
和
与
状
が
多
く
あ
ら
わ
れ
る
。
な
お
こ
の
よ
う
な
様
式
の
和
与
状
も
、
そ
の
和
与
の
あ
り
か
た
は
前
述
の
「
中
分
」
を
原
則
と

　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
じ

し
た
も
の
が
多
く
、
下
地
中
分
に
関
す
る
和
与
状
が
多
い
。
（
後
略
）
」

最
後
に
、
こ
ん
に
ち
に
お
け
る
和
与
状
に
関
す
る
総
合
的
理
解
を
示
す
も
の
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
瀬
野
精
一
郎
氏
は
、
「
和
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与
状
」
（
『
国
史
大
僻
典
』
第
一
四
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
解
し
て
お
ら
れ
る
。

　
　
「
和
与
の
成
立
に
伴
っ
て
当
事
者
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
る
文
書
。
和
与
と
は
和
し
て
与
え
る
と
い
う
意
味
か
ら
き
て
お
り
、
和
解
・
示

　
談
・
無
償
贈
与
の
意
味
で
使
わ
れ
る
。
中
世
の
和
与
に
は
e
子
孫
な
ど
の
相
続
人
以
外
の
他
人
に
対
す
る
無
償
贈
与
、
い
わ
ゆ
る
「
他
人

　
和
与
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
、
口
相
論
の
解
決
方
法
と
し
て
の
当
事
者
間
の
和
解
、
の
二
通
り
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
前
者
の
場
合
は
、

　
寺
社
な
ど
に
対
す
る
寄
進
状
を
除
け
ば
、
鎌
倉
幕
府
が
文
永
四
年
（
＝
一
六
七
）
「
他
人
和
与
」
を
禁
じ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
和
与
状
の

　
残
存
例
は
少
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
後
者
の
場
合
は
、
鎌
倉
幕
府
が
鎌
倉
時
代
中
期
以
後
、
相
論
の
解
決
方
法
と
し
て
和
与
を
奨
励
し
た

　
こ
と
も
あ
っ
て
、
多
く
の
和
与
状
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
和
与
状
は
、
書
き
出
し
に
「
和
与
」
と
書
き
、
本
文
に
和
与
の
条
件
を

　
述
べ
、
書
き
止
め
文
言
を
「
傍
和
与
之
状
如
件
」
と
結
び
、
当
事
者
が
署
判
を
据
え
て
互
い
に
相
手
方
に
渡
し
た
。
こ
の
和
与
状
の
裏
に

　
担
当
奉
行
人
二
名
が
「
為
後
証
所
加
署
判
也
」
と
の
文
言
を
記
し
、
署
判
し
た
。
こ
の
よ
う
な
行
為
を
「
裏
封
」
と
称
し
た
。
和
与
状
に

　
は
、
両
当
事
者
が
連
署
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
和
与
状
は
訴
訟
を
提
起
し
て
い
る
訴
訟
機
関
に
提
出
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け
た
訴
訟

　
機
関
は
和
与
状
ど
お
り
に
裁
許
す
る
旨
を
示
し
た
和
与
裁
許
状
を
発
給
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
法
上
の
効
力
が
生
じ
、
相
論
が
終
結
し

　
た
。
」

　
以
上
、
論
者
に
よ
っ
て
和
与
・
和
与
状
に
対
す
る
関
心
が
様
々
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
伝

統
的
な
古
文
書
学
の
理
解
に
依
れ
ば
、
和
与
状
を
上
申
文
書
の
範
疇
と
し
て
理
解
す
る
学
説
（
伊
地
知
説
な
ど
）
、
証
文
と
し
て
理
解
す
る

学
説
（
相
田
説
、
中
村
説
な
ど
）
、
両
方
の
性
格
を
併
せ
持
つ
も
の
し
て
理
解
す
る
学
説
（
佐
藤
説
な
ど
）
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
多
く
の
論
者
の
関
心
は
、
鎌
倉
幕
府
の
訴
訟
制
度
上
、
和
与
が
認
可
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
決
と
同
等
の

効
力
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
集
中
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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ま
た
、
一
方
で
、
鎌
倉
幕
府
司
法
制
度
上
の
和
与
に
関
す
る
定
説
的
理
解
を
示
さ
れ
た
平
山
行
三
氏
は
、
和
与
状
自
体
の
性
格
に
つ
い
て

は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
お
ら
れ
な
い
。
前
掲
書
「
第
二
項
　
和
与
状
の
交
換
」
に
お
い
て
和
与
状
の
交
換
手
続
を
強
調
さ
れ
る
と
と
も
に
、

「
第
四
項
　
下
知
申
請
」
に
お
い
て
は
、
「
和
与
状
の
交
換
が
終
る
と
、
訴
人
と
論
人
は
、
夫
夫
相
手
か
ら
受
け
取
っ
た
和
与
状
を
裁
判
所

に
捧
げ
て
下
知
状
（
和
与
認
可
の
裁
許
状
、
筆
者
註
）
の
交
付
を
申
請
す
る
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
裁
判
所
に
対
し
て
和
与
状
が
訴
訟
当
事

者
の
双
方
か
ら
個
別
的
に
提
出
さ
れ
る
と
い
う
状
況
の
可
能
性
を
示
唆
さ
れ
て
お
ら
れ
る
に
止
ま
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
こ

と
に
し
た
い
。

　
さ
ら
に
他
方
で
、
法
制
史
家
の
石
井
良
助
氏
に
よ
れ
ば
、
前
掲
書
「
第
一
篇
鎌
倉
幕
府
不
動
産
訴
訟
法
」
に
収
ま
る
「
第
二
章
訴
訟

手
続
」
の
「
第
五
節
　
和
解
及
び
訴
の
取
下
」
の
中
で
、
「
第
一
款
　
和
解
」
お
よ
び
「
第
二
款
　
訴
の
取
下
」
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
訴
訟
の
終
了
原
因
の
一
形
態
と
し
て
和
与
に
よ
る
方
法
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
和
与
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
認
可
さ

れ
れ
ば
、
当
該
和
与
は
判
決
と
同
等
の
法
的
効
力
を
持
つ
に
い
た
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
和
与
の
性
格
が
、
そ
の
前
提
に
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
上
で
、
「
第
一
款
　
和
解
」
の
「
e
両
当
事
者
間
の
契
約
書
の
作
成
」
（
二
六
七
頁
）
で
は
、
「
和
與
状
作
成
後
、
両
当
事
者
よ

り
、
裁
判
所
に
之
を
提
出
し
て
、
之
が
認
可
（
下
知
状
の
形
式
の
）
を
申
請
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
外
に
和
與
状
そ
の
も
の
に
奉
行
の
署

判
を
求
め
て
後
謹
に
備
へ
た
こ
と
も
あ
っ
た
」
と
解
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
和
与
下
知
申
請
状
の
一
例
と
し
て
、
後
掲
【
史
料
1
1
1
二
】

「
東
大
寺
文
書
」
永
仁
五
年
十
月
日
東
大
寺
領
美
濃
國
茜
部
庄
雑
掌
法
眼
慶
舜
申
状
（
「
鎌
遺
二
六
－
一
九
四
九
九
」
）
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
和
与
状
に
は
別
途
、
和
与
認
可
を
申
請
す
る
趣
旨
の
申
状
が
添
付
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
得
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
訴
訟
両
当
事
者
間
の
合
意
形
成
過
程
お
よ
び
和
与
状
の
交
換
手
続
過
程
が
一
連
の
手
続
過
程
と
し
て
一
括
し

て
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
事
者
間
に
お
い
て
和
与
の
成
立
し
た
状
況
を
示
し
得
る
も
の
と
し
て
は
、
和
与
状
の
交
換
手
続
完
了

の
時
点
が
想
定
さ
れ
て
来
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
平
山
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
次
の
指
摘
に
も
明
ら
か
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
「
法
廷
に
お
い
て
正
式
に
和
与
を
成
立
せ
し
め
る
た
め
に
は
書
面
に
よ
る
一
定
の
手
続
を
必
要
と
し
た
。
そ
の
第
一

歩
は
和
与
状
の
交
換
で
あ
」
り
、
「
論
人
と
訴
人
の
交
換
す
る
和
与
状
の
日
付
は
、
実
例
で
は
同
日
の
も
の
が
多
い
が
、
理
論
的
に
は
、

論
人
（
被
告
）
が
ま
ず
譲
歩
し
、
訴
人
が
そ
れ
に
応
じ
て
訴
訟
を
止
め
る
の
が
順
序
で
あ
ろ
う
。
日
付
の
相
違
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　

も
の
も
あ
る
」
、
と
。

　
こ
の
よ
う
に
平
山
氏
は
、
訴
訟
両
当
事
者
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
和
与
状
の
日
付
は
同
一
で
あ
る
場
合
が
通
例
で
あ
る
と
の
理
解
を

示
さ
れ
た
上
で
、
和
与
状
記
載
の
日
付
が
異
な
る
場
合
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
、
氏
は
前
者
の
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
和
与
状
の

作
成
過
程
の
実
質
は
、
後
者
に
み
え
る
和
与
状
の
作
成
過
程
と
相
違
し
な
い
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
和
与
状
の
作
成
過
程
が
示
す
状
況
は
、
ま
ず
、
一
方
当
事
者
が
譲
歩
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
和
与
状
の
作
成
さ
れ
た
後
に
、
こ
れ
を

承
諾
す
る
形
で
他
方
当
事
者
も
ま
た
和
与
状
を
作
成
す
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
平
山
氏
は
、
こ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
ま

ず
、
和
与
状
の
作
成
過
程
の
イ
メ
ー
ジ
を
端
的
に
示
す
も
の
と
し
て
和
与
状
の
日
付
の
相
違
し
て
い
る
場
合
に
求
め
、
つ
い
で
、
和
与

状
の
作
成
手
続
の
完
了
時
点
お
よ
び
交
換
手
続
の
完
了
時
点
と
を
ほ
ぼ
同
時
的
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
点
を
ま
さ
に
訴
訟

両
当
事
者
間
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
和
与
の
成
立
時
期
と
し
て
理
解
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
、
和
与
状
の
作
成
手
続
過
程
と
和
与
の
成
立
時
期
に
関
す
る
以
上
の
見
解
が
導
か
れ
た
際
に
用
い
ら
れ
た
次
の
史
料
を
再
吟

　
　
　
　
　
　
（
2
）

味
し
て
お
き
た
い
。

【
史
料
1
1
一
】

　
　
和
与

　
　
　
近
衛
北
殿
御
領
常
陸
國
吉
田
杜
領
雑
掌
砧
眞
与
同
杜
神
宮
寺
別
當
権
少
信
都
成
弥
相
論
、
當
寺
別
當
職
井
成
弥
知
行
分
山
本
郷
御
年
貢
及

　
　
　
検
注
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
随
力
〕

　
　
右
、
當
寺
者
、
本
所
一
圓
爲
御
進
止
之
威
、
假
御
家
人
之
号
不
口
領
家
所
勘
之
間
、
就
訴
申
之
、
依
爲
公
家
・
武
家
兼
帯
所
職
、
帯
關
東

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
者
力
〕

　
　
御
教
書
等
之
上
口
、
非
本
所
一
圓
進
止
之
由
成
弥
捧
陳
状
之
間
、
錐
番
一
問
答
、
以
和
与
之
儀
、
任
先
例
、
向
後
奉
韓
讃
毎
年
四
季
大
般

　
　
若
経
、
可
捧
巻
数
之
由
、
依
出
状
、
止
訴
訟
者
也
、
次
山
本
郷
内
成
弥
知
行
分
御
年
貢
正
和
五
年
以
來
封
桿
事
、
難
訴
申
之
、
致
弁
之
由
令

　
　
出
帯
年
サ
請
取
畢
、
及
検
注
事
可
依
惣
郷
例
之
旨
令
申
之
上
者
、
同
止
訴
訟
畢
、
若
背
和
与
状
、
御
所
禧
不
法
僻
怠
候
時
者
、
立
還
本
訴
可

　
　
申
子
細
者
也
、
傍
和
与
之
状
如
件

　
　
　
　
元
徳
三
年
八
月
廿
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雑
掌
阿
闇
梨
砧
眞
（
花
押
影
）

【
史
料
1
1
二
】

　
　
常
陸
國
吉
田
杜
雑
掌
砧
眞
与
當
杜
神
宮
寺
別
當
権
少
信
都
成
珍
相
論
當
寺
別
當
職
井
山
本
郷
正
和
五
年
以
來
年
貢
・
検
注
以
下
事
、

　
右
、
及
訴
陳
之
間
、
擬
是
非
之
庭
、
雨
方
和
至
詑
、
如
成
珍
去
年
一
深
八
月
廿
日
状
者
、
當
寺
者
自
往
古
爲
公
家
・
武
家
兼
帯
之
御
所
疇
所
、

　
云
異
國
蜂
起
之
時
御
教
書
、
云
毎
年
關
東
政
所
巻
数
請
取
、
顯
然
之
庭
、
本
所
一
圓
進
止
之
由
、
雑
掌
砧
眞
就
訴
申
、
難
番
一
問
答
、
任
先

例
、
向
後
毎
年
爲
本
所
奉
輻
讃
四
季
大
般
若
経
、
可
捧
巻
数
之
由
、
雑
掌
茄
眞
被
出
和
与
状
之
上
者
、
不
可
有
子
細
、
次
山
本
郷
内
成
珍
知
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行
分
年
貢
正
和
五
年
以
來
未
進
事
、
依
致
弁
帯
請
取
、
逐
結
解
畢
、
検
注
事
者
可
依
惣
郷
例
云
々
、
如
砧
眞
同
月
廿
四
日
状
者
、
旨
趣
相
同
、

　
　
此
上
不
及
異
儀
、
守
彼
状
、
互
不
可
違
越
也
者
、
依
鎌
倉
殿
仰
、
下
知
如
件
、

　
　
　
　
元
徳
四
年
四
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
馬
権
頭
平
朝
臣
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
赤
橋
守
時
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
模
守
李
朝
臣
（
花
押
）

　
【
史
料
1
1
一
】
か
ら
、
訴
人
（
雑
掌
祐
眞
）
よ
る
和
与
状
の
内
容
が
、
他
方
、
【
史
料
1
1
二
】
か
ら
、
論
人
（
成
珍
）
に
よ
る

和
与
状
の
内
容
が
詳
細
に
読
み
取
れ
る
こ
と
に
な
り
、
訴
訟
両
当
事
者
の
和
与
状
の
内
容
を
突
き
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
【
史
料
1
1
一
】
の
傍
線
部
に
よ
れ
ば
、
「
論
人
は
〈
先
例
の
通
り
、
本
所
の
た
め
に
も
毎
年
四
季
大
般
若
経
を
転
読
し
た
い
〉
と

の
和
与
状
を
提
出
し
て
来
た
の
で
、
訴
人
と
し
て
は
当
該
訴
訟
を
止
め
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
趣
旨
が
理
解
さ
れ
る
。
他
方
で
、
こ

の
和
与
の
内
容
を
【
史
料
1
1
二
】
に
引
用
さ
れ
て
い
る
論
人
の
和
与
状
に
求
め
る
な
ら
ば
、
傍
線
部
よ
り
、
「
〈
先
例
の
通
り
、
本
所

の
た
め
に
毎
年
四
季
大
般
若
経
を
転
読
さ
れ
た
し
〉
と
の
趣
旨
で
、
訴
人
よ
り
和
与
状
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
和
与
に
つ
い
て
論

人
と
し
て
は
異
論
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
論
理
的
に
は
、
ま
ず
論
人
の
方
が
訴
人
に
対
し
て
譲
歩
案
を
提
出
し
て
、
こ
の
上
で
、
訴
人
の
承
諾
を
得
る
と

い
う
手
続
が
想
定
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
和
与
状
の
授
受
の
実
態
を
み
る
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
さ
そ
う
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
論
人
が
和
与
状
を
作
成
し
た
元
徳
三
年
八
月
二
十
日
の
時
点
で
は
、
論
人
自
身
は
ま
だ
訴
人
の
和
与
状
を
受
け
取
っ

て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
論
人
和
与
状
の
中
に
は
、
訴
人
が
論
人
に
対
し
て
承
諾
の
旨
を
記
載
し
た
和
与
状
を
既
に

渡
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
状
況
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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和
与
状
の
内
容
に
関
し
て
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
論
人
が
訴
人
の
和
与
状
を
受
け
取
る
以
前
の
こ
と

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
訴
人
の
和
与
状
を
既
に
受
け
取
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
状
況
を
想
定
さ
せ
得
る
内
容
の
和
与
状

が
、
ま
ず
譲
歩
す
る
立
場
に
あ
る
論
人
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
得
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
あ
る
程
度
可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
和
与
状
作
成
以
前

に
は
既
に
、
訴
訟
両
当
事
者
間
で
和
与
に
関
す
る
大
方
の
了
解
が
成
立
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
了
解

を
前
提
に
し
つ
つ
実
際
に
和
与
状
の
作
成
さ
れ
る
と
き
に
は
、
両
当
事
者
の
合
意
の
内
容
を
明
文
化
す
る
こ
と
が
主
な
目
的
と
さ
れ
、

さ
ら
に
和
与
状
を
交
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
互
に
承
認
す
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
手
方
に
先
立

っ
て
和
与
状
を
渡
す
べ
き
立
場
に
あ
る
当
事
者
で
あ
っ
て
も
、
和
与
状
そ
の
も
の
を
相
互
に
交
換
す
る
と
い
う
状
況
を
和
与
状
の
中
に

予
め
盛
り
込
ん
で
お
く
必
要
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
い
ま
、
論
人
か
ら
和
与
状
を

受
け
取
っ
た
訴
人
は
、
当
該
和
与
状
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
作
成
し
た
和
与
状
を
あ
ら
た
め
て
論
人
に
与
え
た

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
論
人
が
和
与
状
を
提
出
し
て
来
た
の
で
」
と
い
う
表
現
を
な
し
得
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
和
与
状
両
通
の
日
付
が
相
違
し
て
い
る
場
合
を
、
訴
訟
当
事
者
間
に
お
け
る
和
与
状
の
作
成
・
交
換
手

続
過
程
が
明
ら
か
に
示
さ
れ
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
直
ち
に
、
当
事
者
間
に
お
け
る
和
与
の

成
立
過
程
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
和
与
の
実
態
を
些
か
誤
解
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
当
事
者
に
よ
る
譲
歩
を
受

け
て
他
方
当
事
者
が
こ
れ
を
承
諾
す
る
と
い
う
和
与
の
合
意
形
成
過
程
の
実
質
部
分
は
、
【
史
料
1
】
か
ら
間
接
的
に
推
測
し
た
よ
う

に
、
和
与
状
の
作
成
・
交
換
手
続
の
行
わ
れ
る
以
前
の
段
階
で
既
に
存
在
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
和
与
状
の
作

成
・
交
換
手
続
の
実
質
的
意
義
は
、
訴
訟
両
当
事
者
が
和
与
の
内
容
を
具
体
化
・
明
文
化
し
て
い
く
こ
と
に
求
め
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
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し
た
が
っ
て
、
和
与
状
の
交
換
手
続
過
程
を
、
両
当
事
者
間
に
お
け
る
和
与
の
成
立
過
程
と
み
な
し
、
交
換
手
続
の
完
了
し
た
時
点
に

和
与
の
成
立
を
求
め
る
こ
と
は
、
和
与
に
関
す
る
正
確
な
理
解
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
和
与
状
の
作
成
・
交

換
手
続
そ
の
も
の
を
和
与
の
形
成
・
成
立
過
程
と
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
、
両
当
事
者
間
に
お
け
る
和
与
に
関
す
る

大
方
の
合
意
を
前
提
と
し
て
、
裁
判
所
に
対
す
る
和
与
の
認
可
申
請
を
行
う
た
め
の
準
備
手
続
過
程
と
し
て
理
解
す
る
方
が
よ
り
正
確

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
和
与
状
両
通
の
日
付
を
同
じ
く
す
る
多
く
の
場
合
に
お
い
て
も
同
様
の

指
摘
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
和
与
状
の
作
成
お
よ
び
交
換
手
続
が
現
実
に
は
前
述
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
て
も
、
和
与
状
記

載
の
日
付
を
同
日
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
両
当
事
者
間
で
同
時
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
し
て
お
く
た
め
の
手
続
上
の
工
夫
が
行

わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
和
与
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う
。
第
一
に
、
両
当

事
者
間
に
お
け
る
和
与
に
関
す
る
大
方
の
合
意
が
成
立
す
る
と
き
の
和
与
（
「
非
文
書
上
の
和
与
」
）
、
第
二
に
、
和
与
に
関
す
る
大
方

の
合
意
の
内
容
が
「
和
与
状
」
と
し
て
文
書
化
・
明
文
化
さ
れ
る
と
き
の
和
与
（
「
文
書
上
の
和
与
」
）
、
第
三
に
、
和
与
状
（
の
内
容
）

が
裁
判
所
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
と
き
の
和
与
（
「
裁
判
上
の
和
与
」
）
で
あ
る
。

　
和
与
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
平
山
説
を
は
じ
め
と
し
て
こ
れ
ま
で
の
和
与
に
関
す
る
研
究
で

は
、
「
非
文
書
上
の
和
与
」
と
「
文
書
上
の
和
与
」
に
つ
い
て
意
識
的
に
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
む
し
ろ
両
者
は
一
括
し
て
考

え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
意
味
で
い
え
ば
、
認
可
の
裁
許
を
受
け
て
い
な
い
状
態
の
和
与
（
「
非
裁
判
上
の
和
与
」
）
と
い
う
理

解
が
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
和
与
に
つ
い
て
、
鎌
倉
幕
府
法
の
上
で
は
明
ら
か
に
「
私
和
与
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
平
山
氏
に
よ
れ
ば
、
裁
判
手
続
過
程
の
な
か
で
当
事
者
間
に
成
立
す
る
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和
与
（
「
非
文
書
上
の
和
与
」
、
「
文
書
上
の
和
与
」
）
は
ど
の
時
点
で
も
成
立
し
得
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
和
与
の
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

可
申
請
が
行
わ
れ
得
た
時
期
と
し
て
和
与
状
の
交
換
手
続
の
終
了
し
た
時
点
（
「
文
書
上
の
和
与
」
）
が
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
裁

判
手
続
上
「
私
和
与
」
の
生
じ
得
る
具
体
的
状
況
に
関
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、

「
私
和
与
」
と
「
裁
判
上
の
和
与
」
と
の
境
界
線
に
つ
い
て
い
ま
だ
に
不
明
確
な
理
解
の
ま
ま
に
止
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
裁
判
手
続
上
、
筆
者
の
い
う
「
非
文
書
上
の
和
与
」
あ
る
い
は
「
文
書
上
の
和
与
」
が
「
裁
判
上
の
和

与
」
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
に
い
た
る
過
程
、
す
な
わ
ち
、
和
与
の
認
可
申
請
手
続
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
が
検
討
さ
れ
る
べ
き

課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
平
山
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
手
続
は
「
下
知
申
請
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

【
史
料
2
】

　
　
　
　
　
ヨ
　

　
　
「
關
東
御
下
知
状
案
粥
顕
螂
軸
舶
膵
五
日
」

　
　
　
出
雲
國
鰐
淵
寺
別
當
治
部
卿
律
師
頼
永
羅
湘
代
法
橋
實
輝
与
同
國
宇
賀
郷
地
頭
頼
盆
相
論
山
口
事
、

　
　
右
、
如
六
波
羅
去
六
月
十
三
日
注
進
状
者
、
任
正
嘉
元
年
御
教
書
、
擬
尋
決
之
庭
、
爾
方
令
和
与
云
々
、
如
頼
盆
文
慮
元
年
十
一
月
廿
九
日

　
　
和
与
状
者
、
寺
中
住
人
等
在
家
別
萱
人
、
壼
年
中
廿
五
日
地
頭
可
召
仕
也
、
但
勧
農
之
時
、
毎
日
拾
伍
人
劉
艀
馴
三
箇
日
可
召
仕
也
、
於
山
口

　
　
者
、
可
兎
除
之
、
至
狩
役
者
、
令
停
止
畢
、
若
相
互
背
此
旨
者
、
可
被
行
過
怠
云
々
、
如
實
暉
同
日
状
者
、
宇
賀
郷
山
口
事
、
請
取
地
頭
和

　
　
与
状
畢
、
此
上
不
及
訴
訟
云
、
、
如
頼
永
四
月
廿
九
日
筋
號
、
状
者
、
爲
向
後
可
給
御
下
知
状
云
、
者
、
任
和
与
状
、
相
互
無
違
乱
、
可
致
沙
汰

　
　
之
状
、
依
將
軍
家
仰
、
下
知
如
件
、

　
　
　
　
弘
長
三
年
入
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
條
長
時
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
藏
守
卒
朝
臣
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
條
政
村
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
模
守
雫
朝
臣
（
花
押
）
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こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
六
波
羅
探
題
に
対
し
て
和
与
の
認
可
申
請
が
行
わ
れ
た
後
、
六
波
羅
探
題
が
和
与
関
係
文
書
を
関
東
へ
注
進

し
た
結
果
、
関
東
に
よ
っ
て
和
与
認
可
裁
許
状
が
発
給
さ
れ
た
と
い
う
手
続
的
経
緯
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
関
東
に
よ
っ
て

発
給
さ
れ
た
裁
許
状
が
こ
の
史
料
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
訴
訟
当
事
者
が
裁
判
所
に
対
し
て
和
与
の
認
可
申
請
を
行
っ
た
際

に
、
ど
の
よ
う
な
手
続
が
採
ら
れ
た
の
か
を
見
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
実
質
的
に
は
六
波
羅
に
対
し
て
和
与
状
が
提
出
さ
れ
た
経
緯
を

考
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
【
史
料
2
】
に
お
い
て
見
ら
れ
る
和
与
の
認
可
申
請
手
続
に
つ
い
て
、
平
山
氏
の
見
解
を
聞
く
な
ら
ば
、
前
掲
書
「
第
四

項
　
下
知
申
請
」
（
一
〇
七
～
八
頁
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
和
与
状
の
交
換
が
終
わ
る
と
、

訴
人
と
論
人
は
、
夫
々
相
手
か
ら
請
け
取
っ
た
和
与
状
を
裁
判
所
に
捧
げ
て
下
知
状
（
和
与
認
可
の
裁
許
状
）
の
交
付
を
申
請
す
る
。

（
中
略
）
こ
の
下
知
状
（
【
史
料
2
】
1
1
筆
者
註
）
に
よ
っ
て
、
こ
の
相
論
に
お
い
て
は
領
家
側
と
地
頭
側
の
和
与
状
の
日
付
は
同
日

で
あ
る
が
、
そ
の
順
序
は
、
論
人
（
地
頭
）
が
先
に
出
し
、
訴
人
（
領
家
代
）
が
こ
れ
に
応
じ
て
和
与
状
を
出
し
て
訴
訟
を
止
め
た
次

第
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
領
家
側
か
ら
の
下
知
申
請
は
、
代
人
で
な
い
正
員
に
よ
っ
て
書
面
で
行
わ
れ
た
事
が
わ
か
る
。
代
人
が

申
請
を
行
う
場
合
に
は
、
本
所
の
挙
状
を
得
べ
き
で
あ
っ
た
。
申
請
を
行
う
ば
あ
い
、
申
請
者
は
、
敵
方
か
ら
受
け
取
っ
た
和
与
状
に

自
己
の
暑
判
を
加
え
て
捧
げ
る
の
が
例
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
和
与
状
の
正
本
は
、
訴
論
人
連
署
の
か
た
ち
で
伝
わ
っ
て

い
る
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
」
、
と
。

　
ま
ず
、
氏
に
よ
る
指
摘
を
前
提
に
す
る
な
ら
ば
、
和
与
状
の
作
成
さ
れ
た
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
理
解
を
得
る
こ
と
に
大
き

な
誤
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
和
与
状
記
載
の
日
付
か
ら
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
同
時
に
和
与
状
が
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
、
そ
の
と
き
に
は
、
和
与
状
の
内
容
を
両
者
が
確
認
し
合
っ
て
い
る
も
の
と
理
解
し
て
お
い
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
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ら
、
こ
の
こ
と
か
ら
さ
ら
に
、
現
実
に
和
与
状
が
訴
訟
両
当
事
者
間
で
交
換
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が

ら
明
確
な
説
明
が
施
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
平
山
氏
に
よ
れ
ば
、
両
当
事
者
が
和
与
状
を
作
成
し
た
と
い
う
漠
然
と
し
た
理
解
を
前
提
に
し
て
、
訴
人
正
員
は
自
ら
の

作
成
し
た
文
書
（
【
史
料
2
】
傍
線
部
）
を
裁
判
所
に
対
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
和
与
の
認
可
申
請
を
行
っ
た
、
と
の
理
解
が
示

さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
訴
人
正
員
が
文
書
を
提
出
し
た
と
き
に
、
和
与
状
両
通
を
と
も
に
提
出
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
論
人
和
与
状

も
し
く
は
訴
人
和
与
状
の
い
ず
れ
か
一
通
を
の
み
提
出
し
た
の
か
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
手
続
上
非
常
に
重
要
な
問
題
と
な
り
得
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
こ
と
に
関
す
る
明
瞭
な
解
釈
が
施
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
第
一
に
、
両
当
事
者
間
で
和
与
状
は
交
換
さ
れ
た
も
の
と
し
て
単

純
に
理
解
し
て
良
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
和
与
の
認
可
申
請
は
、
訴
論
人
の
そ
れ
ぞ
れ
が
個
別
的
に
単
独
で
行
っ
た

の
か
、
あ
る
い
は
一
方
当
事
者
（
訴
人
側
が
考
え
ら
れ
る
）
が
両
者
を
代
表
し
て
行
っ
た
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
も
し
か
り
に
、
和
与
状
が
交
換
さ
れ
、
訴
訟
当
事
者
そ
れ
ぞ
れ
が
相
手
方
の
作
成
し
た
和
与
状
を
受
け
取
り
終
わ
っ
て
い
た
も
の
と

考
え
る
な
ら
ば
、
訴
論
人
の
そ
れ
ぞ
れ
が
個
別
的
に
単
独
で
和
与
の
認
可
申
請
を
行
っ
て
い
た
も
の
と
推
測
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ

う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
訴
論
人
の
い
ず
れ
が
先
に
認
可
申
請
を
行
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
論
人
が

訴
人
和
与
状
を
提
出
し
た
の
を
受
け
て
、
訴
人
側
が
こ
れ
に
応
じ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
訴
人
側
が
論
人
和
与
状
を
提
出
し
た
の
を
受

け
て
、
論
人
が
こ
れ
に
応
じ
た
の
か
、
い
ず
れ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
得
る
の
か
を
論
証
す
べ
き
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
史

料
の
上
か
ら
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
。
か
り
に
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
想
定
す
る
場
合
に
は
、
一
方
当
事
者
が
和
与
状
を
提
出
し
た
こ

と
に
よ
り
、
和
与
の
認
可
申
請
を
受
け
た
裁
判
所
が
、
他
方
当
事
者
に
対
し
て
当
該
申
請
を
承
諾
す
る
か
否
か
を
問
い
合
わ
せ
る
よ
う
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（
6
）

な
手
続
を
踏
ん
で
い
た
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
解
釈
の
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
訴
人
側
が
論
人
に
先
駆
け
て
和
与
の

認
可
申
請
を
行
っ
た
と
い
う
状
況
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
訴
人
正
員
に
よ
る
文
書
（
【
史
料
2
】
傍
線
部
）
に
つ
い
て
は
、
訴
人
正
員

が
代
官
に
対
し
て
書
き
与
え
た
一
種
の
「
挙
状
」
の
よ
う
な
性
格
の
文
書
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
和
与
の
認
可
申
請
手
続

の
中
で
果
た
し
た
役
割
や
機
能
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
得
よ
う
が
、
反
対
に
、
論
人
が
訴
人
に
先
駆
け

て
和
与
の
認
可
申
請
を
行
っ
た
も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
、
正
員
に
よ
る
文
書
（
【
史
料
2
】
傍
線
部
）
に
つ
い
て
は
そ
の
内
容
か
ら
判

断
す
る
か
ぎ
り
、
論
人
に
よ
る
申
し
出
（
和
与
の
認
可
申
請
）
を
承
諾
す
る
よ
う
な
趣
旨
の
も
の
と
し
て
は
理
解
さ
れ
得
な
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　
他
方
、
こ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
和
与
状
が
作
成
さ
れ
る
時
点
で
、
和
与
状
の
内
容
を
両
当
事
者
が
熟
知
し
て
い
る
と
い
う
状
況

が
考
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
し
た
が
っ
て
、
和
与
状
が
両
当
事
者
間
で
交
換
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
は
想
定
し
得
な
い
こ
と
に
な

る
か
ら
、
こ
こ
で
残
さ
れ
た
解
釈
の
可
能
性
と
し
て
は
、
一
方
当
事
者
が
和
与
状
両
通
を
取
り
ま
と
め
て
い
た
と
い
う
状
況
を
想
定
す

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
さ
し
あ
た
り
、
訴
人
側
が
和
与
状
両
通
を
と
り
ま
と
め
て
い
た
も
の
と
推
測
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
訴
人
正
員
に
よ
る
文
書
（
【
史
料
2
】
傍
線
部
）
に
つ
い
て
は
、
平
山
氏
自
身
は

必
ず
し
も
明
言
さ
れ
て
お
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
文
書
の
果
た
し
た
役
割
や
機
能
な
ど
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
あ
る
意
味
で
い
え
ば
「
挙

状
」
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
平
山
氏
は
訴
人
正
員
本
人
に
よ

っ
て
和
与
の
認
可
申
請
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
指
摘
を
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
訴

人
正
員
に
よ
る
文
書
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
訴
人
代
官
が
正
員
に

よ
る
「
挙
状
」
を
得
た
上
で
、
和
与
状
両
通
を
裁
判
所
に
対
し
て
提
出
し
た
と
い
う
状
況
を
想
定
す
る
こ
と
も
ま
た
可
能
で
は
な
い
か
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と
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れ
る
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る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
和
与
の
認
可
申
請
手
続
を
検
討
し
て
い
く
に
あ
た
り
、
た
と
え
ば
訴
訟
当
事
者
正
員
の
作
成
し
た
文
書
に
つ

い
て
、
そ
れ
が
あ
る
意
味
で
は
文
書
の
様
式
上
、
「
申
状
」
あ
る
い
は
「
請
文
」
と
し
て
理
解
さ
れ
得
る
よ
う
な
場
合
を
も
含
め
て
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

く
「
挙
状
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
挙
状
」
は
、
古
文
書
学
に
い
う
と

こ
ろ
の
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
養
と
の
間
に
・
そ
の
様
式
や
機
能
の
点
に
お
い
て
相
違
す
る
部
分
も
生
じ
得
る
こ
と
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
平
山
氏
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
和
与
の
認
可
申
請
手
続
（
下
知
申
請
）
に
関
す
る
理
解
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
は
も
ち
ろ
ん
、
石
井
氏
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
挙
状
の
定
義
に
つ
い
て
も
、
あ
わ
せ
て
補
足
的
な
理
解
を
得
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
点
を
の
み
検
討
の
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
和
与
の
認
可
申
請
時
期
と
和
与
状
の
提
出
時
期
と
の
関
係

を
踏
ま
え
な
が
ら
、
広
く
和
与
の
認
可
申
請
手
続
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
パ
タ
ン
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
続
全
体
を
概
観
し
て
み

た
い
と
思
う
。

【
註
】

（
1
）

（
2
）

　
平
山
前
掲
書
、
一
〇
三
ー
四
頁
。

　
【
史
料
1
1
二
「
吉
田
薬
王
院
文
書
」
元
徳
三
年
八
月
二
十
四
日
吉
田
社
領
雑
掌
砧
眞
和
與
状
窩
（
『
茨
城
県
史
料
』
中
世
二
）
、
【
史
料

1
i
二
】
「
同
文
書
」
関
東
裁
許
状
（
「
関
裁
ー
三
二
こ
）
。

　
な
お
、
和
与
状
の
日
付
の
相
違
し
て
い
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
和
与
認
可
裁
許
状
に
そ
く
し
て
み
る
な
ら
ば
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
①
本
所
領
家
地
頭
御
家
人
間
相
論
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
「
六
裁
－
補
八
」
（
和
与
状
の
相
違
日
数
一
日
、
和
与
状
の
署
判
単
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（
3
）

独
）
、
「
関
裁
ー
三
二
一
」
（
四
日
、
署
判
単
独
）
、
「
「
香
取
大
宮
司
家
文
書
」
正
安
二
年
三
月
二
十
八
日
関
東
裁
許
状
」
（
一
日
、
署
判
単
独
）
、

②
地
頭
御
家
人
間
相
論
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
「
六
裁
ー
二
六
」
（
約
七
日
、
署
判
連
署
）
、
「
六
裁
－
補
一
二
」
（
四
日
、
署
判
単
独
）
、
「
「
防

長
風
土
注
進
案
」
弘
安
十
年
十
月
二
十
二
日
関
東
裁
許
状
写
」
（
不
明
、
署
判
不
明
）
、
③
地
頭
御
家
人
一
族
内
相
論
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、

「
関
裁
－
九
一
」
（
約
二
ヶ
月
、
署
判
単
独
）
、
「
関
裁
－
二
七
二
」
（
二
日
、
署
判
単
独
力
）
、
以
上
入
件
が
見
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

に
和
与
状
の
日
付
が
相
違
し
て
い
る
ケ
ー
ス
は
、
時
代
的
に
偏
在
す
る
こ
と
な
く
、
鎌
倉
時
代
の
ほ
ぼ
全
時
代
を
通
じ
て
見
出
さ
れ
る
よ
う

で
あ
る
。
以
上
の
わ
ず
か
八
件
に
依
拠
す
る
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
「
六
裁
－
二
六
」
の
場
合
を
除
け
ば
、
訴
訟
両
当
事
者
に
よ
っ
て
加

署
判
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
連
署
形
式
の
和
与
状
に
は
日
付
の
相
違
す
る
ケ
ー
ス
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
を
推
定
す
る
こ
と
は
充
分
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
関
東
裁
許
状
、
六
波
羅
裁
許
状
お
よ
び
鎮
西
裁
許
状
に
つ
い
て
は
、
主
に
、
瀬
野
精
一
郎
編
『
増
訂
　
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
集
』
（
上
・
下
）

（
増
訂
版
第
二
刷
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
し
た
。
本
稿
に
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
「
関
裁
」
、
「
六
裁
」
お
よ
び
「
鎮

裁
」
の
よ
う
に
記
し
た
。
ま
た
、
竹
内
理
三
編
『
鎌
倉
遺
文
』
（
古
文
書
篇
、
全
四
十
六
巻
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
五
年
完
結
）
所
収
文

書
を
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
巻
数
お
よ
び
文
書
番
号
を
「
鎌
遺
○
○
（
巻
数
）
1
0
0
0
0
0
（
文
書
番
号
）
」
の
よ
う
に
記
し
た
。

　
ま
た
、
本
文
に
お
い
て
あ
く
ま
で
指
摘
す
る
に
止
ま
り
、
該
当
史
料
本
文
を
引
用
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
【
史
料
O
l
O
】
の
よ
う

に
記
し
、
こ
れ
を
当
該
【
註
】
に
お
い
て
示
す
こ
と
に
し
た
。

　
「
沙
汰
未
練
書
」
（
佐
藤
進
一
．
池
内
義
資
編
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
二
巻
・
室
町
幕
府
法
（
岩
波
書
店
・
一
九
五
七
年
）
、
後
掲
【
史

料
1
9
】
を
参
照
。

　
「
裁
判
上
の
和
与
」
（
「
私
和
与
」
で
な
い
和
与
）
と
は
、
当
該
和
与
を
認
可
す
る
趣
旨
の
裁
許
状
を
伴
う
も
の
で
あ
る
が
、
幕
府
に
よ
っ

て
発
給
さ
れ
る
こ
の
文
書
が
「
下
知
状
」
形
式
を
採
る
こ
と
に
つ
い
て
、
佐
藤
進
一
氏
に
よ
る
見
解
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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「
（
前
略
）
す
な
わ
ち
裁
許
状
は
様
式
的
に
は
こ
と
ご
と
く
下
知
状
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
く
、
終
局
的
な
判
決
だ
け
で
な
く
、
中
間
判

決
や
、
和
与
の
裁
許
と
い
っ
た
判
決
ま
で
ゆ
か
ず
に
和
解
し
た
場
合
の
幕
府
側
の
承
認
な
ど
、
す
べ
て
下
知
状
が
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
譲

与
安
堵
に
は
前
述
の
如
く
政
所
下
文
が
用
い
ら
れ
た
が
、
こ
れ
も
一
部
に
は
下
知
状
が
用
い
ら
れ
た
。
（
中
略
）
原
告
．
被
告
1
1
訴
論
人

の
弁
駁
応
酬
は
三
問
三
管
い
っ
て
互
い
に
三
回
ま
で
訴
状
゜
陳
状
の
交
換
が
認
め
ら
些
し
か
る
の
ち
に
対
決
と
い
っ
て
、
法
廷
（
粥

　
つ
け
か
た

付
方
）
に
両
者
出
頭
し
て
口
頭
弁
論
が
行
わ
れ
る
規
定
で
あ
っ
た
か
ら
、
両
者
の
主
張
も
し
ぜ
ん
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
が
多
く
、
裁
許
状

は
そ
れ
ら
の
細
か
い
主
張
を
逐
一
引
用
し
た
う
え
、
こ
れ
に
理
由
を
付
し
て
判
示
を
与
え
る
た
め
、
き
わ
め
て
長
文
に
な
る
傾
向
が
あ
り
、

鎌
倉
時
代
も
末
期
ほ
ど
そ
の
傾
向
が
強
か
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
判
決
に
至
ら
な
い
で
和
与
に
落
ち
つ
く
場
合
で
も
、
両
者
合
意
の
う
え

　
で
作
成
し
た
和
与
状
閥
和
解
契
約
書
を
幕
府
に
提
出
さ
せ
て
、
こ
れ
に
幕
府
の
確
認
証
と
い
う
べ
き
も
の
を
交
付
し
た
。
こ
れ
も
判
決
の

裁
許
状
と
同
じ
形
式
を
と
っ
て
、
ま
ず
裁
決
前
に
和
与
し
た
経
過
を
略
記
し
、
つ
ぎ
に
和
与
状
の
内
容
を
引
用
し
た
う
え
で
、
両
方
異
議

な
き
う
え
は
和
与
状
に
ま
か
せ
て
沙
汰
す
べ
し
と
結
ぶ
の
で
あ
る
。
和
与
状
の
内
容
を
記
す
に
も
、
前
期
は
そ
の
要
旨
を
挙
げ
る
だ
け
の

も
の
が
多
か
っ
た
が
、
だ
ん
だ
ん
と
和
与
状
の
本
文
を
そ
の
ま
ま
載
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
内
容
の
正
確
を
期
す
る
方
針
が
強
ま

　
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
当
事
者
が
提
出
し
た
和
与
状
に
も
担
当
奉
行
が
裏
書
を
加
え
て
証
明
す
る
と
い
う
慎
重
さ
を
示
し
た
。
こ

　
う
し
て
和
与
状
に
交
付
さ
れ
る
下
知
状
を
和
与
の
裁
許
と
い
い
、
こ
れ
の
な
い
和
与
は
「
私
和
与
」
と
い
っ
て
爾
後
訴
訟
法
上
不
利
益
を

　
蒙
っ
た
。
（
後
略
）
」
（
佐
藤
「
新
版
古
文
書
学
入
門
』
＝
一
＝
二
～
一
四
四
頁
）
。

　
本
論
の
趣
旨
と
は
そ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
も
そ
も
和
与
認
可
裁
許
状
が
、
裁
判
手
続
上
、
和
与
以
外
の
事
案
に
関
し
て
発
給
さ
れ
る

通
常
の
裁
許
状
と
同
様
の
意
義
を
も
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
問
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ

の
こ
と
は
、
裁
許
状
に
関
わ
る
作
成
・
発
給
手
続
の
問
題
や
、
裁
許
状
自
体
の
有
す
る
い
わ
ば
法
的
効
力
の
問
題
と
も
自
ず
と
関
わ
っ
て
く
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る
こ
と
に
な
ろ
う
。
因
み
に
、
「
現
存
の
下
知
状
で
最
も
多
く
、
ま
た
史
料
的
価
値
の
大
な
る
も
の
は
、
訴
訟
の
判
決
を
内
容
と
す
る
も
の
、

　
　
す
な
わ
ち
裁
許
状
で
あ
る
。
ま
た
裁
許
状
ば
か
り
で
な
く
、
訴
訟
半
ば
で
和
解
し
た
場
合
に
作
成
さ
れ
る
和
与
状
に
つ
い
て
の
幕
府
側
の
承

　
　
認
に
も
下
知
状
が
用
い
ら
れ
た
」
（
安
田
元
久
「
下
知
状
」
前
掲
『
概
説
古
文
書
学
』
八
六
頁
）
と
端
的
に
指
摘
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
よ
う

　
　
に
、
和
与
を
認
可
す
る
方
法
と
し
て
下
知
状
が
採
用
さ
れ
た
と
い
う
初
発
的
理
解
に
あ
る
い
は
立
ち
戻
っ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
か
も
し

　
　
れ
な
い
。

（
4
）
　
平
山
前
掲
書
、
一
〇
二
頁
を
参
照
。

（
5
）
　
　
「
鰐
淵
寺
文
書
」
「
関
裁
！
一
〇
九
」
。

（
6
）
　
以
上
は
、
訴
人
に
よ
る
和
与
認
可
の
申
請
を
受
け
て
、
裁
判
所
が
論
人
に
対
し
て
問
い
合
わ
せ
を
行
っ
た
こ
と
を
示
す
よ
う
な
、
例
え
ば

　
　
問
状
御
教
書
の
よ
う
な
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
こ
の
解
釈
も
よ
り
可
能
な
も
の
と
な
り
得
え
よ
う
。
こ
の
点
は
、
あ
く
ま
で
筆
者
に

　
　
よ
る
推
測
の
域
を
出
な
い
。

（
7
）
　
註
（
3
）
所
引
「
沙
汰
未
練
書
」
に
よ
れ
ば
、
挙
状
あ
る
い
は
請
文
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
【
史
料
】

　
　
一
　
畢
状
書
様
事

　
　
　
何
國
何
所
某
申
何
々
事
、
以
二
代
官
一
某
令
三
言
上
一
候
、
以
二
此
旨
一
可
レ
有
二
申
御
沙
汰
一
候
哉
ト
モ
、
又
可
レ
有
二
御
披
露
一
候
哉
ト
モ
、
恐
々

　
　
　
謹
言
、

　
　
　
　
　
何
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
某
憂
瓢

　
　
　
　
進
上
　
御
奉
行
所
蘇
穆
朝
呂
・
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（
8
）

【
史
料
】

一
　
請
文
所
様
事

　
何
國
何
所
某
申
、
何
所
所
領
田
畠
等
事
、
何
月
何
日
御
教
書
案
ト
モ
、
又
御
奉
書
案
ト
モ
、
井
何
月
日
御
使
催
促
状
ト
モ
、
又
御
施
行
ト
モ
、
何

月
何
日
到
來
、
謹
ト
モ
、
畏
ト
モ
、
下
預
詑
ト
モ
、
拝
見
仕
候
了
ト
モ
、
抑
何
・
事
、
任
下
被
二
仰
下
一
之
旨
上
、
以
二
参
上
一
ト
モ
、
以
二
代
官
一
ト
モ
、
可
レ

令
二
言
上
一
候
、
以
二
此
旨
一
ト
モ
、
以
二
此
趣
一
ト
モ
、
可
レ
有
二
洩
御
披
露
一
候
、
蘇
鳥
耐
観
難
普
恐
憧
謹
言
、

　
　
請
文
ニ
ハ
年
號
不
レ
書
也
、
但
依
レ
事
書
也
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ノ
ナ
ニ
カ
シ
バ
字
ノ
事

　
　
　
何
月
何
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
某
請
文
裏
判

本
稿
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
挙
状
」
は
、
申
状
・
請
文
あ
る
い
は
挙
状
三
者
の
性
格
を
あ
わ
せ
も
つ
文
書
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

瀬
野
精
一
郎
「
挙
状
」
（
『
國
史
大
僻
典
』
第
四
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
）
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
解
し
て
お
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
「
下
位
の
者
が
直
接
上
位
の
者
に
申
状
を
差
し
出
す
こ
と
を
は
ば
か
る
場
合
、

る
場
合
、
あ
る
い
は
下
位
の
者
の
行
為
を
上
位
の
者
に
取
り
次
ぐ
場
合
、

位
の
者
と
の
中
間
に
位
置
す
る
者
が
、
取
次
ぎ
あ
る
い
は
推
薦
す
る
た
め
に
出
す
文
書
を
挙
状
あ
る
い
は
吹
挙
状
と
呼
ぶ
。
文
書
の
形
式
と

し
て
は
、
書
状
・
請
文
な
ど
の
形
式
を
と
り
、
充
所
は
上
位
者
に
直
接
充
て
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
奉
行
所
・
奉
行
人
・
側
近
者
に
充
て

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
こ
ろ
か
ら
、
「
以
此
旨
可
有
御
披
露
候
」
な
る
文
言
を
用
い
、
書
き
止
め
は
書
状
と
同
じ
く
「
恐
憧
謹
言
」
を
用
い

る
。
内
容
は
御
家
人
の
大
番
役
勤
仕
の
吹
挙
、
所
領
所
職
の
安
堵
の
取
次
ぎ
、
訴
訟
の
た
め
の
参
上
者
の
紹
介
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。

官
途
を
推
挙
し
た
場
合
は
、
推
挙
し
た
人
に
対
し
て
、
推
挙
し
た
官
途
を
知
ら
せ
る
た
め
の
文
書
を
発
給
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
も
官
途

吹
挙
状
と
称
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
の
吹
挙
状
は
充
名
人
に
推
挙
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
同
じ
挙
状
と
称
し
て
い
て
も
そ
の
内

　
　
　
　
あ
る
い
は
下
位
の
者
の
申
状
を
上
位
の
者
に
紹
介
す

あ
る
い
は
官
途
受
領
を
推
薦
す
る
場
合
な
ど
に
、
下
位
の
者
と
上
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容
趣
旨
は
異
な
る
。
「
貞
永
式
目
』
に
も
挙
状
に
関
す
る
規
定
が
み
え
る
。
す
な
わ
ち
鎌
倉
幕
府
は
、
原
則
と
し
て
諸
国
の
荘
園
公
領
な
ら

び
に
神
社
仏
寺
領
の
訴
訟
に
口
入
し
な
か
っ
た
が
、
本
所
の
挙
状
を
帯
し
て
鎌
倉
幕
府
に
訴
え
た
場
合
は
口
入
で
き
る
こ
と
を
定
め
た
第
六

条
、
官
爵
を
所
望
す
る
輩
が
昇
進
の
た
め
鎌
倉
幕
府
の
挙
状
を
求
め
る
こ
と
を
禁
じ
た
第
三
九
条
の
規
定
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
挙
状
を
交

付
さ
れ
る
こ
と
を
「
御
一
行
を
賜
は
る
」
と
も
い
っ
た
」
（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）
と
。
本
稿
に
関
わ
る
挙
状
は
、
傍
線
部
の
意
味
を
基
本

と
し
て
理
解
さ
れ
得
よ
う
。

　
石
井
良
助
前
掲
書
、
二
六
九
頁
。
第
二
章
註
（
1
）
を
参
照
。

二
、
和
与
の
認
可
申
請
手
続

1
　
開
始
時
期
に
つ
い
て

　
平
山
氏
に
よ
る
研
究
を
は
じ
め
と
し
て
こ
れ
ま
で
の
和
与
に
関
す
る
研
究
を
み
れ
ば
、
和
与
の
認
可
申
請
手
続
そ
の
も
の
に
つ
い
て

は
そ
れ
ほ
ど
意
識
的
に
は
取
り
扱
わ
れ
て
来
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
さ
し
あ
た
り
、
和
与
の
認
可
申
請
手
続
は
、
訴
訟
当
事
者

が
裁
判
所
に
対
し
て
和
与
状
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
て
い
た
と
す
る
の
が
こ
れ
ま
で
の
大
方
の
理
解
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
和
与
が
雑
掌
や
地
頭
代
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
訴
訟
当
事
者
本
人
（
正
員
）
の
代
理
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
に
よ
り
、
認
可
申
請
に
あ
た
っ
て
は
正
員
に
よ
る
「
挙
状
」
の
必
要
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
よ
う
で

　
（
↓

あ
る
。
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そ
こ
で
、
「
挙
状
」
の
内
容
の
若
干
が
引
用
さ
れ
て
い
る
数
通
の
和
与
認
可
裁
許
状
に
つ
い
て
仔
細
に
検
討
し
て
み
る
な
ら
ば
、
こ

れ
ま
で
和
与
の
認
可
申
請
手
続
の
際
に
和
与
状
と
と
も
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
訴
訟
当
事
者
正
員
に
よ
る
文
書

（
「棟
�
v
）
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
和
与
認
可
の
た
め
の
申
請
文
書
と
し
て
一
纏
め
に
理
解
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
正
確
で
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
挙
状
」
と
呼
ば
れ
得
る
も
の
は
、
和
与
状
の
作
成
さ
れ
た
時
期
を
基
準
と
す
る
な
ら
ば
、

①
和
与
状
の
作
成
さ
れ
た
後
に
作
成
さ
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
、
②
和
与
状
の
作
成
さ
れ
た
以
前
に
作
成
さ
れ
た
も
の
、
な
ど
の
よ
う

に
、
そ
の
作
成
時
期
に
よ
る
区
別
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
い
て
、
和
与
の
認

可
申
請
手
続
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
以
下
、
該
当
す
る
事
例
を
示
し
な
が
ら
具
体
的
に
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
第
一
に
、
和
与
状
の
作
成
さ
れ
た
の
ち
に
、
「
挙
状
」
が
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
場
合
（
①
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

そ
こ
で
、
次
の
史
料
を
み
た
い
。

【
史
料
3
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
太
田
）

　
　
　
　
高
野
山
大
塔
領
備
後
國
大
田
庄
雑
掌
良
信
与
同
庄
桑
原
方
地
頭
美
作
権
守
貞
宗
代
源
舜
相
論
年
貢
以
下
條
々
、

　
　
一
、
田
所
職
井
赤
屋
公
文
職
事
、

　
　
　
右
、
就
雑
掌
之
訴
、
欲
有
其
沙
汰
之
虞
、
所
令
和
与
也
、
如
去
年
十
二
月
十
六
日
雨
方
連
暑
状
者
、
陥
輯
、
彼
爾
職
者
、
自
往
古
地
頭
進

　
　
　
止
也
、
而
正
安
三
年
和
与
状
井
同
四
年
關
東
御
下
知
以
後
、
三
箇
年
一
度
可
逐
年
貢
結
解
之
庭
、
返
抄
少
々
紛
失
之
間
、
不
能
遂
其
節
、

　
　
　
伍
御
下
知
違
背
之
由
、
雑
掌
訴
訟
之
間
、
以
和
与
之
儀
、
彼
雨
職
永
代
所
避
進
領
家
方
也
、
此
上
者
、
自
正
安
四
年
、
至
嘉
暦
二
年
、
首

　
　
　
尾
武
拾
六
箇
年
、
々
貢
未
進
事
、
不
及
結
解
之
沙
汰
、
自
寺
家
皆
免
畢
、
更
爲
地
頭
、
不
可
有
後
日
之
煩
、
但
赤
屋
公
文
職
事
、
明
年
・

　
　
　
明
後
年
雨
年
者
、
爲
他
人
契
約
年
記
之
間
、
自
未
歳
可
有
領
家
管
領
云
々
焉
、
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（
中
略
）

、
可
逐
年
貢
結
解
篇
目
事
、

右
、
如
同
状
者
、
於
向
後
年
貢
結
解
篇
目
者
、

官
物
米
・
佃
米
・
胡
麻
・
水
手
米
・
郡
司
加
徴
米
・
六
畠
大
豆
井
畠
大
豆
同
郡
司
加
徴
、

此
条
々
可
遽
其
節
也
云
々
、
如
今
年
二
月
廿
一
日
・
同
廿
四
日
長
者
信
正
坊
井
捻
校
頼
審
法
印
等
状
者
、
雑
掌
和
与
状
如
此
云
々
、
如
同
月

五
日
地
頭
貞
宗
状
者
、
當
庄
内
桑
原
方
六
箇
郷
牡
鯛
鶴
昏
赤
龍
跡
年
貢
未
濟
以
下
領
家
・
地
頭
和
談
事
、
爲
言
上
子
細
、
進
地
頭
代
源
舜
躰
酩

云
々
者
焉
、

以
前
條
々
、
和
与
之
上
者
、
不
及
異
儀
、
任
彼
状
、
向
後
相
互
可
致
沙
汰
之
状
、
下
知
如
件
、

　
嘉
暦
四
年
四
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
常
葉
範
貞
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
越
後
守
平
朝
臣
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
金
渇
貞
將
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
藏
守
平
朝
臣
（
花
押
）

　
こ
の
史
料
は
、
訴
人
代
官
（
雑
掌
）
と
論
人
代
官
（
地
頭
代
）
と
に
よ
る
嘉
暦
三
年
十
二
月
十
六
日
付
の
連
署
和
与
状
を
認
可
す
る

趣
旨
の
和
与
認
可
裁
許
状
で
あ
る
。
＝
、
可
遂
年
貢
結
解
篇
目
事
」
の
中
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
嘉
暦
四
年
二
月

五
日
付
の
論
人
正
員
に
よ
る
「
挙
状
」
が
作
成
さ
れ
た
の
ち
、
訴
人
正
員
（
長
者
信
正
坊
井
検
校
頼
審
法
員
等
）
に
よ
っ
て
同
年
同
月

二
十
一
日
付
お
よ
び
同
二
十
四
日
付
の
「
挙
状
」
が
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
裁
判
所
に
対
し
て
「
挙
状
」
の
提
出
さ
れ
る
手
続
過
程
に
つ
い
て
は
、
関
係
史
料
に
恵
ま
れ
な
い
た
め
に
あ
く
ま
で
そ
の
解
釈
の
可

能
性
を
指
摘
す
る
に
止
ま
る
け
れ
ど
も
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
論
人
代
官
は

正
員
作
成
に
よ
る
「
挙
状
」
を
受
け
取
り
、
こ
れ
を
和
与
状
に
副
え
て
裁
判
所
に
対
し
て
提
出
す
る
。
次
に
、
訴
人
（
代
官
）
は
正
員
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の
作
成
し
た
「
挙
状
」
を
和
与
状
に
副
え
て
裁
判
所
に
対
し
て
提
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
す
る
と
、
こ
の
よ
う
に
相
前
後
し

て
行
わ
れ
た
和
与
の
認
可
申
請
手
続
を
ど
の
よ
う
に
関
連
付
け
て
考
え
れ
ば
良
い
で
あ
ろ
う
か
。
解
釈
の
可
能
性
と
し
て
は
次
の
よ
う

な
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
和
与
状
を
作
成
し
た
の
ち
、
両
当
事
者
が
和
与
の
認
可
申
請
を
行
う
時
期
を
予
め
打
ち
合
わ
せ
て
お

い
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
事
前
の
打
ち
合
わ
せ
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
論
人
が
裁
判
所
に
対
し
て
和
与
の
認
可
申
請
を
行

っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
裁
判
所
が
訴
人
に
対
し
て
当
該
和
与
を
承
諾
す
る
か
否
か
を
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
に
訴
人
が
応
じ
た

こ
と
、
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
確
た
る
史
料
的
根
拠
を
示
す
こ
と
が
で
き
ず
、
あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
出
な
い
こ
と
に
な
る
が
、

「
挙
状
」
の
日
付
が
相
違
す
る
こ
と
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
、
後
者
の
よ
う
に
、
裁
判
所
を
介
し
て
和
与
の
認
可
手
続
が
進

め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
解
釈
の
可
能
性
を
示
し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
こ
の
と
き
、
論
人
あ
る
い
は
訴
人
の
提
出
し
た
和
与
状
は
そ
れ
ぞ
れ
相
手
方
の
和
与
状
で
あ
っ
た
の
か
否
か
、
す
な
わ
ち
、
和
与
の

認
可
申
請
が
行
わ
れ
る
と
き
に
は
す
で
に
和
与
状
の
交
換
が
済
ま
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
が
、
訴
人
正
員
に
よ

る
「
挙
状
」
の
内
容
（
「
雑
掌
和
与
状
如
此
」
）
か
ら
す
れ
ば
、
和
与
状
の
交
換
は
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
和
与
の
認
可
申
請
手
続
が
開
始
さ
れ
た
の
は
、
和
与
の
主
な
目
的
で
あ
る
「
年
貢
結
解
篇
目
」
の

遂
げ
ら
れ
た
時
点
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
さ
ら
に
、
次
の
史
料
を
み
た
い
。

【
史
料
4
】

　
　
　
出
雲
國
三
刀
屋
郷
内
伊
賀
屋
村
地
頭
諏
方
部
彦
三
郎
入
道
円
性
殆
蛯
、
子
息
弥
三
郎
義
助
井
義
秀
等
代
興
玄
与
當
郷
惣
領
地
頭
諏
方
部
兵

　
　
　
衛
三
郎
助
光
法
印
舷
儲
代
宗
慶
相
論
當
郷
内
矢
那
井
以
下
村
々
事
、
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右
、
就
円
性
之
訴
、
爲
飯
尾
弾
正
大
夫
頼
定
奉
行
、
去
正
和
二
年
十
二
月
廿
七
日
裁
許
之
庭
、
同
五
年
助
光
捧
覆
勘
状
、
申
子
細
之
間
、
同

　
　
五
年
十
一
月
廿
七
日
入
理
非
、
可
有
其
沙
汰
之
旨
、
経
評
定
畢
、
而
今
年
十
二
月
三
日
雨
方
所
出
和
与
状
也
、
袈
如
義
助
・
義
秀
等
代
興
玄

　
　
状
者
、
於
當
郷
内
矢
那
井
以
下
村
々
者
、
助
光
法
師
之
舎
兄
助
清
譲
給
子
義
助
等
之
租
父
弥
三
郎
頼
秀
之
庭
、
光
信
令
押
領
之
問
、
以
代
官

　
　
朝
泰
、
訴
申
之
、
稻
違
背
之
由
、
蒙
御
下
知
之
間
、
光
信
就
立
申
覆
勘
、
入
干
理
非
、
可
番
訴
陳
之
旨
、
自
御
評
定
被
仰
出
畢
、
然
則
、
難

　
　
可
番
理
非
、
所
詮
、
以
和
与
之
儀
、
任
本
主
助
盛
酷
跳
・
助
親
等
譲
状
井
代
々
安
堵
御
下
文
等
之
旨
、
於
彼
村
々
者
、
光
信
當
知
行
之
上
者
、

　
　
不
可
致
競
望
之
旨
、
義
助
・
義
秀
等
幼
稚
之
間
、
租
母
尼
阿
性
令
扶
持
彼
等
、
出
和
与
状
畢
、
然
間
、
止
訴
訟
之
上
者
、
不
及
申
子
細
、
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
於
伊
賀
屋
西
山
者
、
光
信
不
可
致
妨
者
也
云
々
、
如
阿
性
今
月
三
日
状
者
、
當
郷
内
矢
那
井
以
下
村
々
事
、
阿
性
之
孫
義
助
・
義
秀
等
幼
稚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
之
間
、
令
扶
持
之
、
伯
父
興
玄
爲
代
官
、
令
進
上
和
与
状
候
云
々
、
如
光
信
代
宗
慶
状
者
、
子
細
同
前
、
如
同
日
光
信
状
者
、
令
和
与
候
之

　
　
間
、
爲
令
言
上
此
等
、
差
進
宗
慶
於
代
官
候
云
々
者
、
先
度
錐
成
下
知
、
助
光
就
申
立
覆
勘
、
可
入
理
非
之
由
、
被
経
評
定
之
庭
、
雨
方
和

　
　
与
之
上
者
、
不
及
異
議
敦
、
然
者
、
相
互
守
彼
状
、
可
致
沙
汰
之
状
、
下
知
如
件
、

　
　
　
　
元
享
元
年
十
二
月
廿
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
常
葉
範
貞
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
近
將
監
李
朝
臣
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
佛
維
貞
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陸
奥
守
卒
朝
臣
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
こ
の
史
料
を
見
る
な
ら
ば
、
和
与
状
両
通
の
提
出
さ
れ
た
日
付
と
「
挙
状
」
（
傍
線
部
①
が
訴
人
正
員
の
「
挙
状
」
を
、
傍
線
部
②

が
論
人
正
員
の
「
挙
状
」
の
内
容
を
示
し
て
い
る
）
の
日
付
と
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
事
実
を
額
面
通
り
受
け
取
る
こ
と

に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
和
与
状
お
よ
び
「
挙
状
」
を
同
時
に
提
出
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
関
係
文
書
の
作
成
・
提
出
の
た
め
の
事

前
の
準
備
が
両
当
事
者
間
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
両
当
事
者

の
代
官
が
認
可
申
請
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。
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第
二
に
、
和
与
状
の
作
成
さ
れ
る
以
前
に
正
員
に
よ
る
「
挙
状
」
が
作
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
場
合
（
②
）
に
つ
い
て
検
討

し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
正
員
に
よ
る
「
挙
状
」
の
作
成
時
期
と
和
与
状
の
作
成
・
提
出
時
期
と
が
、
和
与
の
認
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

申
請
手
続
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
関
連
付
け
ら
れ
得
る
の
か
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
次
の
史
料
を
み
た
い
。

【
史
料
5
】

　
　
（
端
富
仙
書
）
　
（
占
ハ
波
■
維
）
　
　
　
　
　
　
（
案
）

　
　
　
　
　
「
關
東
御
下
知
安
」

　
　
　
永
安
彦
次
郎
兼
時
女
子
尼
良
海
絆
蘇
代
道
正
与
舎
弟
彌
次
郎
兼
員
代
明
仁
相
論
石
見
國
永
安
別
符
井
盆
田
庄
小
彌
富
・
寸
津
・
美
磨
博
・

　
　
　
庄
久
保
畠
等
地
頭
職
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
右
、
召
決
雨
方
、
欲
令
是
非
之
庭
、
道
正
・
明
仁
捧
和
与
状
畢
、
如
今
年
八
月
廿
七
日
道
正
状
者
、
和
与
孫
夜
叉
女
今
拙
濾
与
舎
弟
兼
員
相

　
　
論
石
見
國
永
安
別
符
井
盆
田
庄
内
小
彌
富
・
寸
津
・
美
磨
博
・
庄
久
保
畠
等
地
頭
職
事
、
右
、
良
海
則
件
永
安
別
府
以
下
所
々
者
、
租
父
永

　
　
安
左
衛
門
次
郎
兼
砧
紺
臨
所
領
也
、
後
家
良
圓
一
期
之
後
者
、
孫
子
孫
夜
叉
女
仁
可
譲
給
之
由
、
兼
海
申
置
之
間
、
任
彼
状
、
良
海
永
仁
六
年

　
　
四
月
廿
四
日
、
相
副
御
下
文
以
下
次
第
謹
文
等
、
譲
給
之
間
、
徳
治
三
年
六
月
廿
日
賜
外
題
御
下
文
、
同
十
月
八
日
六
波
羅
御
施
行
畢
、
所

　
　
載
彼
譲
状
之
良
海
九
月
五
日
鮒
泓
安
状
亦
以
分
明
也
、
良
圓
去
年
九
月
十
五
日
他
界
之
間
、
任
譲
状
、
良
海
欲
令
知
行
之
庭
、
兼
員
致
濫
妨
狼

　
　
（
籍
下
同
ジ
）

　
　
籍
、
奪
取
得
分
物
之
上
者
、
仰
御
使
、
可
被
沙
汰
付
干
良
海
之
由
、
五
手
爲
雑
賀
民
部
六
郎
奉
行
訴
之
、
兼
員
亦
先
立
四
番
御
手
属
伊
地

　
　
知
右
近
將
監
、
曾
租
父
三
隅
左
衛
門
尉
兼
信
以
來
迄
干
兼
員
、
数
代
相
傳
當
知
行
、
子
今
無
相
違
之
虞
、
姉
尼
良
海
爲
庶
子
身
、
非
分
濫
妨

　
　
所
務
、
致
種
々
悪
行
狼
籍
之
上
者
、
被
停
止
非
分
濫
妨
、
任
代
々
御
下
文
・
御
下
知
井
相
傳
之
理
、
於
永
安
別
府
以
下
所
々
惣
領
職
者
、
兼

　
　
員
知
行
無
相
違
、
可
預
御
裁
許
之
由
、
捧
亡
父
兼
榮
磁
酩
譲
状
訴
之
、
然
間
、
被
寄
一
所
、
錐
被
経
御
沙
汰
、
所
詮
、
以
和
与
之
儀
、
於
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
永
安
別
符
以
下
兼
海
跡
所
領
者
、
折
中
、
爾
方
孚
分
宛
可
知
行
、
田
畠
・
山
野
・
河
海
悉
折
中
之
、
兼
員
出
分
文
者
、
良
海
可
撰
取
一
方
也
、
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次
御
公
事
者
、
各
付
知
行
分
、
可
致
其
沙
汰
、
次
用
水
事
、
相
互
可
任
先
例
、
条
々
爾
方
承
諾
和
与
之
間
、
所
止
訴
訟
也
、
背
彼
和
与
状
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

所
領
者
一
方
仁
被
付
一
円
、
至
其
身
者
、
可
被
行
罪
科
云
々
、
如
同
日
明
仁
状
者
、
子
細
同
前
、
如
同
七
月
廿
三
日
良
海
状
者
、
以
和
与
扁
爲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蒙
御
下
知
、
差
進
代
官
道
正
候
云
々
、
如
同
八
月
十
日
兼
員
状
者
、
爲
和
与
、
進
代
官
明
仁
云
々
者
、
和
与
之
上
者
、
不
及
異
儀
、
相
互
守
彼

状
、
可
致
沙
汰
之
状
、
下
知
如
件
、

　
　
正
中
試
年
九
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
常
葉
範
貞
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
近
將
監
平
朝
臣
在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
金
澤
貞
將
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
越
後
守
卒
朝
臣
在
判

　
　
き
ぐ
　
ソ

　
　
「
此
正
文
京
へ
上
候
、
下
着
候
間
封
裏
候
、
」

　
こ
の
史
料
は
、
訴
人
（
尼
良
海
代
官
道
正
）
と
論
人
（
舎
弟
兼
員
代
官
明
仁
）
と
の
間
に
成
立
し
た
、
正
中
二
年
八
月
二
十
七
日
付

の
和
与
状
を
承
認
す
る
趣
旨
で
作
成
さ
れ
た
和
与
認
可
裁
許
状
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
和
与
状
は
連
署
形
式
で
作
成
さ
れ
て
お
り
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
に
詳
細
に
引
用
さ
れ
て
い
る
和
与
状
（
①
1
1
訴
人
作
成
の
も
の
）
は
論
人
が
保
管
す
る
に
い
た
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
【
史
料
5
】
の
後
半
部
分
に
付
し
た
傍
線
部
を
み
る
な
ら
ば
、
和
与
状
の
作
成
手
続
が
開
始
さ
れ
る
以
前
に
は
、
次
の
よ
う
な
手
続

の
踏
ま
れ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
得
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
和
与
状
の
作
成
さ
れ
る
お
よ
そ
一
ヶ
月
前
に
あ
た
る
七
月
二
十
三
日
付

の
文
書
（
「
挙
状
」
）
で
、
論
人
正
員
は
「
和
与
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
認
可
の
裁
許
状
の
下
付
を
申
請
す
る
た
め
に
代

官
を
裁
判
所
に
出
頭
さ
せ
た
い
」
と
の
趣
旨
の
上
申
を
行
い
（
④
）
、
次
に
、
こ
れ
に
応
じ
る
形
で
、
八
月
十
日
付
の
文
書
（
「
挙
状
」
）

に
よ
り
、
訴
人
正
員
が
「
和
与
を
行
う
た
め
に
、
代
官
を
出
頭
さ
せ
た
い
」
と
の
趣
旨
の
上
申
を
行
っ
て
い
る
（
⑤
）
。
そ
し
て
、
こ

こ
で
行
わ
れ
た
両
当
事
者
に
よ
る
申
請
は
、
い
ず
れ
も
六
波
羅
探
題
に
対
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
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論
人
正
員
に
よ
る
和
与
の
認
可
申
請
を
受
け
て
、
こ
れ
に
対
し
て
訴
人
正
員
が
応
答
し
承
諾
し
た
と
い
う
手
続
を
想
定
す
る
こ
と
が

可
能
な
ら
ば
、
あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
出
な
い
も
の
の
、
裁
判
所
が
訴
人
に
対
し
て
、
論
人
に
よ
る
当
該
和
与
の
申
し
出
を
受
け
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
の
確
認
の
問
い
合
わ
せ
を
行
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
か
り
に
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
和

与
状
の
作
成
さ
れ
る
前
段
階
に
お
い
て
、
裁
判
所
を
介
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
手
続
自
体
は
、
両
当
事
者
間

で
の
和
与
に
関
す
る
合
意
あ
る
い
は
「
非
文
書
上
の
和
与
」
（
事
実
上
の
和
与
）
の
成
立
に
い
た
る
手
続
過
程
そ
の
も
の
を
必
ず
し
も

意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
裁
判
手
続
上
の
和
与
（
「
裁
判
上
の
和
与
」
）
の
成
立
へ
向
け
て
踏
ま
れ
た
手
続
の
一
端
で
あ
る
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
和
与
状
の
作
成
さ
れ
た
の
ち
に
、
あ
ら
た
め
て
、
和
与
の
認
可
申
請
の
た
め
の
「
挙
状
」
が

作
成
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
ま
た
関
連
史
料
に
恵
ま
れ
な
い
た
め
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
り
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
与
状
の
作
成
後
、
和
与
の
認
可
申
請
の
た
め
の
「
挙
状
」
が
あ
ら
た
め
て
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
と
想
定
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
和

与
状
作
成
の
前
段
階
に
お
い
て
両
当
事
者
間
で
の
和
与
の
意
思
表
明
お
よ
び
意
思
確
認
を
事
前
に
行
い
得
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
の

よ
う
な
裁
判
手
続
そ
の
も
の
が
、
つ
い
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
和
与
状
の
作
成
・
提
出
手
続
を
も
、
あ
る
意
味
で
は
前
提
に
し
得
た

も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
和
与
状
の
作
成
手
続
と
和
与
の
認
可
申

請
手
続
と
が
連
続
か
つ
一
体
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
裁
判
手
続
の
上
で
は
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
す
る
こ
と
も
可
能
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
裁
許
前
に
行
わ
れ
る
訴
陳
を
は
じ
め
と
す
る
両
当
事
者
間
の
応
酬

に
関
わ
る
裁
判
手
続
の
延
長
の
上
に
、
こ
の
よ
う
な
和
与
の
認
可
申
請
か
ら
和
与
状
の
提
出
に
い
た
る
一
連
の
手
続
が
位
置
付
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
一
方
当
事
者
に
よ
っ
て
和
与
を
行
い
た
い
旨
の
意
思
表
示
を
受
け
た
裁
判
所
が
、
こ
の
申
し
出
を
承
諾
す
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（
8
）

る
か
否
か
を
他
方
当
事
者
に
対
し
て
問
い
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
得
る
史
料
を
み
て
お
き
た
い
。

【
史
料
6
1
一
】

　
　
　
　
　
　
（
安
濃
郡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
安
濃
郡
）

　
　
伊
勢
國
乙
部
地
頭
幸
貫
与
景
忠
相
論
上
岡
御
園
内
山
林
和
与
事
、
以
代
官
圓
嚴
、
令
申
子
細
候
、
可
有
御
披
露
候
歎
、
恐
慢
謹
言
、

　
　
　
　
正
安
二
年
閏
七
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
景
忠
裏
判

　
　
進
上
　
御
奉
行
所

　
こ
の
史
料
は
、
訴
人
を
伊
勢
國
上
岡
御
園
領
主
代
官
と
し
、
論
人
を
地
頭
代
と
す
る
訴
訟
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、

後
掲
【
史
料
6
1
四
】
に
結
実
す
る
裁
判
手
続
過
程
の
一
餉
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
掲
げ
た
【
史
料
6
1
二
は
、
訴
人
正
員

か
ら
裁
判
所
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
山
林
和
与
事
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
文
書
が

作
成
さ
れ
る
以
前
に
は
す
で
に
、
「
山
林
事
」
に
関
す
る
和
与
を
行
う
た
め
の
当
事
者
間
の
交
渉
が
裁
判
所
を
介
し
て
行
わ
れ
て
い
た

も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
文
書
が
裁
判
所
に
対
し
て
提
出
さ
れ
る
以
前
に
、
論
人
正
員
か
ら

裁
判
所
に
対
し
て
「
和
与
を
し
た
い
」
と
の
趣
旨
の
「
挙
状
」
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
受
け
た
裁
判
所
が
、
訴
人
正
員
に
対
し

て
論
人
の
申
し
出
を
承
諾
す
る
か
否
か
を
問
い
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
裁
判
所
に
よ
る
問
い
合
わ
せ
に
応

じ
て
訴
人
正
員
の
提
出
し
た
文
書
が
【
史
料
6
1
一
】
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
残
念
な
が
ら
、
論
人

側
が
裁
判
所
に
対
し
て
提
出
し
た
文
書
や
、
裁
判
所
の
訴
人
側
へ
宛
て
た
文
書
が
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
出

な
い
け
れ
ど
も
、
さ
し
あ
た
り
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
可
能
な
ら
ば
、
【
史
料
6
1
一
】
は
、
一
連
の
裁
判
手
続
過
程
の
中
で
、
和
与
状
の
作
成
さ
れ
る
以
前

に
、
「
〈
山
林
和
与
〉
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
訴
人
の
代
官
と
し
て
圓
厳
を
通
じ
て
申
し
上
げ
た
い
」
と
の
趣
旨
で
、
訴
人
正
員
が
「
御
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奉
行
所
」
（
六
波
羅
探
題
）
に
対
し
て
宛
て
た
文
書
（
「
挙
状
」
）
で
あ
る
と
解
せ
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
の
ち
、
次
の
二
通
の
文
書
が

訴
人
代
官
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

【
史
料
6
1
二
】

　
　
和
与

　
　
　
　
　
　
（
安
濃
郡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
安
濃
郡
）

　
　
　
伊
勢
國
乙
部
御
厨
地
頭
源
幸
貫
与
同
國
上
岡
御
園
領
主
藤
原
景
忠
相
論
當
御
園
内
山
林
事
、

　
　
右
、
錐
番
訴
陳
、
相
互
以
和
与
之
儀
、
所
被
中
分
也
、
於
東
西
之
堺
者
、
引
朱
鮎
於
給
圖
、
南
方
所
封
裏
也
、
然
者
、
守
彼
絵
圖
、
至
朱
鮎

　
　
以
西
者
、
幸
貫
可
被
領
知
也
、
但
於
山
林
者
、
錐
令
如
此
和
与
、
至
田
地
者
、
本
自
不
及
相
論
之
上
者
、
景
忠
任
當
知
行
、
不
可
有
相
違
、

　
　
若
背
此
状
、
向
後
致
違
乱
者
、
以
被
和
与
内
景
忠
知
行
分
、
可
被
付
干
幸
貫
也
、
伍
爲
後
代
、
和
与
状
如
件
、

　
　
　
　
正
安
二
年
八
月
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
景
忠
代
圓
嚴
在
判

【
史
料
6
1
三
】

　
　
　
　
　
　
（
安
濃
郡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
安
濃
郡
）

　
　
　
伊
勢
國
上
岡
御
園
領
主
藤
原
景
忠
与
同
國
乙
部
御
厨
地
頭
源
幸
貫
相
論
當
御
園
山
林
沙
汰
間
、
殺
害
匁
傷
事
、

　
　
右
、
殺
害
砧
弁
匁
傷
國
成
之
由
、
錐
及
訴
訟
、
山
林
相
論
事
、
令
和
与
之
上
者
、
殺
害
事
、
同
以
和
平
之
儀
、
相
互
止
訴
訟
畢
、
若
背
此
状
、

　
　
向
後
致
訴
訟
者
、
可
被
庭
罪
科
者
也
、
伍
爲
後
日
之
状
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
ほ
み
　
　

　
　
　
　
正
安
二
年
入
月
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圓
嚴
在
剰

　
す
な
わ
ち
、
「
山
林
和
与
事
」
に
つ
い
て
は
、
訴
人
代
官
（
圓
厳
）
に
よ
る
和
与
状
の
案
文
と
し
て
【
史
料
6
ー
二
】
が
、
他
方
で
、

論
人
に
よ
る
殺
害
事
件
に
関
す
る
和
与
に
つ
い
て
は
、
訴
人
代
官
に
よ
る
和
与
状
の
案
文
と
し
て
【
史
料
6
1
三
】
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
裁
判
手
続
上
、
お
そ
ら
く
は
、
ま
ず
論
人
に
よ
っ
て
和
与
を
行
い
た
い
旨
の
文
書
が
裁
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判
所
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
裁
判
所
が
訴
人
に
対
し
て
論
人
の
申
し
出
を
承
け
る
か
ど
う
か
を
問
い
合
わ
せ
た
結
果
、

訴
人
は
こ
れ
に
応
じ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
（
【
史
料
6
1
一
】
）
。
こ
の
後
、
両
当
事
者
は
そ
れ
ぞ
れ
和
与

状
を
作
成
し
、
こ
れ
を
交
換
し
た
の
ち
、
受
け
取
っ
た
和
与
状
を
裁
判
所
に
対
し
て
提
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
次
に

掲
げ
る
六
波
羅
探
題
に
よ
る
和
与
認
可
裁
許
状
が
発
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

【
史
料
6
1
四
】

　
　
　
伊
勢
國
上
思
御
園
領
主
景
忠
代
圓
嚴
与
同
國
乙
部
御
厨
成
里
地
頭
源
孫
次
郎
幸
貫
代
義
光
相
論
山
林
事
、

　
　
右
、
就
訴
陳
状
、
擬
有
其
沙
汰
之
庭
、
雨
方
所
出
和
与
状
也
、
如
正
安
二
年
八
月
三
日
圓
嚴
状
者
、
伊
勢
國
乙
部
御
厨
地
頭
源
幸
貫
与
同
國

　
　
上
思
御
園
領
主
藤
原
景
忠
相
論
當
御
園
内
山
林
事
、
右
、
錐
番
訴
陳
、
相
互
以
和
与
之
儀
、
所
令
中
分
也
、
東
西
之
堺
者
、
引
朱
鮎
於
給
圖
、

　
　
雨
方
所
封
裏
也
、
然
者
、
守
彼
給
圖
、
至
朱
鮎
以
西
者
、
幸
貫
可
被
領
知
也
、
但
至
山
林
者
、
錐
令
如
此
和
与
、
於
田
地
者
、
本
自
不
及
相

　
　
論
之
上
者
、
景
忠
任
當
知
行
、
不
可
有
相
違
、
若
背
此
状
、
向
後
致
違
乱
者
、
以
被
和
与
内
景
忠
知
行
分
、
可
被
付
干
幸
貫
也
云
々
、
如
義

　
　
光
状
者
、
錐
訴
陳
、
相
互
以
和
与
之
儀
、
所
令
中
分
也
、
於
東
西
之
堺
者
、
引
朱
鮎
於
給
圖
、
雨
方
所
裏
封
也
、
然
者
、
守
彼
給
圖
、
至
朱

　
　
鮎
以
東
者
、
景
忠
領
知
不
可
有
相
違
、
但
於
山
林
者
、
如
此
錐
令
和
与
、
至
田
地
者
、
本
自
不
及
相
論
之
間
、
幸
貫
當
知
行
之
外
者
、
向
後

　
　
　
　
　
　
　
（
背
力
）

　
　
不
及
違
乱
、
若
有
此
状
、
令
違
乱
者
、
以
和
与
内
幸
貫
知
行
分
、
可
被
付
下
景
忠
云
々
者
、
此
上
不
及
異
儀
、
任
彼
状
、
爾
方
互
無
違
乱
、

　
　
可
致
沙
汰
之
状
、
下
知
如
件
、

　
　
　
　
正
安
二
年
八
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
條
宗
方
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
近
將
監
卒
朝
臣
在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
佛
宗
宣
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
上
野
介
卒
朝
臣
同

　
こ
の
史
料
で
は
、
【
史
料
6
1
二
】
に
い
う
「
山
林
和
与
事
」
に
関
す
る
和
与
状
の
内
容
し
か
引
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
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こ
の
限
り
で
い
え
ば
、
「
山
林
和
与
事
」
に
関
す
る
和
与
状
（
【
史
料
6
ー
二
】
）
に
関
す
る
裁
許
状
の
み
し
か
発
給
さ
れ
な
か
っ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
、
和
与
状
の
作
成
さ
れ
る
以
前
に
、
裁
判
所
を
介
し
て
両
当
事
者
間
の
和
与
の
意
思
確
認
の
た
め
の
手
続
が
行
わ
れ
得
た
こ

と
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
和
与
の
認
可
申
請
手
続
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
通
常
の
裁
判
手
続
（
最
終

的
に
は
い
ず
れ
か
一
方
の
当
事
者
の
主
張
を
認
め
る
趣
旨
の
裁
許
を
求
め
て
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
両
当
事
者
間
に
お
け
る
訴
陳
に
関

わ
る
手
続
）
と
区
別
し
た
上
で
、
こ
と
さ
ら
に
特
別
な
裁
判
手
続
と
し
て
位
置
付
け
て
い
た
と
考
え
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
通
常
の
裁
判

手
続
の
上
で
展
開
さ
れ
る
両
当
事
者
に
よ
る
主
に
訴
陳
に
関
わ
る
手
続
の
一
貫
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
と

な
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
ま
た
、
訴
訟
当
事
者
の
側
も
同
様
に
、
和
与
の
認
可
申
請
手
続
そ
の
も
の
を
、
訴
陳
に
関
わ
る
裁
判
手
続
の
延

長
線
上
に
位
置
付
け
て
い
た
こ
と
を
想
定
し
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
裁
判
所
に
訴
訟
の
係
属
し

た
以
後
は
い
つ
で
も
和
与
の
成
立
し
得
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
あ
る
意
味
で
自
然
な
理
解
と
な
り
得
よ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
例
え
ば
【
史
料
6
】
に
関
わ
る
一
連
の
史
料
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
和
与
状
の
作
成
さ
れ
る
以
前
の
段
階
か
ら
、
裁
判
所
を
介

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
和
与
の
認
可
申
請
手
続
が
進
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
直
ち
に
一
般
化
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
訴
訟
両
当
事
者
間
に
「
非
文
書
上
の
和
与
」
（
事
実
上
の
和
与
）
が
成
立
し
て
以
降
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
和
与
状
が
受
理
さ
れ

る
に
い
た
る
ま
で
の
和
与
の
「
認
可
申
請
手
続
」
過
程
の
な
か
で
、
裁
判
手
続
上
、
訴
訟
両
当
事
者
と
裁
判
所
と
が
ど
の
よ
う
な
関
わ

り
方
を
も
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
仔
細
に
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
訴
訟
両
当
事
者
に
対
し
て

何
れ
の
手
続
段
階
で
裁
判
所
が
関
与
し
得
た
の
か
を
一
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
和
与
の
認
可
申
請
手
続
の
な
か

で
、
訴
訟
両
当
事
者
と
裁
判
所
と
が
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
方
を
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の
多
様
な
実
態
を
見
出
す
こ
と
の
方
が



6
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重
要
で
あ
り
、
ま
た
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
和
与
の
認
可
申
請
手
続
に
お
け
る
訴
訟
両
当
事
者
と
裁

判
所
と
の
関
わ
り
方
に
さ
さ
や
か
な
関
心
を
寄
せ
な
が
ら
、
和
与
の
認
可
申
請
の
行
わ
れ
る
際
に
見
ら
れ
る
手
続
お
よ
び
方
法
に
つ
い

て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

匂㎜

⑦
号
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2
　
認
可
申
請
の
方
法
に
つ
い
て

　
こ
れ
ま
で
採
り
上
げ
た
「
挙
状
」
の
作
成
さ
れ
る
場
合
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
他
の
ケ
ー
ス
を
も
採
り
上
げ
る
こ
と

に
よ
り
、
和
与
の
認
可
申
請
が
行
わ
れ
る
状
況
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
以
下
、
具
体
的
に
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
こ

で
は
さ
し
あ
た
り
、
い
く
つ
か
の
パ
タ
ン
に
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
与
状
の
提
出
方
法
お
よ
び
手
続
に
関
す
る
具
体
的
な
状
況

に
つ
い
て
把
握
す
る
こ
と
を
課
題
に
し
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

ω
　
　
「
挙
状
」
の
作
成
さ
れ
た
ケ
ー
ス

　
第
一
に
、
訴
訟
両
当
事
者
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
和
与
状
を
は
じ
め
と
す
る
和
与
関
係
文
書
が
、
輪
旨
あ
る
い
は
令
旨
に
よ
っ
て
幕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

府
裁
判
所
に
も
た
ら
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

【
史
料
7
1
八
】

　
　
國
分
次
郎
友
貞
謹
言
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
給
力
）

　
　
　
欲
早
就
領
家
和
談
、
被
成
紛
旨
・
六
波
羅
御
施
行
上
者
、
爲
後
代
、
任
和
与
状
、
宛
論
御
下
知
、
薩
摩
國
サ
分
寺
領
下
地
井
年
貢
事
、

　
　
副
進
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（
菅
原
長
宣
家
）

　
一
通
　
領
家
和
与
状

右
、
國
分
寺
領
者
、
於
下
地
者
、
爲
御
家
人
令
勤
仕
所
役
、

舎
兄
友
任
爲
本
所
雑
掌
致
訴
之
間
、
捧
陳
状
、
欲
明
申
威
、

　
　
（
給
力
）

爲
宛
論
御
下
知
、
恐
憧
謹
言
、

　
　
正
中
二
年
七
月
　
日

至
子
年
貢
者
、
承
元
以
來
爲
請
所
、
致
其
弁
、
先
租
代
サ
無
相
違
令
知
行
之
庭
、

就
領
家
和
談
、
被
成
編
旨
・
六
波
羅
御
施
行
之
上
者
、
爲
後
代
、
任
彼
和
与
状
、

　
　
　
　
　
　
（
既
力
）

「
十
八
日
披
露
之
段
畢
、
」

【
史
料
7
1
九
】

　
　
安
樂
寺
領
薩
摩
國
々
分
寺
雑
掌
宗
清
与
國
分
助
次
郎
友
貞
相
論
當
寺
領
下
地
井
年
貢
事
、

有
就
訴
陳
斌
擬
有
其
沙
汰
之
監
去
年
＋
二
月
晦
日
和
与
状
呈
卿
誹
煮
安
樂
寺
領
薩
摩
國
分
寺
下
聾
年
貢
事
於

　
鎭
西
、
錐
番
訴
陳
、
所
詮
、
毎
年
捌
拾
伍
石
井
公
事
用
途
拾
陸
貫
伍
百
文
・
簾
文
革
二
枚
・
節
供
用
途
等
、
任
先
例
、
可
致
沙
汰
之
由
、
友

　
貞
所
出
状
也
、
永
代
不
可
有
子
細
一
三
ξ
㈱
二
月
晦
日
聯
翠
同
墨
状
者
㍉
安
樂
寺
領
薩
摩
國
々
分
寺
領
下
地
井
年
貢
事
、
先
度
申
下
論
旨
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
家
、
致
沙
汰
之
庭
、
友
貞
望
申
和
与
之
儀
候
之
間
、
令
承
諾
候
畢
、
且
雑
掌
解
圃
異
如
此
候
、
向
後
可
存
其
旨
由
、
被
下
編
旨
於
武
家
候

む
麟
）
可
有
申
御
沙
汰
候
早
云
で
㈱
三
月
一
百
論
旨
煮
安
樂
寺
領
蔭
男
分
寺
和
与
㍉
菅
三
位
旙
羅
如
此
、
子
細
見
状
候
敦

可
被
仰
遺
武
家
之
申
天
氣
所
候
也
云
零
蜘
同
三
日
西
薗
寺
家
鋼
息
者
安
樂
寺
領
薩
摩
國
分
寺
和
与
事
や
編
旨
副
劉
如
些
子
細

見
状
候
之
申
離
醤
膿
可
申
之
旨
候
云
室
麺
今
年
三
月
＋
二
旦
ハ
波
羅
行
者
菅
三
位
雑
掌
宗
清
唄
薩
摩
國
々
分
寺
領
家
与
友
貞

和
与
㍉
今
年
三
月
二
日
編
旨
㎡
大
臣
家
御
滑
息
璽
如
些
子
細
載
状
候
、
一
、
、
卿
友
貞
去
年
＋
二
月
晦
日
状
者
、
薩
摩
國
多
寺
領
御

　
年
貢
京
進
捌
拾
伍
石
井
公
事
用
途
拾
陸
貫
五
百
文
・
簾
文
革
二
枚
・
節
供
用
途
、
任
承
元
請
所
之
例
、
毎
年
無
僻
怠
、
可
致
沙
汰
候
云
云
者
、
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此
上
者
不
及
異
儀
、
守
彼
状
、

　
正
中
二
年
七
月
廿
五
日

相
互
可
致
沙
汰
　
者
、
依
仰
下
知
如
件
、

（
北
條
英
時
）

修
理
亮
卒
朝
臣
判

　
和
与
認
可
裁
許
状
（
【
史
料
7
ー
九
】
）
は
、
領
家
雑
掌
宗
清
と
國
分
助
次
郎
友
貞
と
の
間
に
和
与
の
成
立
し
た
こ
と
か
ら
、
領
家
に

よ
っ
て
和
与
の
認
可
申
請
手
続
が
開
始
さ
れ
、
編
旨
が
武
家
に
対
し
て
下
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
作
成
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
も
の
で
あ

り
、
さ
ら
に
は
、
当
該
和
与
の
認
可
申
請
手
続
の
ほ
ぼ
全
過
程
を
網
羅
的
に
記
載
し
て
い
る
文
書
と
い
え
る
。

　
こ
こ
で
予
め
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
当
該
和
与
は
、
領
家
菅
三
位
家
と
御
家
人
友
貞
と
の
間
に
お
け
る
訴
訟
進

行
過
程
の
途
上
で
成
立
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
友
貞
と
舎
兄
友
任
と
の
間
で
争
わ
れ
た
放
火
刃
傷
狼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

籍
を
め
ぐ
る
事
件
に
端
を
発
し
、
こ
の
の
ち
、
安
楽
寺
雑
掌
祐
舜
と
友
貞
と
が
争
う
こ
と
に
な
り
、
事
実
、
当
該
訴
訟
が
鎮
西
探
題
に

お
い
て
係
属
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
論
人
友
貞
は
、
当
該
訴
訟
の
争
点
で
あ
る
年
貢
弁
済
に
つ
い
て
は
訴
外
（
本
所
領
家
）
と

の
間
で
和
与
を
行
う
こ
と
を
考
え
、
結
果
、
成
立
し
た
和
与
を
認
可
す
る
趣
旨
で
発
給
さ
れ
た
の
が
【
史
料
7
1
九
】
（
和
与
認
可
裁

許
状
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
初
発
の
訴
訟
以
来
、
訴
人
の
舎
兄
友
任
と
の
間
に
は
根
本
的
な
結
着
を
み
な
い
ま
ま
、
実
質
的
に
は
、

雑
掌
祐
舜
が
友
任
の
訴
訟
を
承
継
し
た
こ
と
に
よ
り
、
友
貞
は
雑
掌
祐
舜
を
相
手
と
す
る
当
該
訴
訟
の
裁
許
の
出
さ
れ
る
以
前
に
、
直

接
、
領
家
と
の
間
に
和
与
を
行
い
、
裁
判
手
続
上
、
自
ら
の
立
場
を
有
利
に
導
こ
う
と
試
み
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
当
該
和
与
は
、
そ
の
実
質
的
背
景
を
友
貞
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
裁
判
手
続

上
は
、
初
発
の
訴
訟
の
係
属
中
に
両
当
事
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
質
的
に
は
、
初
発
の
訴
訟

が
承
継
さ
れ
、
鎮
西
探
題
に
お
い
て
雑
掌
祐
舜
と
の
間
に
訴
訟
が
係
属
し
て
い
る
最
中
に
、
訴
外
と
の
間
に
成
立
し
た
和
与
と
い
う
こ
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と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
了
解
し
た
上
で
、
【
史
料
7
1
九
】
の
内
容
に
し
た
が
っ
て
、
和
与
の
認
可
手
続
の
進
行
過
程
を
示
せ
ば
次

の
よ
う
に
な
ろ
う
。

ω
　
和
与
状
の
作
成
・
交
換
手
続
に
つ
い
て

　
傍
線
部
①
か
ら
、
正
中
元
年
十
二
月
晦
日
に
は
和
与
状
の
作
成
お
よ
び
交
換
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
に
い
う
和

与
状
は
、
訴
人
に
よ
る
も
の
と
し
て
傍
線
部
②
（
【
史
料
7
ー
一
】
）
を
、
論
人
に
よ
る
も
の
と
し
て
は
傍
線
部
⑧
（
【
史
料
7
ー
二
】
）

を
指
し
て
い
る
。

㈹
　
和
与
状
お
よ
び
「
挙
状
」
の
提
出
手
続
に
つ
い
て

　
傍
線
部
③
に
い
う
文
書
（
正
中
二
年
二
月
晦
日
付
、
【
史
料
7
1
四
】
）
は
、
雑
掌
よ
り
和
与
に
関
す
る
報
告
を
受
け
た
領
家
が
朝
廷

に
対
し
て
提
出
し
た
「
挙
状
」
で
あ
り
、
こ
の
と
き
に
は
、
傍
線
部
④
に
い
う
「
雑
掌
解
副
具
書
」
が
同
時
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
理
解

さ
れ
よ
う
。
当
該
「
挙
状
」
の
内
容
は
す
な
わ
ち
、
「
論
人
か
ら
申
し
出
の
あ
っ
た
和
与
に
つ
い
て
領
家
側
と
し
て
承
諾
し
た
の
で
、

こ
れ
に
つ
い
て
の
武
家
側
の
承
諾
を
得
た
い
。
つ
い
て
は
、
こ
の
趣
旨
を
編
旨
に
よ
っ
て
武
家
側
に
対
し
て
伝
え
て
頂
き
た
い
」
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
当
該
「
挙
状
」
に
「
雑
掌
解
」
の
副
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
提
出

さ
れ
た
文
書
の
形
態
を
み
る
な
ら
ば
、
傍
線
部
④
（
当
該
裁
許
状
に
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
【
史
料
7
⊥
三
）
が
実
際
に
こ
の
文
書

（
③
）
に
副
え
ら
れ
た
一
通
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
他
方
で
、
傍
線
部
⑤
（
【
史
料
7
ー
五
】
）
に
い
う
編
旨
に
お
け
る

関
連
文
書
の
取
り
扱
わ
れ
方
を
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
中
で
は
傍
線
部
③
（
【
史
料
7
1
四
】
）
が
強
調
さ
れ
、
こ
れ
に
副
え
ら
れ
た
文
書

と
し
て
傍
線
部
④
（
【
史
料
7
1
三
】
等
）
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
い
ま
、
朝
廷
に
対
し
て

提
出
さ
れ
た
文
書
を
ま
と
め
て
み
る
な
ら
ば
、
「
一
通
先
度
論
旨
案
」
、
②
（
【
史
料
7
ー
一
】
）
、
⑧
（
【
史
料
7
1
二
】
）
（
以
上
は
④
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【
史
料
7
⊥
三
の
副
進
文
書
）
、
④
（
【
史
料
7
⊥
三
）
、
そ
し
て
③
（
【
史
料
7
i
四
】
）
と
な
り
、
都
合
五
通
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

㈹
　
輪
旨
発
給
手
続
に
つ
い
て

　
以
上
の
五
通
の
文
書
が
朝
廷
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
傍
線
部
⑤
の
論
旨
（
【
史
料
7
1
五
】
）
が
幕
府
側
に
も
た
ら

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
に
は
、
傍
線
部
⑥
（
【
史
料
7
1
六
】
）
に
い
う
関
東
申
次
西
園
寺
実
衡
に
よ
る
御
教
書
が
六
波
羅
探
題

南
方
北
條
貞
将
の
下
へ
伝
え
ら
れ
た
。

㈹
　
鎮
西
探
題
に
お
け
る
和
与
の
認
可
手
続
に
つ
い
て

　
六
波
羅
探
題
よ
り
鎮
西
探
題
へ
向
け
て
、
傍
線
部
⑦
（
【
史
料
7
1
七
】
）
が
発
給
さ
れ
た
。
こ
の
時
点
で
は
、
当
該
裁
許
状
（
【
史

料
7
1
九
】
）
に
引
用
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
関
係
文
書
が
、
鎮
西
探
題
へ
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
和
与
の
認
可
申
請
手
続
の
ほ
ぼ
全
過
程
を
み
た
こ
と
に
な
る
が
、
次
の
事
実
に
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
六
波
羅
か
ら
鎮
西
へ
向
け
て
御
教
書
の
発
給
さ
れ
た
の
ち
に
、
論
人
友
貞
が
、
鎮
西
探
題
に
対
し
て
領
家
和
与
状
（
【
史

料
7
1
二
と
同
内
容
の
文
書
か
、
あ
る
い
は
案
文
か
と
思
わ
れ
る
が
、
確
証
で
き
な
い
）
を
副
え
て
和
与
の
認
可
申
請
を
行
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
初
発
の
訴
訟
に
お
け
る
両
当
事
者
に
よ
る
和
与
の
認
可
申
請
手
続
が
す
べ
て
整
い
、
当
該
和
与

を
認
可
す
る
【
史
料
7
ー
九
】
が
発
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
形
式
上
は
解
せ
な
く
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
、

本
来
、
友
貞
は
訴
人
雑
掌
に
よ
る
陳
弁
要
求
に
応
え
る
べ
き
立
場
（
論
人
）
に
あ
り
な
が
ら
、
【
史
料
7
1
八
】
に
い
た
る
ま
で
応
答

を
避
け
続
け
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
【
史
料
7
1
八
】
を
友
貞
が
提
出
し
た
の
は
、
別

の
裁
判
手
続
の
上
で
得
た
和
与
を
当
該
裁
判
手
続
の
上
に
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
正
当
な
理
由
と
し
て
、
論
人
と
し
て
の
立

場
か
ら
、
和
与
の
認
可
申
請
を
行
お
う
と
し
た
か
ら
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
裁
判
手
続
の
形
式
的
な
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
和
与
の
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（
1
3
）

認
可
申
請
と
い
う
こ
と
が
い
え
な
く
も
な
い
が
、
実
質
的
な
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
い
わ
ば
「
勅
命
施
行
」
に
よ
っ
て
成
立
し
た
和
与
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
第
二
に
、
次
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
、
少
し
く
み
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

【
史
料
8
ー
一
】

　
　
和
与

　
　
　
　
　
（
船
井
郡
）

　
　
　
丹
波
國
和
智
庄
中
分
間
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
令
力
）

　
　
右
、
所
務
相
論
條
ミ
錐
多
端
、
永
爲
断
向
後
之
諄
、
以
和
与
之
儀
、
合
中
分
地
本
、
所
立
堺
也
、
伍
雨
方
永
代
守
此
状
、
更
不
可
有
相
違

　
　
之
状
如
件
、

　
　
　
　
弘
安
五
年
二
月
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
頭
平
盛
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
預
所
藤
原
行
綱

【
史
料
8
1
二
】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
（
船
井
郡
）

　
　
和
与
　
丹
波
國
和
智
庄
中
分
東
西

　
　
　
　
　
西
堺
事

　
　
　
　
　
　
　
（
北
）

　
　
右
、
大
河
以
此
者
、
以
左
近
垣
谷
爲
東
西
之
堺
、
大
河
以
南
者
、
以
高
桑
水
谷
、
爲
東
西
之
堺
、
各
守
谷
口
之
融
、
爲
其
堺
、
雑
掌
途
可
打

　
　
傍
示
者
也
、
於
大
河
者
、
同
以
左
近
垣
谷
之
融
、
可
爲
其
堺
、
如
此
治
定
之
上
者
、
一
事
以
上
一
切
相
互
不
可
入
交
、
傍
永
代
不
可
有
愛
改
、

　
　
堅
可
守
此
状
也
、
傍
和
与
中
分
立
堺
之
状
如
件
、

　
　
　
　
弘
安
五
年
八
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
頭
平
盛
親
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預
所
藤
原
行
綱

【
史
料
8
1
三
】

　
　
　
　
（
船
井
郡
）

　
丹
波
國
和
智
庄
雑
掌
謹
言
上

　
　
和
与
中
分
事
、
己
治
定
上
者
、
欲
被
鯛
仰
武
家
子
細
事
、

　
右
、
當
庄
和
与
中
分
事
、
雑
掌
立
堺
、
地
頭
巳
撰
取
西
方
畢
、
傍
方
サ
治
定
無
相
違
、
此
上
者
、
早
爲
向
後
、
可
被
燭
仰
武
家
哉
、
傍
粗
言

　
上
如
件
、

　
　
　
弘
安
五
年
八
月
　
日

【
史
料
8
1
四
】

　
　
（
丹
波
船
井
郡
）

　
和
智
庄
中
分
治
定
事
、
雑
掌
申
状
如
此
、
早
可
有
申
御
沙
汰
候
哉
、
恐
惇
謹
言
、

　
　
　
　
（
弘
安
五
年
）

　
　
　
　
　
八
月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
少
信
都
隆
讃

　
進
上
　
大
藏
卿
法
印
御
房

【
史
料
8
1
五
】

　
　
　
　
（
船
井
郡
）

　
丹
波
國
和
智
庄
中
分
事
、
領
家
隆
謹
信
都
状
欄
麟
如
此
、
既
差
定
堺
候
之
間
、
地
頭
被
領
知
西
方
候
之
上
者
、
可
令
存
知
給
之
由
、
御
室
御

　
氣
色
候
也
、
恐
サ
謹
言
、

　
　
　
　
弘
安
五

　
　
　
　
　
入
月
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
印

　
謹
上
　
前
陸
奥
守
殿

【
史
料
8
1
六
】
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ア
ル
カ
　

　
仁
和
寺
領
丹
波
國
和
智
庄
雑
掌
与
地
頭
片
山
左
衛
門
入
道
々
縁
後
家
井
子
息
萬
歳
丸
所
務
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
）

右
、
如
六
波
羅
去
年
七
月
六
日
注
進
状
者
、
預
所
・
地
頭
成
和
与
、
可
申
分
之
由
、
出
雨
方
状
之
上
、

其
沙
汰
状
、
依
鎌
倉
殿
仰
、
下
知
如
件
、

　
　
弘
安
六
年
九
月
　
日

不
及
別
子
細
、
守
彼
状
、
相
互
可
致

（
北
條
業
時
）

駿
河
守
干
朝
臣

（
北
條
時
宗
）

相
模
守
平
朝
臣

　
こ
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
和
与
の
認
可
申
請
手
続
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
可
能
と
な
ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
弘
安
五
年
二
月
三
日
、
預
所
と
地
頭
と
に
よ
っ
て
和
与
状
が
作
成
さ
れ
た
（
【
史
料
8
1
二
）
。
こ
の
和
与
状
で
は
、

中
分
す
る
と
い
う
大
方
の
方
針
は
定
め
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
の
詳
細
な
方
法
に
つ
い
て
は
決
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、

つ
い
で
、
弘
安
五
年
入
月
、
両
当
事
者
の
間
で
中
分
に
関
す
る
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
の
合
意
を
み
た
こ
と
に
よ
り
、
あ
ら
た
め
て

「
中
分
堺
和
与
状
」
が
作
成
さ
れ
て
い
る
（
【
史
料
8
1
二
】
）
。

　
他
方
で
、
【
史
料
8
1
六
】
を
み
る
と
、
当
該
訴
訟
の
係
属
し
た
裁
判
所
で
あ
る
六
波
羅
に
よ
っ
て
関
東
に
対
し
て
和
与
状
等
を
副

進
す
る
弘
安
五
年
七
月
六
日
付
の
注
進
状
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
趣
旨
と
し
て
は
、
「
預
所
と
地
頭
と
が
和
与
中
分
を
行
う
こ
と

で
合
意
し
、
両
者
が
和
与
状
を
提
出
し
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
【
史
料
8
1
一
】
が
作
成
さ
れ
、
こ
れ
が
六
波
羅
探
題
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
和
与
の
認
可
申
請
が
行
わ
れ

た
の
ち
、
【
史
料
8
1
二
】
が
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
六
波
羅
探
題
に
お
い
て
和
与
の
認
可
手
続

が
既
に
進
行
し
て
い
た
な
か
で
、
さ
ら
に
【
史
料
8
1
二
】
が
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
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こ
の
【
史
料
8
ー
二
】
が
作
成
さ
れ
た
と
き
に
は
、
預
所
と
地
頭
と
の
問
で
実
際
に
和
与
中
分
が
遂
行
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の

こ
と
か
ら
、
雑
掌
は
「
武
家
が
当
該
和
与
中
分
の
認
可
を
さ
れ
る
よ
う
、
こ
の
こ
と
を
武
家
に
対
し
て
触
れ
仰
せ
ら
れ
た
し
」
と
の
趣

旨
で
【
史
料
8
ー
三
】
を
作
成
し
た
。
こ
の
雑
掌
申
状
を
は
じ
め
と
す
る
以
上
の
和
与
関
係
文
書
は
、
領
家
隆
謹
の
書
状
（
「
挙
状
」
、

【
史
料
8
1
四
】
）
を
伴
っ
て
仁
和
寺
御
室
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
を
承
け
て
六
波
羅
探
題
北
方
北
条
時
村
に
対
し
て
御

室
令
旨
が
発
給
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
【
史
料
8
ー
五
】
）
。
い
ま
、
北
条
時
村
か
ら
関
東
へ
向
け
ら
れ
た
文
書
を
見
出
し
得
な
い
の
で
、

六
波
羅
か
ら
関
東
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
裁
判
手
続
が
行
わ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
、
関
東
に
よ
っ
て

和
与
認
可
裁
許
状
（
【
史
料
8
1
六
】
）
が
下
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
す
れ
ば
、
次
の
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
旦
、
六
波
羅
に
対
し
て
和
与
の
認
可
申
請
が
行
わ
れ
た
の

ち
に
も
、
再
度
、
堺
中
分
和
与
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
和
与
に
関
す
る
認
可
の
申
請
が
本
所
領
家
を
通
じ
て
、
あ
ら
た
め
て
六
波

羅
探
題
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
推
測
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
【
史
料
8

1
二
に
関
す
る
和
与
の
認
可
手
続
は
関
東
へ
移
管
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
、
六
波
羅
探
題
に
よ
る
直
接
的
な
判
断

が
回
避
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
六
波
羅
探
題
に
対
し
て
【
史
料
8
ー
一
】
が
提
出
さ
れ
た
と
き
に
は
、
そ
も
そ
も
本
所

領
家
に
よ
る
「
挙
状
」
が
提
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
訴
人
代
官
に
よ
る
和
与
の
認
可
申
請
手
続

の
レ
ヴ
ェ
ル
に
止
ま
っ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
堺
中
分
和
与

が
成
立
し
、
な
お
か
つ
こ
れ
が
執
行
さ
れ
た
時
点
で
、
訴
人
の
側
と
し
て
は
あ
ら
た
め
て
和
与
の
認
可
申
請
を
行
お
う
と
し
た
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
二
つ
の
ケ
ー
ス
は
、
論
旨
あ
る
い
は
令
旨
に
よ
っ
て
鎌
倉
幕
府
が
和
与
を
認
可
す
る
に
い
た
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
者
の
ケ



棚栖π飢

に
続

手請申
可認の

与
和

掲油
に判

裁の府
幕倉

鎌7
5

ー
ス
は
、
当
該
裁
判
手
続
外
（
本
訴
外
）
に
お
い
て
成
立
し
た
和
与
が
輪
旨
を
介
し
て
認
可
さ
れ
た
も
の
、
後
者
は
、
当
該
裁
判
手
続

の
上
で
成
立
し
た
和
与
に
つ
い
て
、
認
可
の
申
請
手
続
が
開
始
さ
れ
た
後
、
あ
ら
た
め
て
成
立
し
た
和
与
が
令
旨
を
介
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
認
可
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
最
終
的
に
幕
府
裁
判
所
に
よ
っ
て
認
可
の
対
象
と
な
っ
た

和
与
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
本
所
領
家
側
が
イ
一
一
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幕
府
に
対
し
て
当
該
和
与
の
認
可
を
申

請
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

　
第
二
に
、
訴
訟
両
当
事
者
が
正
員
の
代
官
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
和
与
状
を
作
成
・
交
換
し
た
の
ち
、
正
員
に
よ
る
「
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

状
」
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
与
状
を
裁
判
所
に
対
し
て
個
別
に
提
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

【
史
料
9
】

　
　
（
端
裏
書
）

　
　
「
茜
部
庄
和
与
状
御
下
知
文
保
二
午
工
月
七
日
」

　
　
　
東
大
寺
學
侶
雑
掌
朝
舜
与
美
濃
國
茜
部
庄
地
頭
長
井
出
羽
法
印
静
喩
代
覧
妙
相
論
年
貢
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
公
暁
）

　
　
右
、
就
雑
掌
之
訴
、
有
其
沙
汰
之
庭
、
如
去
九
月
十
七
日
東
大
寺
別
當
法
印
状
者
、
茜
部
庄
和
与
間
事
、
以
朝
舜
上
座
申
云
々
、
如
五
月
廿

　
　
五
日
静
喩
状
者
、
自
延
慶
武
年
、
至
文
保
元
年
、
未
進
内
六
百
貫
文
銭
貨
寺
納
之
外
者
、
可
被
免
除
之
由
、
學
侶
承
諾
之
間
、
代
官
覧
妙
捧

　
　
請
文
云
々
、
（
以
下
略
）

　
ま
ず
、
文
保
二
年
五
月
、
両
当
事
者
間
で
和
与
状
の
作
成
・
交
換
が
行
わ
れ
た
の
ち
、
論
人
（
地
頭
代
）
は
裁
判
所
に
対
し
て
、
同

年
五
月
二
十
五
日
付
の
正
員
の
「
挙
状
」
を
副
え
て
和
与
状
を
提
出
す
る
一
方
、
訴
人
（
雑
掌
）
は
、
同
年
九
月
十
七
日
付
の
正
員
に

よ
る
「
挙
状
」
を
副
え
て
和
与
状
を
提
出
し
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
文
保
二
年
五
月
、
和
与
状
が
ほ
ぼ
同
時
に
作
成
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
論
人
が
「
挙
状
」
を
得
て
か
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ら
、
訴
人
が
「
挙
状
」
を
得
る
ま
で
に
お
よ
そ
四
ヶ
月
が
経
過
し
て
い
る
の
は
、
論
人
か
ら
和
与
状
（
請
文
）
を
受
け
取
っ
た
訴
人
が
、

当
該
和
与
状
の
内
容
に
つ
い
て
訴
人
側
の
全
面
的
な
承
諾
を
得
る
ま
で
に
時
間
を
要
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
よ
う
。
こ
の
と
き
に
は
、

論
人
は
正
員
の
「
挙
状
」
を
受
け
取
る
の
と
同
時
に
、
和
与
状
を
裁
判
所
に
対
し
て
提
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
を
受
け
た
裁

判
所
は
、
訴
人
に
対
し
て
論
人
に
よ
る
和
与
の
申
し
出
を
承
け
る
か
否
か
を
問
い
合
わ
せ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
同
様
に
【
史
料
3
】
に
関
し
て
も
推
測
を
行
っ
た
よ
う
に
、
た
と
え
ば
問
状
御
教
書
の
よ
う
な
文
書
が
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

②
　
必
ず
し
も
「
挙
状
」
の
作
成
さ
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス

　
こ
れ
ま
で
に
主
に
検
討
し
て
き
た
の
は
、
和
与
の
認
可
が
申
請
さ
れ
る
場
合
に
本
所
領
家
あ
る
い
は
正
員
に
よ
る
「
挙
状
」
が
そ
の

一
つ
の
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
事
例
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
加
え
て
さ
ら
に
、
必
ず
し
も
「
挙
状
」

を
作
成
し
こ
れ
を
提
出
す
る
と
い
う
一
連
の
手
続
を
経
な
い
で
和
与
の
認
可
申
請
が
行
わ
れ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
、
訴
訟
当
事
者
自
ら

が
直
接
、
裁
判
所
に
対
し
て
和
与
の
認
可
申
請
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
次
に

は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
い
と
思
う
。

㈲
　
和
与
状
と
と
も
に
、
和
与
の
認
可
を
要
求
す
る
趣
旨
の
申
状
が
別
途
作
成
さ
れ
た
場
合

　
和
与
状
に
「
挙
状
」
が
副
え
ら
れ
る
の
は
、
ω
に
み
た
よ
う
な
ケ
ー
ス
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
一
方
当
事
者
を
代
官
と
す
る
場
合

に
は
、
正
員
に
よ
っ
て
当
該
和
与
に
関
す
る
承
認
お
よ
び
裁
許
を
得
た
い
意
向
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
文
書
と
し
て
裁
判
手
続
上
必
要
と
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さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
正
員
に
よ
る
「
挙
状
」
を
得
る
ま
で
も
な
く
、
代
官
が
自
ら
の
作
成
し
た
申
状
を
副
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
和
与
状
を
提
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
裁
許
を
求
め
て
行
わ
れ
る
通
常
の
訴
訟
手
続
に
お
け
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

と
ほ
ぼ
同
様
の
手
続
に
よ
っ
て
和
与
の
認
可
申
請
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

【
史
料
1
1
1
一
】

　
　
　
　
　
　
　
（
厚
見
郡
）

　
　
和
与
　
美
濃
國
茜
部
庄
年
貢
絹
綿
色
代
事

　
　
　
　
合
伍
伯
伍
拾
伍
貫
伍
百
文
者
鰍
弥
聯
嗣
欄
搬
韻
鰍
ポ
鞘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
渡
）

　
　
　
　
　
此
外
延
絹
拾
玖
疋
騨
丈
代
伍
拾
貫
柴
伯
文
者
、
卒
目
以
代
鎮
所
成
來
填
除
轟
、
可
讃
ロ
く

　
　
右
、
任
去
弘
安
三
年
十
二
月
和
与
状
、
可
被
槍
納
之
旨
、
錐
被
致
沙
汰
、
於
見
絹
綿
者
、
善
悪
之
相
論
、
錐
向
後
、
不
可
断
絶
之
間
、
以
和

　
　
与
之
儀
、
萱
疋
．
拾
雨
別
、
可
爲
伍
貫
伍
百
文
色
代
之
由
、
所
令
和
与
也
、
於
濟
期
者
、
自
十
月
上
旬
、
任
弘
安
三
年
御
下
知
状
、
年
内
悉

　
　
可
令
寺
納
也
、
更
不
可
致
僻
怠
之
状
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
俘
頼
廣
）

　
　
　
　
永
仁
五
年
十
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
頭
代
沙
彌
迎
蓮
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雑
掌
法
眼
慶
舜
（
花
押
）

【
史
料
1
1
ー
二
】

　
　
　
　
　
　
濃
　
　
（
厚
見
郡
）

　
東
大
寺
領
美
國
茜
部
庄
雑
掌
法
眼
慶
舜
申

　
　
欲
早
任
和
与
状
、
永
代
可
致
沙
汰
由
、
蒙
御
下
知
、

　
副
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
通
　
弘
安
　
三
年

　
　
　
二
通
　
御
下
知
状
案
一
通
彫
月
婁
輔
　
就
和
旗
鰍
離

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
月
廿
三
日

當
庄
年
貢
絹
綿
代
銭
事
、
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一
通
　
和
與
状
案
弘
安
三
年
＋
二
月
＋
四
日

　
　
一
通
　
今
度
和
与
状
案

右
、
當
庄
年
貢
者
、
見
絹
百
萱
疋
・
見
綿
千
拾
爾
、
其
外
延
絹
拾
玖
疋
四
丈
、
不
論
旱
水
掲
、
毎
年
無
僻
怠
所
令
検
納
也
、
以
百
疋
．
千
雨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
俘
頼
廣
）
　
（
頃
）

者
、
相
當
百
口
之
學
侶
衣
服
新
、
以
萱
疋
・
拾
雨
者
、
爲
引
手
得
分
、
以
拾
玖
疋
四
丈
者
、
爲
預
所
得
分
、
袋
地
頭
代
沙
彌
迎
蓮
傾
年
以
來
、

致
僻
怠
不
法
沙
汰
之
間
、
去
弘
安
年
中
、
於
六
波
羅
殿
経
沙
汰
之
庭
、
以
見
絹
・
見
綿
、
年
内
可
令
究
納
之
由
、
被
成
御
下
知
早
、
其
上
絹

　
　
　
　
　
　
ワ
　
　
サ

善
悪
令
出
和
与
状
之
日
、
以
四
雨
三
分
美
絹
可
運
上
由
、
成
契
状
畢
、
其
後
、
近
年
又
令
濟
麓
品
之
絹
綿
之
間
、
自
去
年
夏
番
訴
陳
、
被
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
被
仰
出
之
、

御
沙
汰
之
庭
、
以
可
爲
關
東
御
成
敗
之
由
○
當
年
四
月
上
旬
之
比
欺
、
御
注
進
開
東
早
、
此
上
者
、
雌
可
差
進
雑
掌
於
關
東
、
學
侶
之
費
、

惣
寺
之
煩
也
、
任
先
例
、
於
六
波
羅
殿
可
有
御
成
敗
之
由
、
所
及
群
訴
也
、
其
上
於
見
絹
綿
者
、
善
悪
之
相
論
、
難
向
後
、
不
可
噺
絶
之
間
、

爲
停
止
後
サ
末
代
之
諄
論
、
萱
疋
・
拾
雨
別
、
可
爲
伍
貫
伍
百
文
色
代
之
由
、
所
令
和
与
也
、
子
細
載
和
与
状
早
者
、
早
雨
方
守
和
与
状
、

　
永
代
可
致
其
沙
汰
、
更
不
可
致
僻
怠
之
由
、
欲
成
賜
御
下
知
状
、
傍
言
上
如
件
、

　
　
　
永
仁
五
年
十
月
　
日

【
史
料
1
1
1
三
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
俘
頼
廣
）

　
　
東
大
寺
領
美
濃
國
茜
部
庄
雑
掌
法
眼
慶
舜
与
地
頭
長
井
出
羽
法
印
静
喩
代
迎
蓮
相
論
年
貢
・
絹
綿
色
代
井
収
納
期
事
、

右
、
就
永
仁
四
年
六
月
日
六
波
羅
注
進
井
訴
陳
状
、
擬
有
沙
汰
之
威
、
去
年
猷
仁
十
月
日
、
雨
方
所
出
和
与
状
也
、
如
状
者
、
美
濃
國
茜
部

庄
年
貢
・
絹
綿
色
代
事
、
合
伍
伯
伍
拾
伍
貫
伍
悟
文
、
噸
嗣
報
驚
鬼
百
、
此
外
延
絹
拾
玖
疋
騨
丈
代
伍
拾
貫
伍
悟
文
者
、
本
自
以
代
銭
所

成
來
也
、
灘
難
欝
、
右
、
任
去
弘
安
三
年
十
二
月
和
与
、
可
被
槍
納
之
旨
、
錐
被
致
沙
汰
、
於
見
絹
綿
者
、
善
悪
之
論
、
錐
向
後
不
可
断
絶

之
間
、
以
和
与
之
儀
、
一
疋
拾
雨
別
、
可
爲
伍
貫
伍
栢
色
代
之
由
、
令
和
与
者
也
、
於
濟
期
者
、
自
十
月
上
旬
、
任
弘
安
三
年
御
下
知
状
、

年
内
可
令
寺
納
也
、
更
不
可
致
慨
怠
云
々
者
、
任
彼
賦
、
雨
方
可
致
沙
汰
之
状
、
依
鎌
倉
殿
仰
、
下
知
如
件
、
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永
仁
六
年
六
月
十
二
日

（
北
條
宜
時
）

陸
奥
守
平
朝
臣
（
花
押
）

（
北
條
貞
時
）

相
模
守
平
朝
臣
（
花
押
）

　
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
史
料
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
【
史
料
1
1
1
二
】
は
、
訴
人
雑
掌
が
【
史
料
1
1
1
一
】
を
関
東
へ
提
出
す
る
際
に
作
成
し
た
申
状
（
案
文
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

理
解
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
石
井
良
助
氏
は
必
ず
し
も
一
般
化
こ
そ
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
和
与
状
が
裁
判
所
に
対
し
て

提
出
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
当
該
和
与
を
認
可
し
て
欲
し
い
旨
の
記
載
さ
れ
た
「
和
与
下
知
申
請
状
」
（
【
史
料
1
1
1
二
】
の
よ
う

な
文
書
）
が
併
せ
て
提
出
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
お
ら
れ
る
。
他
方
で
、
『
鎌
倉
遺
文
』
の
編
者
竹
内
理
三
氏
は
、
石
井
良

助
氏
の
例
示
さ
れ
た
当
該
文
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
文
書
名
を
「
美
濃
茜
部
荘
雑
掌
慶
舜
和
與
状
案
」
と
さ
れ
る
に
止
ま
り
、
「
申
状
」

と
し
て
取
り
扱
っ
て
は
お
ら
れ
な
い
。

　
他
方
で
、
当
該
和
与
状
そ
の
も
の
は
連
署
形
式
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
訴
人
（
雑
掌
）
と
論
人
（
地
頭
代
）
と
の
間
で
交
換
が
行
わ

れ
た
こ
と
は
十
分
想
定
で
き
る
か
ら
、
訴
人
が
裁
判
所
（
関
東
）
に
対
し
て
論
人
和
与
状
を
提
出
す
る
際
に
は
、
和
与
認
可
の
申
請
状

と
と
も
に
提
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
と
き
【
史
料
1
1
1
一
】
は
、
【
史
料
1
1
1
二
】
の
副
進
文
書
の
一
通
と
し
て
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
豪
）

さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
受
け
た
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
に
【
史
料
1
1
1
三
】
（
和
与
認
可
裁
許
状
）

を
下
付
し
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
石
井
氏
の
い
わ
れ
る
「
和
与
下
知
申
請
状
」
の
裁
判
手
続
上
の
意
味
を
具
体
的
に
理
解
す
る
た
め
に
、
当
該
訴
訟
に
関
す
る

次
の
よ
う
な
事
情
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
当
該
訴
訟
で
は
、
六
波
羅
に
一
旦
訴
訟
が
係
属
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
六
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波
羅
は
当
該
訴
訟
を
関
東
へ
移
管
し
よ
う
と
し
た
た
め
、
訴
人
は
こ
れ
ま
で
通
り
六
波
羅
に
お
い
て
訴
訟
手
続
の
続
行
さ
れ
る
こ
と
を

懇
願
し
た
が
、
こ
れ
に
反
し
て
六
波
羅
は
訴
陳
状
具
書
を
関
東
に
注
進
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
経
緯
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
訴
人
は
、
東
大
寺
學
侶
等
に
よ
る
強
い
要
請
を
承
け
て
、
六
波
羅
で
の
訴
訟
手
続
の
続
行
を
強
く
要
求
し
続
け
な
が
ら
、
そ
の

過
程
の
中
で
実
現
し
た
の
が
当
該
和
与
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
知
る
な
ら
ば
、
和
与
の
成
立
し
た
の
ち
も
、
早

急
に
認
可
の
裁
許
を
下
し
て
欲
し
い
と
の
切
実
な
要
請
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
り
、
鎌
倉
に
滞
在
し
て
い
た
雑

掌
は
こ
の
要
請
に
応
え
る
責
務
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
通
常
の
裁
判
手
続
に
お
け
る
訴
状
提
出
の

手
続
と
同
様
の
方
法
、
す
な
わ
ち
、
和
与
認
可
の
申
請
の
要
求
を
申
状
お
よ
び
そ
の
具
書
と
し
て
の
和
与
状
を
と
も
に
提
出
す
る
と
い

う
方
法
を
訴
人
が
採
っ
た
こ
と
は
、
む
し
ろ
自
然
な
こ
と
で
あ
り
、
正
員
に
よ
る
「
挙
状
」
を
得
る
時
間
的
余
裕
の
な
い
場
合
に
行
わ

れ
た
和
与
の
認
可
申
請
手
続
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
当
該
訴
訟
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
「
和
与
下
知
申
請
状
」
が
、
和
与
の
認
可
申
請
手
続
が
行
わ
れ
る
場
合
に
和
与
状

と
は
別
に
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
し
て
一
般
化
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
て
、
通
常
は
正
員
の
「
挙
状
」
を
副
え

る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
事
態
の
緊
急
性
と
い
う
要
請
か
ら
、
こ
の
場
合
に
は
と
り
わ
け
、
訴
人
が
申
状
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
和
与
認
可

の
申
請
を
行
っ
た
も
の
と
考
え
る
方
が
よ
り
正
確
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
で
、
論
人
の
方
に
つ
い
て
は
、
【
史
料
1
1
1
三
】
を
み

る
限
り
で
い
え
ば
、
訴
人
に
よ
る
和
与
の
認
可
申
請
と
相
前
後
し
た
時
期
に
、
裁
判
所
に
対
し
て
和
与
状
を
提
出
し
て
い
た
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
論
人
が
訴
人
に
対
し
て
一
方
的
に
不
利
な
立
場
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
論
人

も
訴
人
と
同
様
の
姿
勢
で
和
与
の
認
可
申
請
を
積
極
的
に
行
っ
た
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

和
与
状
と
は
別
に
正
員
の
「
挙
状
」
あ
る
い
は
論
人
自
身
に
よ
る
申
状
の
よ
う
な
文
書
が
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
と
直
ち
に
断
定
す
る
こ
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と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
関
連
史
料
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
慎
重
に
判
断
す
る
必
要
が
あ

ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
も
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
も

そ
も
「
挙
状
」
の
作
成
さ
れ
得
な
い
場
合
に
和
与
の
認
可
申
請
が
行
わ
れ
る
と
き
に
は
、
訴
訟
当
事
者
自
ら
が
和
与
状
と
は
別
に
申
状

の
よ
う
な
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
の
か
、
す
な
わ
ち
、
和
与
状
の
み
を
提
出
す
る
だ
け
で
は
認
可
の
申
請
方
法

と
し
て
は
不
十
分
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
課
題
に
つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
延
い
て
は
、
和
与
状
を
証
拠
文
書
と
し
て

理
解
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
、
上
申
文
書
と
し
て
理
解
す
べ
き
か
、
な
ど
と
い
う
和
与
状
に
関
す
る
古
文
書
学
的
理
解
を
自
ず
と
問
わ

れ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
が
直
接
応
え
得
る
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
が
、
重
要
な
課
題
と
し
て
こ
こ
で
は

確
認
す
る
に
止
め
て
お
き
た
い
。

　
次
に
は
、
【
史
料
1
1
】
の
よ
う
に
和
与
の
認
可
申
請
者
自
身
が
申
状
を
作
成
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
場
合
以
外
に
つ
い
て
、
す

な
わ
ち
、
申
請
者
自
身
に
よ
る
申
状
が
作
成
さ
れ
た
か
否
か
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
も
の
の
、
一
方
当
事
者
が
他
方
当
事
者
に
先
駆
け

て
和
与
の
認
可
申
請
を
行
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
裁
判
所
を
介
し
て
和
与
の
認
可
手
続
が
開
始
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
が

推
測
さ
れ
得
る
場
合
を
見
出
し
、
こ
れ
を
い
く
つ
か
の
パ
タ
ン
に
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
タ
ン
に
見
ら
れ
る
和
与

の
認
可
申
請
手
続
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

（
※
）
た
だ
、
【
史
料
－
二
】
に
見
え
る
よ
う
に
、
こ
れ
に
副
進
さ
れ
た
の
は
【
史
料
－
一
】
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
案
文
（
一
通
　
今
度
和

　
　
与
状
案
）
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
必
ず
し
も
【
史
料
ー
一
】
（
正
文
）
が
副
進
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ

　
　
う
か
。
こ
の
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
問
題
を
孕
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
遺
憾
な
が
ら
筆
者
に
は
こ
れ
に
応
え
得
る
用
意
が
な
い
。
大
方
の
御

　
　
教
示
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。
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一
方
当
事
者
が
和
与
関
係
文
書
を
取
り
ま
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
和
与
の
認
可
申
請
を
行
う
場
合

　
和
与
が
成
立
し
た
場
合
に
は
、
当
事
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が
和
与
状
を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
相
互
で
交
換
す
る
と
い
う
方

法
の
採
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
一
方
当
事
者
が
他
方
当
事
者
に
対
し
て
一
方
的
に
譲
歩
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
譲
歩
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

側
が
相
手
方
に
対
し
て
、
請
文
あ
る
い
は
避
文
を
提
出
す
る
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
る
場
合
も
み
ら
れ
る
。
次
の
史
料
を
み
た
い
。

【
史
料
1
2
】

　
　
（
異
筆
）

　
　
「
南
部
庄
自
正
安
三
年
至
嘉
元
三
年
年
貢
未
進
御
下
知
状
」

　
　
　
高
野
山
蓮
花
乗
院
學
侶
等
申
、
紀
伊
國
南
部
庄
地
頭
代
助
顯
不
弁
寺
用
由
事
、

右
、
就
學
侶
等
之
訴
、
有
其
沙
汰
之
庭
、
如
去
月
廿
二
日
助
顯
状
者
、
季
貢
未
進
事
、
於
員
数
者
、
錐
参
差
之
子
細
候
、
未
進
之
条
者
勿
論

候
、
傍
可
逐
結
解
云
々
者
、
助
顯
出
承
伏
状
之
上
者
、
任
申
請
、
可
被
逐
結
解
之
由
、
可
預
裁
許
之
旨
、

於
自
正
安
三
年
迄
嘉
元
三
年
之
季
貢
者
、
逐
結
解
、
可
究
濟
干
學
侶
等
之
状
、
下
知
如
件
、

　
　
徳
治
二
季
十
二
月
廿
四
日

學
侶
等
所
申
有
其
謂
敦
、
然
則
、

（
金
澤
貞
顕
）

越
後
守
平
朝
臣
（
花
押
）

　
こ
の
史
料
は
、
訴
人
（
高
野
山
蓮
花
乗
院
學
侶
）
が
論
人
（
南
部
庄
地
頭
代
）
に
対
し
て
年
貢
未
進
分
の
弁
済
を
要
求
し
て
、
六
波

羅
探
題
に
提
訴
し
た
訴
訟
に
関
す
る
裁
許
状
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は
両
当
事
者
の
提
出
し
た
文
書
の
内
容
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
に
よ
る
と
、
論
人
は
年
貢
未
進
の
事
実
を
認
め
た
上
で
、
「
未
進
分
の
結
解
を
遂
げ
た
い
」
と
の
趣
旨
の
文
書
（
徳
治
二
年
十
一
月

二
十
二
日
付
）
を
作
成
し
て
お
り
、
他
方
で
、
訴
人
は
、
論
人
の
申
し
出
を
承
諾
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
に
対
し
て
、
「
結
解

を
遂
げ
る
よ
う
に
と
の
趣
旨
の
裁
許
を
頂
き
た
い
」
と
申
し
出
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
以
上
の
内
容
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
こ
の
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史
料
は
、
ま
ず
、
論
人
が
訴
人
に
対
し
て
請
文
を
提
出
し
た
の
ち
、
訴
人
が
こ
の
請
文
を
自
ら
の
申
状
と
と
も
に
裁
判
所
に
対
し
て
提

出
し
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
受
け
た
裁
判
所
が
訴
人
の
要
求
を
承
認
す
る
趣
旨
で
訴
人
に
対
し
て
下
付
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
い

わ
ば
、
和
与
認
可
裁
許
状
の
一
つ
の
タ
イ
プ
と
し
て
理
解
し
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
一
方
当
事
者
か
ら
請
文
（
和
与
状
）
を
受
け
取
っ
た
他
方
当
事
者
は
、
裁
判
所
に
対
し
て
自
ら
が
当
該
請
文
を
提
出

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
請
文
の
内
容
を
承
認
す
る
趣
旨
の
裁
許
状
を
得
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
他
方
で
、
【
史
料
1
2
】
に
お
け
る
の
と
ほ
ぼ
同
様
の
状
況
と
し
て
考
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
方
的
に
譲
歩
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

意
思
が
通
常
の
和
与
状
の
形
式
に
よ
っ
て
表
さ
れ
た
場
合
と
し
て
、
次
の
史
料
を
み
て
お
き
た
い
。

【
史
料
1
3
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
与
腕
力
）

　
　
　
西
牟
多
弥
次
郎
有
家
顯
實
房
元
恰
・
高
橋
五
郎
入
道
法
心
等
相
論
筑
後
國
西
牟
田
村
内
寛
元
寺
免
田
坊
地
等
事
、

　
　
右
、
就
訴
陳
状
、
擬
有
其
沙
汰
之
庭
、
今
年
八
月
五
日
所
出
和
与
状
也
、
如
有
家
状
者
、
筑
後
國
三
瀦
庄
西
牟
田
内
寛
元
寺
免
田
坊
地
等
事
、

　
　
錐
致
訴
訟
、
顯
實
房
者
相
親
之
上
、
亡
父
浮
西
状
分
明
之
間
、
向
後
以
和
卒
之
儀
、
止
訴
訟
畢
、
任
浮
西
去
徳
治
武
年
七
月
十
日
之
状
、
永

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
知
力
）

　
　
可
被
領
知
、
口
同
日
法
心
状
同
前
、
元
恰
出
帯
彼
状
等
、
可
預
口
行
之
［
］
之
間
、
尋
下
之
威
、
如
今
月
廿
口
有
家
請
文
者
、
出
和
与
状
條
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
也
力
）

　
　
無
異
儀
云
々
者
、
此
上
不
及
子
細
、
任
彼
状
等
、
元
恰
可
令
領
掌
口
者
、
依
仰
下
知
如
件
、

　
　
　
　
　
　
（
三
）
　
（
十
一
）

　
　
　
　
正
和
口
年
［
口
月
廿
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
條
政
顯
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
上
総
介
平
朝
臣
（
花
押
）

　
こ
の
史
料
に
は
部
分
的
に
不
明
な
箇
所
が
生
じ
て
い
る
の
で
、
若
干
の
推
測
を
交
え
ざ
る
を
得
な
い
が
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
解

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
訴
訟
両
当
事
者
間
に
和
与
が
成
立
し
た
結
果
、
訴
人
（
有
家
）
和
与
状
を
受
け
取
っ
た
論
人
（
元
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恰
）
は
、
訴
人
和
与
状
お
よ
び
こ
れ
と
同
趣
旨
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
論
人
法
心
の
和
与
状
等
の
文
書
を
取
り
ま
と
め
て
裁
判
所
に
提

出
す
る
こ
と
に
よ
り
和
与
の
認
可
申
請
を
行
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
た
裁
判
所
は
、
論
人
に
対
し
て
全
面
的
に
譲
歩
を
行
い
、
訴
訟
を
止

め
る
意
思
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
訴
人
に
対
し
て
、
当
該
和
与
に
関
す
る
事
実
如
何
を
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
「
和
与
状
を
論
人
に

対
し
て
渡
し
た
こ
と
に
相
違
な
し
」
と
の
請
文
を
訴
人
が
提
出
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
論
人
の
当
該
所
領
に
関
す
る
知
行
を
認
め

る
趣
旨
の
裁
許
状
と
し
て
【
史
料
1
3
】
が
下
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
【
史
料
1
3
】
は
和
与
認
可
裁
許
状
の
一
つ
の
タ
イ
プ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
と
も

に
、
和
与
の
認
可
申
請
は
、
譲
歩
さ
れ
た
側
の
論
人
の
方
が
、
譲
歩
し
た
側
の
訴
人
和
与
状
を
論
人
側
の
和
与
状
と
と
も
に
裁
判
所
に

対
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
和
与
が
一
方
当
事
者
に
よ
る
譲
歩
に
よ
っ
て
成
立
を
み
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
譲
歩
す
る
側
は
、
実
質
的
に
は
請
文

の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
和
与
状
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
を
受
け
取
っ
た
他
方
当
事
者
は
、
両
者
の
和
与
関
係
文
書
を
取
り

ま
と
め
る
こ
と
に
よ
り
裁
判
所
に
対
し
て
提
出
し
、
こ
れ
に
よ
り
和
与
の
認
可
申
請
を
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

㈹
　
和
与
状
の
交
換
後
、
一
方
当
事
者
が
受
け
取
っ
た
和
与
状
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
和
与
の
認
可
申
請
を
行
っ
て
い
る
場
合

　
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
和
与
の
認
可
申
請
を
両
当
事
者
が
同
時
に
行
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
認

可
申
請
が
同
時
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
明
確
に
示
す
史
料
に
恵
ま
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
関
連
す
る
史
料
か
ら
、
そ
の
状
況
を
間
接
的

に
読
み
取
る
と
い
う
方
法
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
和
与
認
可
裁
許
状
に
は
、
詳
細
か
否
か
に
関
す
る
程
度
の
差
は
あ
る
に
し
て

も
、
多
く
の
場
合
、
両
当
事
者
の
和
与
状
の
内
容
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
一
方
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
「
挙
状
」
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の
作
成
・
提
出
さ
れ
た
事
実
も
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
と
り
わ
け
、
和
与
の
認
可
申
請
手
続
に
つ
い

て
推
測
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
、
こ
こ
で
採
り
上
げ
よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
れ
以
外
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
和
与
の
認
可
申
請
手
続
の
行
わ
れ
る
際
に
、
訴
訟
当
事
者
の
正
員
等
の
「
挙
状
」
を
必
ず
し
も
伴
わ
な
い
で
、
訴

訟
当
事
者
自
ら
が
和
与
状
を
直
接
、
裁
判
所
に
対
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
和
与
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
次
の
史
料
を
み
た
い
。

【
史
料
1
4
】

　
　
　
詫
磨
豊
前
権
守
親
政
与
同
一
房
丸
相
論
肥
後
國
神
藏
庄
地
頭
職
以
下
事
、

　
　
右
、
就
訴
陳
状
、
擬
有
其
沙
汰
之
庭
、
如
去
季
十
一
月
廿
七
日
親
政
和
与
状
者
、
詫
磨
別
當
能
秀
遺
領
肥
後
國
神
藏
庄
地
頭
下
司
職
以
下
所

　
　
職
・
筑
前
國
志
登
杜
地
頭
職
頒
趨
敬
事
、
惣
領
主
一
房
丸
与
親
政
錐
及
訴
陳
、
有
志
之
上
、
親
　
子
息
菊
、
丸
・
一
房
丸
親
父
別
當
二
郎
武
貞

　
　
細
捌
聯
調
閣
理
非
、
永
止
訴
訟
早
、
破
和
与
状
者
、
互
可
爲
答
云
、
、
可
預
裁
許
之
由
、
一
房
丸
依
申
之
、
被
尋
問
親
政
之
庭
、
如

　
　
去
月
廿
五
日
請
文
者
、
一
房
丸
申
、
肥
後
國
神
藏
庄
・
筑
前
國
志
登
杜
地
頭
職
以
下
事
、
止
訴
訟
云
々
者
、
此
上
不
及
異
儀
、
然
則
、
守
彼

　
　
状
、
可
致
沙
汰
焉
者
、
依
仰
下
知
如
件
、

　
　
　
　
元
亨
三
年
三
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
條
英
時
V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
修
理
亮
李
朝
臣
在
判

　
こ
の
史
料
は
お
お
よ
そ
、
次
の
よ
う
な
内
容
を
記
載
す
る
和
与
認
可
裁
許
状
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
訴
人
（
親
政
）
と
論
人
（
惣
領

主
一
房
丸
）
と
の
間
に
和
与
が
成
立
し
、
論
人
が
訴
人
和
与
状
（
元
亨
二
年
十
一
月
廿
七
日
付
）
を
裁
判
所
に
対
し
て
提
出
す
る
こ
と
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に
よ
っ
て
、
和
与
の
認
可
申
請
を
行
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
た
裁
判
所
は
、
当
該
和
与
状
を
作
成
し
た
訴
人
に
対
し
て
、
当
該
和
与
の
事

実
如
何
を
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
当
該
訴
訟
を
止
め
る
旨
の
請
文
（
元
亨
三
年
二
月
廿
五
日
付
）
を
提
出
し
た
。

　
こ
の
史
料
で
は
、
裁
判
所
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
を
受
け
た
訴
人
が
和
与
の
事
実
を
認
め
た
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
和
与
の

認
可
さ
れ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
い
ま
一
つ
注
意
し
て
お
く
べ
き
は
次
の
よ
う
な
点
に
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一

に
、
訴
人
子
息
（
菊
犬
丸
）
と
論
人
親
父
（
武
貞
）
と
の
間
に
当
該
訴
訟
に
関
す
る
実
質
的
な
和
与
（
「
見
別
紙
和
与
状
」
）
が
当
該
訴

訟
に
お
け
る
和
与
の
前
提
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
こ
の
前
提
的
和
与
の
事
実
を
記
載
し
た
和
与
状
が
訴
人
に
よ
っ
て

作
成
さ
れ
、
こ
れ
が
論
人
に
対
し
て
渡
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
三
に
、
こ
の
実
質
的
か
つ
前
提
的
な
和
与
を
訴
訟
当
事
者
間
に
お
け
る

裁
判
手
続
上
の
和
与
（
「
裁
判
上
の
和
与
」
）
と
し
て
認
可
し
て
も
ら
う
こ
と
を
意
図
し
て
、
論
人
は
こ
の
事
情
を
記
し
た
訴
人
作
成
の

和
与
状
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
可
申
請
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

裁
判
所
に
よ
る
問
い
合
わ
せ
に
応
じ
て
訴
人
が
提
出
し
た
請
文
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
つ
に
は
、

当
該
訴
訟
に
お
け
る
直
接
の
論
人
（
一
房
丸
）
に
対
し
て
与
え
た
和
与
状
は
、
訴
人
自
ら
が
作
成
し
た
も
の
に
相
違
な
い
と
い
う
こ
と

を
認
め
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
裁
判
手
続
上
、
そ
の
形
式
的
な
意
味
に
お
い
て
解
す
る
な
ら
ば
、
論
人
に
よ
る
和
与
の
申
し
出
を
承
諾

す
る
と
い
う
こ
と
、
二
つ
に
は
、
当
該
訴
訟
に
お
け
る
和
与
の
実
質
的
か
つ
前
提
的
な
意
味
を
有
す
る
と
こ
ろ
の
、
訴
外
菊
犬
丸
と
訴

外
武
貞
と
の
間
に
成
立
し
た
和
与
を
訴
訟
当
事
者
と
し
て
認
め
る
と
い
う
こ
と
、
以
上
の
二
つ
の
意
味
が
当
該
請
文
に
は
込
め
ら
れ
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
さ
ら
に
、
次
の
史
料
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

【
史
料
1
5
1
一
】
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（
伊
集
院
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
院
）

　
上
神
殿
次
郎
太
郎
祐
継
法
師
朕
酩
与
［
H
〕
郡
司
口
継
法
師
融
銘
相
論
薩
摩
國
伊
集
口
内
山
下
上
神
殿
土
橋
以
下
田
畠
．
屋
敷
．
荒
野
等
事
、

右
、
就
訴
陳
状
、
擬
有
其
沙
汰
之
庭
、
雨
方
出
和
与
状
詑
、
袈
如
嘉
元
四
年
三
月
十
二
日
迎
念
状
者
、
和
与
、
薩
摩
國
伊
集
院
内
買
地
所
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
砧
組
）

田
薗
・
荒
野
等
事
、
迎
念
与
次
郎
太
郎
入
道
殿
錐
番
訴
陳
、
所
詮
、
以
穏
便
之
儀
、
所
令
和
与
也
、
於
田
薗
井
荒
野
等
員
敷
者
、
別
注
文
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
云
睨
力
）

白
也
、
傍
任
彼
注
文
之
旨
、
相
互
至
子
々
孫
々
、
無
違
乱
可
被
領
知
、
將
又
上
神
殿
事
、
難
申
子
細
、
如
此
和
与
上
者
、
向
後
止
之
畢
云
、
如

同
日
注
文
者
、
注
進
田
薗
等
事
、
一
所
山
下
田
町
四
段
、
一
所
五
段
町
蹄
殿
内
、
一
所
六
段
趾
磁
鵬
、
一
所
参
段
㌫
騨
殿
内
、
一
所
武
段
鶉
旭
鮪
臨
田
、
一

所
参
段
珊
綱
壌
訥
脳
髄
型
段
、
一
所
邊
保
木
萱
段
廿
中
、
一
所
薗
・
荒
野
等
事
、
一
所
山
下
三
箇
在
荒
野
、
一
所
薩
摩
迫
薗
在
荒
野
、
一
所
常
念
居
薗
、

四
至
、
限
東
堀
、
限
西
常
住
中
垣
根
、
限
南
道
、
限
北
本
垣
根
云
云
、
袋
迎
砧
捧
彼
状
等
、
可
被
裁
許
之
由
、
依
令
申
、
被
尋
尋
下
迎
念
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蚕

庭
、
如
正
和
二
年
十
月
廿
八
日
迎
念
請
文
者
、
迎
砧
申
、
薩
摩
國
伊
集
院
内
買
得
地
和
与
有
無
事
、
去
七
月
十
二
日
御
教
書
案
井
催
役
状
、

謹
下
給
畢
、
迎
念
所
帯
當
院
郡
司
職
以
下
所
領
等
者
、
先
年
之
比
譲
与
子
息
弥
五
郎
宗
継
之
間
、
宗
継
代
官
長
賢
適
令
在
津
之
上
者
、
可
申

子
細
云
云
、
如
同
十
二
月
日
長
賢
状
者
、
迎
砧
具
租
父
迎
佛
・
租
母
法
阿
及
母
堂
紀
氏
等
状
、
構
○
謀
書
、
致
非
訴
之
間
、
迎
念
備
進
關
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
o
文
以
下
謹
跡
、
相
番
三
問
答
訴
陳
畢
、
而
迎
祐
稻
和
与
之
由
、
錐
望
申
御
下
知
、
如
所
進
注
文
案
者
、
國
郡
之
名
字
不
載
之
上
、
常
念

　
下

居
薗
事
、
不
番
訴
陳
之
庭
、
注
載
之
間
、
疑
殆
不
少
、
迎
砧
謀
書
罪
科
顯
然
之
上
者
、
和
与
有
無
事
、
非
信
用
之
限
、
早
績
整
本
訴
陳
具
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
無
睨
力
）
　
　
　
（
一
）

等
、
可
預
裁
許
云
云
、
於
和
与
之
篇
者
、
迎
念
不
及
異
論
、
寄
事
於
子
息
o
継
、
擬
令
改
攣
之
条
、
非
薪
曲
敦
、
是
□
、
次
不
載
國
郡
名
字
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗

注
文
之
由
、
長
賢
錐
申
之
、
書
載
和
与
状
之
上
者
、
不
能
謬
難
、
是
二
、
次
常
念
薗
事
、
不
番
訴
陳
之
庭
、
載
和
与
注
文
之
条
、
有
疑
殆
之
由
、

同
令
申
之
虞
、
止
相
論
、
及
和
与
之
時
、
相
加
彼
薗
之
条
、
迎
念
状
文
嫡
焉
之
上
者
、
不
及
其
難
之
旨
、
迎
砧
所
申
不
乖
理
致
敦
、
是
＝
「
所

詮
、
就
迎
砧
申
状
、
迎
念
捧
請
文
之
上
者
、
稻
o
和
与
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私

迎
念
和
与
状
、
迎
砧
可
令
領
知
也
者
、
依
仰
下
知
如
件
、

　
　
文
保
二
年
三
月
十
二
日

諏
難
改
愛
之
間
、
宗
継
申
状
非
沙
汰
之
限
、
然
則
、
於
彼
田
畠
・
荒
野
等
者
、
守
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（
北
條
随
時
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
江
守
卒
朝
臣
御
判

【
史
料
1
5
1
二
】

　
和
与

　
　
薩
摩
國
伊
集
院
内
買
得
地
所
今
田
薗
荒
野
等
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
紳
殿
砧
纈
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
、
V

　
右
、
件
田
薗
等
、
迎
念
与
次
郎
太
郎
入
道
殿
錐
口
訴
陳
、
所
詮
、
以
穏
之
便
儀
、
所
令
和
与
也
、
於
田
薗
井
荒
野
等
之
員
敷
者
、
別
注
文

　
　
　
　
　
　
（
マ
、
）

　
明
白
也
、
伍
任
之
旨
、
相
互
至
子
子
ミ
孫
ミ
、
無
違
乱
、
可
被
領
知
候
、
將
又
上
神
殿
事
、
錐
申
子
細
、
如
此
令
和
与
之
上
者
、
向
後
止
之

　
早
、
伍
和
与
状
如
件
、

　
　
　
嘉
元
四
年
二
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沙
彌
迎
念

　
【
史
料
1
5
1
一
】
に
よ
れ
ば
、
訴
人
（
迎
祐
）
が
裁
判
所
（
鎮
西
探
題
）
に
対
し
て
提
出
し
た
論
人
（
迎
念
）
作
成
の
和
与
状
（
【
史

料
1
5
1
二
】
）
を
め
ぐ
っ
て
和
与
の
事
実
如
何
が
争
わ
れ
た
結
果
、
裁
判
所
は
訴
人
の
主
張
（
当
該
和
与
の
事
実
）
を
認
め
る
に
い
た

っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
が
、
こ
の
史
料
か
ら
は
ま
た
、
裁
判
所
が
当
該
和
与
を
認
可
す
る
に
い
た
っ
た
経
緯
の
詳
細
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
史
料
も
和
与
認
可
裁
許
状
の
一
つ
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
い
ま
、
ご
く
要
点
だ
け
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
訴
人
は
【
史
料
1
5
i
二
】
（
の
正
文
ヵ
）
を
裁

判
所
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
和
与
の
認
可
申
請
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
当
該
和
与
の
事
実
如
何
に
つ
い
て
論
人
へ
の
問
い
合

わ
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
論
人
側
は
、
当
該
和
与
の
事
実
を
否
定
す
る
よ
う
に
陳
弁
す
る
こ
と
を
試
み
る
が
、
裁
判
所
は
、

お
お
よ
そ
「
訴
人
の
和
与
認
可
を
求
め
た
申
請
に
対
し
て
、
論
人
が
請
文
に
よ
っ
て
応
答
し
た
こ
と
自
体
が
、
そ
も
そ
も
当
該
和
与
の

事
実
を
認
め
た
こ
と
に
な
り
得
る
こ
と
、
事
実
、
当
該
和
与
の
事
実
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
否
定
し
て
い
な
い
こ
と
、
そ
う
で
あ
る
以
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上
、
当
該
和
与
が
あ
た
か
も
「
私
和
与
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
軽
ん
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
容
易
に
和
与
の
事
実
を
曲
げ
る
こ
と
は
で
き

な
い
」
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
論
人
の
主
張
、
す
な
わ
ち
和
与
の
事
実
を
否
定
す
る
趣
旨
の
反
論
を
退
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

に
よ
り
、
す
で
に
両
当
事
者
間
に
成
立
し
て
い
た
和
与
は
、
ま
ず
訴
人
の
方
が
認
可
の
申
請
を
行
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
裁

判
所
を
介
し
て
当
該
和
与
の
事
実
如
何
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
認
可
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ

と
が
理
解
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
和
与
の
認
可
申
請
手
続
お
よ
び
裁
判
所
に
よ
る
認
可
手
続
に
関
す
る
豊
富
な
内
容
を
記
載
す
る
和
与
認
可
裁
許
状
と
し
て
、
【
史
料

1
5
P
一
】
は
非
常
に
貴
重
で
あ
る
。
こ
の
裁
許
状
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
こ
と
を
知
り
得
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
第
一
に
、
訴
訟
両
当
事
者
間
で
和
与
状
の
交
換
さ
れ
た
の
ち
に
、
両
当
事
者
は
直
ち
に
和
与
状
を
裁
判
所
に
対
し
て
提
出
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
和
与
の
認
可
申
請
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
和
与
の
認
可
申
請
に
つ
い
て
は
、

両
当
事
者
の
足
並
み
が
必
ず
し
も
揃
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
い
え
ば
、
嘉
元
四
年

三
月
十
二
日
付
の
論
人
和
与
状
が
み
え
、
こ
れ
以
降
、
当
該
和
与
の
認
可
申
請
手
続
の
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
こ
ろ

の
、
正
和
二
年
十
月
二
十
八
日
付
の
論
人
請
文
が
提
出
さ
れ
る
ま
で
の
あ
い
だ
に
は
、
お
よ
そ
八
年
と
い
う
時
間
的
間
隔
が
生
じ
て
お

り
、
こ
の
間
に
は
諸
事
情
の
生
じ
得
た
こ
と
を
考
え
る
余
地
も
あ
り
そ
う
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
和
与
状
の
作
成
・

交
換
手
続
の
完
了
時
点
で
直
ち
に
、
両
当
事
者
に
よ
っ
て
和
与
の
認
可
申
請
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
は
考
え
難
い
こ
と
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
現
実
に
あ
り
得
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
一
方
当
事
者
が
和
与
の
認
可
申
請
を
行

わ
な
い
限
り
、
裁
判
所
を
介
す
る
和
与
の
認
可
手
続
は
開
始
さ
れ
得
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
ま
し
て
、
い
ず
れ
の
当
事
者
に
よ
っ
て

も
和
与
の
認
可
申
請
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
当
事
者
間
に
お
い
て
和
与
状
の
交
換
が
な
さ
れ
た
ま
ま
と
い
う
状
況
に
止
ま
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っ
て
し
ま
う
可
能
性
（
「
私
和
与
」
）
も
あ
り
得
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
単
に
和
与
状
の
交
換
が
な
さ
れ
た
ま
ま
に
し
か
過
ぎ
な
い
よ
う
な
状
況
に
あ
る
場
合
、
か
り
に
、
一
方
当
事
者
が
当
該
和

与
の
事
実
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
当
該
和
与
を
「
私
和
与
」
と
し
て
取
り
扱
お
う
と
す
る
可
能
性
も
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
が

理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
こ
れ
は
和
与
の
認
可
申
請
手
続
お
よ
び
裁
判
所
に
よ
る
認
可
手
続
に
つ
い
て
ど
の
程
度
一
般
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

な
お
検
討
す
べ
き
課
題
と
も
い
え
る
が
、
訴
訟
当
事
者
に
よ
る
和
与
の
認
可
申
請
手
続
お
よ
び
裁
判
所
に
よ
る
認
可
手
続
は
、
裁
許
を

求
め
て
展
開
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
通
常
の
裁
判
手
続
、
す
な
わ
ち
、
訴
訟
両
当
事
者
が
裁
判
所
を
介
し
て
行
う
と
こ
ろ
の
訴
陳
状
の
応
酬

な
ど
に
か
か
わ
る
裁
判
手
続
と
、
裁
判
手
続
上
の
原
則
を
等
し
く
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
和
与
の
認
可
申
請
が
一
方
当
事
者
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
ケ
ー
ス
と
し
て
、
今
ひ
と
つ
、
次
の
史
料

　
　
　
　
　
　
　
む

を
み
て
お
き
た
い
。

【
史
料
1
7
】

　
　
　
市
河
新
左
衛
門
尉
盛
房
申
、
信
濃
國
中
野
西
条
・
志
久
見
郷
湯
山
村
屋
敷
・
名
田
事
、

　
　
右
、
彼
屋
敷
・
名
田
者
、
小
田
切
實
道
与
盛
房
蟹
雌
循
相
論
間
、
欲
有
其
沙
汰
之
刻
、
實
道
死
去
畢
、
女
子
性
阿
相
傳
之
後
、
永
仁
三
年
正

　
　
月
廿
日
相
分
論
所
、
雨
方
所
出
和
与
状
也
、
如
性
阿
状
者
、
御
堂
四
壁
井
屋
敷
避
与
盛
房
云
々
、
盛
房
止
訴
訟
云
、
、
傍
就
彼
状
、
可
被
裁

　
　
許
之
由
、
同
三
月
七
日
評
議
畢
、
而
未
被
成
下
知
状
之
庭
、
性
阿
又
死
去
之
間
延
引
、
而
盛
房
依
申
子
細
、
被
尋
性
阿
跡
之
庭
、
如
夫
關
屋

　
　
三
郎
入
道
蓮
道
去
四
月
十
一
日
状
者
、
任
本
和
与
状
、
可
有
御
沙
汰
云
．
者
、
此
上
不
及
異
儀
、
且
任
先
日
御
事
書
、
且
就
和
与
状
、
可
致

　
　
其
沙
汰
之
状
、
依
鎌
倉
殿
仰
、
下
知
如
件
、
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1

　
　
　
　
正
安
四
年
十
二
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
條
師
時
V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
模
守
平
朝
臣
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
藏
守
平
朝
臣
（
花
押
）

　
こ
の
和
与
認
可
裁
許
状
に
い
う
、
和
与
の
認
可
申
請
の
プ
ロ
セ
ス
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
前
訴
訟
の

係
属
中
に
、
前
訴
人
（
實
道
）
が
死
去
し
た
の
で
、
女
子
性
阿
が
該
訴
訟
を
承
継
し
た
の
ち
、
永
仁
三
年
正
月
二
十
日
、
前
論
人
（
盛

房
）
に
対
し
て
譲
歩
す
る
（
相
分
す
る
）
こ
と
に
よ
り
両
当
事
者
の
間
に
和
与
が
成
立
し
た
。
こ
の
の
ち
、
和
与
の
認
可
申
請
が
行
わ

れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
受
け
た
裁
判
所
で
は
当
該
和
与
を
認
可
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
も
の
の
、
和
与
認
可
裁
許
状
が

下
付
さ
れ
な
い
ま
ま
で
い
た
と
こ
ろ
、
前
訴
人
承
継
者
（
性
阿
）
が
死
去
し
た
。
こ
の
と
き
、
裁
許
状
の
発
給
手
続
も
ま
た
延
引
し
て

し
ま
っ
た
の
で
、
前
論
人
が
再
度
、
裁
判
所
に
対
し
て
認
可
の
申
請
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
前
論
人
の
和
与
の
申
し
出
を
承
諾
す
る
か
否

か
が
前
訴
人
承
継
者
の
夫
（
蓮
道
）
に
問
い
合
わ
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
蓮
道
は
正
安
四
年
四
月
十
一
日
付
の
文
書
（
請
文
）
に

よ
り
、
前
論
人
の
申
し
出
を
承
諾
す
る
意
思
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
、
よ
う
や
く
当
該
和
与
が
認
可
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
一
時
、
和
与
認
可
裁
許
状
の
発
給
手
続
が
滞
る
と
い
う
状
況
が
生
じ
て
い
る
が
、
も
し
か
り
に
、
こ
の
と
き
、

前
論
人
が
和
与
の
認
可
申
請
を
行
わ
な
い
ま
ま
で
い
た
な
ら
ば
、
和
与
の
認
可
は
行
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
い

は
、
最
終
的
に
前
訴
人
承
継
者
の
夫
が
前
論
人
に
よ
る
和
与
の
認
可
の
申
し
出
を
承
諾
し
な
い
よ
う
な
状
況
が
生
じ
て
い
た
な
ら
ば
、

和
与
認
可
裁
許
状
は
発
給
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
こ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
ま
た
、
一
方
当
事
者
に
よ

る
和
与
の
認
可
申
請
が
行
わ
れ
る
に
い
た
っ
て
、
は
じ
め
て
、
裁
判
所
を
介
し
た
和
与
の
認
可
手
続
が
開
始
さ
れ
得
た
と
い
う
状
況
を

間
接
的
に
知
り
得
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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【
註
】

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

　
本
稿
で
い
う
「
挙
状
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
あ
る
意
味
で
は
「
申
状
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
裁
判
所
に
対
し
て
和
与
状
が
提
出
さ
れ
る
場
合
の
挙
状
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
理
解
が

示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
石
井
良
助
前
掲
書
、
二
六
九
頁
に
よ
れ
ば
、
「
代
理
人
が
不
利
な
（
自
己
の
側
が
譲
歩
す
る
）
和
與
契
約
を
締

結
す
る
が
為
に
は
、
彼
は
本
人
よ
り
特
別
代
理
権
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
且
裁
判
所
に
挙
状
を
提
出
し
て
そ
の
事
実
を
謹
明
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
。

　
【
史
料
3
】
「
高
野
山
文
書
」
六
波
羅
裁
許
状
「
六
裁
－
七
四
」
。
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

　
【
史
料
4
】
「
佐
方
文
書
」
六
波
羅
裁
許
状
「
六
裁
－
六
二
」
。

　
ω
お
よ
び
②
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
ま
た
、
②
に
つ
い
て
は
、
【
史
料
】
「
佐
方
文
書
」
元
亨
元
年
十
二
月
三
日
出
雲
三
刀
屋
郷
宗
慶
和
與

状
（
「
鎌
遺
三
六
ー
二
七
九
〇
九
」
）
が
現
存
し
て
い
る
。

　
【
史
料
5
】
「
吉
川
家
文
書
」
六
波
羅
裁
許
状
案
「
六
裁
ー
六
四
」
、
な
お
、
当
該
文
書
の
裏
書
写
は
、
「
大
日
本
古
文
書
」
に
よ
っ
て
補

っ
た
。
ま
た
、
分
文
（
②
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
裁
許
状
の
発
給
さ
れ
た
の
ち
、
嘉
暦
元
年
十
二
月
十
日
付
で
論
人
兼
員
の
作
成
し
た
も
の

が
現
存
し
て
い
る
（
「
吉
川
家
文
書
」
＝
三
一
号
文
書
）
。
ま
た
、
当
該
分
文
に
は
奉
行
人
二
名
に
よ
っ
て
裏
封
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

奉
行
人
二
名
は
、
和
与
状
に
も
裏
封
を
加
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
訴
訟
の
担
当
奉
行
人
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
ケ
ー
ス
に
関
連
す
る
ケ
ー
ス
と
し
て
、
【
史
料
】
「
東
寺
百
合
文
書
」
嘉
暦
二
年
後
九
月
七
日
六
波
羅
裁
許
状
（
「
六
裁
－
六

八
」
）
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
嘉
暦
二
年
七
月
二
十
三
日
、
論
人
子
息
に
よ
り
、
「
代
官
に
対
し
て
和
与
を
せ
よ
と
申
し
合
わ
せ
て
い

る
」
と
の
趣
旨
で
「
挙
状
」
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
次
い
で
、
同
年
八
月
二
十
七
日
、
両
当
事
者
に
よ
る
連
署
和
与
状
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。



枷洒π仙
に続手請

申
可認の与和

掲捌
に判

裁の府
幕

倉鎌9
3

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

同
年
八
月
二
十
入
日
、
訴
人
側
の
東
寺
學
頭
頼
賓
法
印
に
よ
っ
て
、
「
和
与
状
を
提
出
す
る
」
と
の
趣
旨
で
「
挙
状
」
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
場
合
、
和
与
状
の
作
成
さ
れ
る
以
前
に
、
一
方
当
事
者
（
論
人
）
正
員
子
息
に
よ
る
「
挙
状
」
の
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ

る
が
、
こ
れ
は
和
与
状
作
成
以
前
に
裁
判
所
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
実
際
に
は
、
和
与
状
作
成
後
に
提
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
。
可
能
性
を
い
え
ば
、
論
人
正
員
子
息
が
代
官
に
対
し
て
和
与
を
す
る
よ
う
に

予
め
委
任
し
て
お
く
趣
旨
で
作
成
さ
れ
た
の
が
嘉
暦
二
年
七
月
二
十
三
日
付
の
「
挙
状
」
で
あ
り
、
実
際
に
は
連
署
和
与
状
の
作
成
さ
れ
た

以
降
、
論
人
代
官
が
和
与
の
認
可
申
請
を
行
う
際
に
和
与
状
に
添
え
て
提
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
す
れ
ば
、
嘉
暦
二

年
八
月
二
十
八
日
以
降
、
和
与
の
認
可
申
請
の
行
わ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
得
る
に
止
ま
り
、
そ
の
状
況
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
と
し
な
い
。

　
論
人
が
作
成
し
た
も
の
を
訴
人
が
保
管
す
る
に
い
た
っ
た
も
の
と
し
て
、
「
吉
川
家
文
書
」
正
中
二
年
入
月
二
十
七
日
三
隅
兼
員
代
明
仁

尼
良
海
代
道
正
連
署
和
與
状
が
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
和
与
状
の
作
成
さ
れ
た
の
ち
に
、
和
与
の
認
可
申
請
が
あ
ら
た
め
て
行
わ
れ
得
る
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

い
ま
一
つ
考
え
ら
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
本
文
に
お
い
て
採
り
上
げ
て
お
く
こ
と
に
し
た
。

　
【
史
料
6
1
二
「
大
友
文
書
」
正
安
二
年
閏
七
月
二
十
三
日
藤
原
景
忠
請
文
案
「
鎌
遺
二
七
－
二
〇
五
三
二
」
、
【
史
料
6
1
二
】
「
同
文

書
」
正
安
二
年
八
月
三
日
藤
原
景
忠
代
圓
厳
和
與
状
案
「
鎌
遺
二
七
－
二
〇
五
六
四
」
、
【
史
料
6
ー
三
】
「
同
文
書
」
正
安
二
年
八
月
三
日

藤
原
景
忠
代
圓
厳
請
文
案
「
鎌
遺
二
七
－
二
〇
五
六
三
」
、
【
史
料
6
ー
四
】
「
同
文
書
」
六
波
羅
裁
許
状
案
「
六
裁
ー
三
五
」
。

　
【
史
料
6
ー
三
】
に
い
う
、
「
殺
害
刃
傷
」
に
関
す
る
訴
訟
を
訴
人
と
し
て
は
こ
れ
以
上
は
行
わ
な
い
（
止
め
る
）
と
す
る
趣
旨
の
文
書

（
【j
料
6
1
三
】
）
に
関
す
る
裁
許
状
は
発
給
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
【
史
料
6
ー
三
】

が
訴
人
代
官
に
よ
っ
て
裁
判
所
に
は
提
出
さ
れ
な
い
で
、
論
人
に
対
し
て
直
接
渡
さ
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
（
あ
る
意
味
で
い
え
ば
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（
1
0
）

（
1
1
）

「
私
和
与
」
）
も
否
定
で
き
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
植
田
信
廣
「
鎌
倉
幕
府
の
殺
害
刃
傷
検
断
に
つ
い
て
」
（
西
川
・
新
田
・
水
林
編
『
罪
と

罰
の
法
文
化
史
一
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
、
す
な
わ
ち
、
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
に
関
す
る
方
針
と

し
て
は
、
所
務
沙
汰
と
併
合
さ
れ
な
い
検
断
単
独
事
案
に
つ
い
て
は
、
無
罪
判
決
の
場
合
を
除
い
て
裁
許
状
を
発
給
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た

こ
と
、
あ
る
い
は
ま
た
、
検
断
単
独
事
案
の
検
断
を
重
視
し
、
所
務
沙
汰
併
合
事
案
の
検
断
を
軽
視
し
た
こ
と
、
以
上
の
指
摘
に
従
う
な
ら

ば
、
当
該
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
所
務
沙
汰
に
関
す
る
和
与
を
認
可
す
る
裁
許
状
の
み
が
発
給
さ
れ
る
に
止
ま
り
、
他
方
の
検
断
事
案
に
関

す
る
和
与
を
認
可
す
る
裁
許
状
は
そ
も
そ
も
発
給
さ
れ
な
か
っ
た
と
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
本
稿
で
は
、
明
確
な
論
証

を
な
し
得
て
い
な
い
。
他
方
で
、
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
六
波
羅
探
題
に
お
け
る
所
務
沙
汰
と
検
断
沙
汰
と
が
ど
の
よ
う

に
分
離
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
佐
藤
進
一
、
前
掲
書
（
岩
波
書
店
版
）
＝
二
六

頁
で
は
、
分
離
さ
れ
た
時
期
を
、
正
和
二
年
よ
り
元
亨
二
年
ま
で
の
お
よ
そ
一
〇
年
の
間
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
森
幸
夫
「
六

波
羅
探
題
職
員
ノ
ー
ト
」
（
コ
ニ
浦
古
文
化
」
四
二
号
、
一
九
入
七
年
）
を
も
参
照
。

　
本
稿
で
は
、
先
に
も
採
り
上
げ
た
け
れ
ど
も
、
「
挙
状
」
に
つ
い
て
必
ず
し
も
明
確
な
定
義
を
な
し
得
て
い
な
い
が
、
例
え
ば
「
鎮
裁
ー

一
七
一
」
お
よ
び
「
鎮
裁
ー
一
七
二
」
に
お
い
て
記
載
さ
れ
る
「
本
所
進
挙
状
」
な
る
語
が
示
す
挙
状
と
い
う
史
料
上
の
用
語
を
用
い
る
こ

と
に
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
古
文
書
学
上
の
挙
状
に
関
す
る
厳
格
な
意
味
で
必
ず
し
も
用
い
て
い
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
こ
と
を
再
度
ご
了

解
賜
り
た
い
。
本
来
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
場
面
に
お
け
る
「
挙
状
」
で
あ
る
の
か
を
踏
ま
え
た
上
で
、
当
該
「
挙
状
」
の
果
た
し
た
機
能

を
明
確
に
区
別
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
な
し
得
て
い
な
い
。

　
【
史
料
7
i
一
】
「
薩
摩
国
分
寺
文
書
」
正
行
奉
和
與
状
（
鎌
遺
三
七
－
二
八
九
三
九
）
、
【
史
料
7
1
二
】
「
同
文
書
」
惟
宗
友
貞
請
文
案

（
鎌
遺
三
七
i
二
八
九
四
〇
）
、
【
史
料
7
1
三
】
「
同
文
書
」
菅
三
位
鰭
甑
家
雑
掌
宗
清
申
状
（
鎌
遺
三
七
－
二
九
〇
一
六
）
、
【
史
料
7
1
四
】
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「
同
文
書
」
菅
三
位
賄
甑
家
和
與
状
（
鎌
遺
三
七
－
二
九
〇
一
七
）
、
【
史
料
7
1
五
】
「
同
文
書
」
後
醍
醐
天
皇
論
旨
案
（
鎌
遺
三
七
ー
二
九

〇
二
六
）
、
【
史
料
7
ー
六
】
「
同
文
書
」
西
園
寺
實
衡
御
教
書
（
鎌
遺
三
七
－
二
九
〇
二
七
）
、
【
史
料
7
1
七
】
「
同
文
書
」
六
波
羅
御
教
書

案
（
鎌
遺
三
七
－
二
九
〇
四
三
）
、
【
史
料
7
1
八
】
「
同
文
書
」
國
分
友
貞
申
状
（
鎌
遺
三
七
－
二
九
一
五
七
）
、
【
史
料
7
ー
九
】
「
同
文
書
」

鎮
西
裁
許
状
案
「
鎮
裁
－
一
六
三
」
（
「
鎌
遺
三
七
－
二
九
一
五
八
」
）
。

　
な
お
、
【
史
料
7
1
九
】
に
お
い
て
は
、
次
の
部
分
が
「
鎌
遺
」
所
収
文
書
で
は
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
「
鎮
裁
－
一
六
三
」
に
は
収

載
さ
れ
て
い
な
い
。

　
彼
御
下
知
績
目
裏
判
者
、
筑
後
殿
御
判
、

　
私
注
、
爲
後
謹
、
奉
行
人
所
加
判
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奈
古
三
郎
入
道

　
　
正
中
二
年
七
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
春
寂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聞
奉
行
富
弼
四
郎
入
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寂
圓
在
判

　
古
澤
直
人
「
公
方
成
立
の
実
相
1
そ
の
個
別
的
考
察
ー
」
（
『
鎌
倉
幕
府
と
中
世
国
家
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
一
年
）
を
参
照
。
な
お
、
関

東
申
次
の
役
割
を
中
心
に
こ
の
ケ
ー
ス
が
検
討
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
森
茂
暁
「
幕
府
へ
の
勅
裁
伝
達
と
関
東
申
次
」
（
『
鎌
倉
時
代
の
朝
幕

関
係
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
）
を
参
照
。

　
木
村
英
一
「
鎌
倉
後
期
の
勅
命
施
行
と
六
波
羅
探
題
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
一
一
六
七
号
、
一
九
九
九
年
）
の
指
摘
に
よ
る
。
ま
た
、
【
史
料

7
】
お
よ
び
【
史
料
8
】
で
採
り
上
げ
た
ケ
ー
ス
と
同
様
の
も
の
と
し
て
、
「
田
代
文
書
」
応
長
元
年
八
月
十
二
日
六
波
羅
裁
許
状
「
六
裁

－
四
九
」
が
見
え
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
森
氏
は
註
（
1
2
）
所
引
書
所
収
「
六
波
羅
探
題
の
「
西
国
成
敗
」
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
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（
1
4
）

お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
和
泉
国
大
鳥
庄
の
中
分
に
つ
い
て
の
雑
掌
定
覚
の
訴
状
は
光
景
法
師
の
挙
状
に
よ
っ
て
王
朝
の
裁
判
所
に
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

さ
れ
た
。
（
中
略
）
訴
状
を
受
理
し
た
王
朝
は
こ
れ
を
同
年
七
月
二
十
日
付
の
伏
見
上
皇
院
宣
で
も
っ
て
、
六
波
羅
に
移
管
す
る
よ
う
関
東

申
次
西
園
寺
公
衡
に
命
じ
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
王
朝
に
提
訴
さ
れ
た
事
実
を
王
朝
よ
り
の
移
管
手
続
き
を
経
て
、
六
波
羅
が
裁
許
し
た

点
に
、
王
朝
権
力
の
意
志
執
行
者
と
し
て
の
六
波
羅
の
役
割
が
明
瞭
な
の
で
あ
る
（
後
略
）
」
、
と
。
ま
た
、
こ
の
他
の
ケ
ー
ス
と
し
て
、
例

え
ば
、
「
山
内
首
藤
文
書
」
延
慶
元
年
十
二
月
二
十
三
日
六
波
羅
裁
許
状
（
「
六
裁
－
四
六
」
）
で
は
、
延
慶
元
年
十
二
月
十
八
日
の
雑
掌
道

祐
・
地
頭
通
資
に
よ
る
連
署
和
与
状
の
内
容
と
と
も
に
引
用
さ
れ
て
い
る
延
慶
元
年
十
二
月
十
九
日
の
領
家
安
井
宮
令
旨
（
「
本
所
安
井
宮

御
挙
状
」
）
に
よ
れ
ば
、
「
備
後
國
地
眈
本
郷
雑
掌
道
砧
申
、
所
務
條
々
和
与
井
地
頭
請
所
事
、
爾
方
和
与
状
如
此
、
可
令
計
成
敗
」
と
あ
り
、

訴
訟
両
当
事
者
の
和
与
状
両
通
が
当
該
令
旨
と
と
も
に
幕
府
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判

手
続
過
程
を
伝
え
る
文
書
こ
そ
現
存
し
な
い
の
で
和
与
の
認
可
申
請
手
続
に
関
す
る
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
採
り
上
げ
た
ケ
ー
ス

と
同
様
の
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
得
よ
う
。
因
み
に
、
石
井
良
助
氏
は
、
「
六
裁
ー
四
六
」
に
つ
い
て
、
前
掲
『
中
世
武
家
不
動

産
訴
訟
法
の
研
究
』
中
で
採
り
上
げ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
鎌
倉
時
代
の
公
武
関
係
文
書
に
関
す
る
詳
細
な
分
析
は
、
外
岡
慎
一
郎
「
鎌
倉

後
期
の
公
武
交
渉
に
つ
い
て
ー
公
武
交
渉
文
書
の
分
析
ー
」
（
『
敦
賀
論
叢
」
創
刊
号
、
一
九
八
七
年
）
な
ど
を
参
照
。

　
【
史
料
8
i
一
】
「
丹
波
片
山
文
書
」
弘
安
五
年
二
月
三
日
丹
波
和
智
荘
地
頭
預
所
中
分
和
與
状
（
鎌
遺
一
九
－
一
四
五
五
八
）
、
【
史
料

8
1
二
】
「
同
文
書
」
弘
安
五
年
八
月
日
丹
波
和
智
荘
中
分
堺
和
與
状
（
鎌
遺
一
九
－
一
四
六
八
一
）
、
【
史
料
8
1
三
】
「
同
文
書
」
弘
安
五

年
八
月
日
丹
波
和
智
荘
雑
掌
申
状
（
鎌
遺
一
九
－
一
四
六
八
〇
）
、
【
史
料
8
1
四
】
「
同
文
書
」
（
弘
安
五
年
）
八
月
七
日
隆
謹
書
状
（
鎌
遺

一
九
ー
一
四
六
七
八
）
、
【
史
料
8
1
五
】
「
同
文
書
」
弘
安
五
年
八
月
九
日
仁
和
寺
御
室
縦
鋤
法
令
旨
（
鎌
遺
一
九
－
一
四
六
七
九
）
、
【
史
料

8
1
六
】
「
同
文
書
」
弘
安
六
年
九
月
日
関
東
裁
許
状
案
（
「
関
裁
－
補
二
〇
」
）
。
そ
し
て
、
【
史
料
8
1
六
】
を
承
け
て
下
付
さ
れ
た
文
書
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が
【
史
料
】
「
同
文
書
」
弘
安
七
年
二
月
九
日
六
波
羅
施
行
状
案
（
鎌
遺
二
〇
1
一
五
〇
七
〇
）
で
あ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
訴
訟
両
当
事
者
間
に
お
い
て
和
与
中
分
に
関
す
る
大
方
の
合
意
が
得
ら
れ
た
と
き
に
、
一
旦
、
和
与
状
を
裁
判
所
に
提
出
し
た
後
に
、

和
与
の
認
可
手
続
が
進
行
し
て
い
る
他
方
で
、
中
分
に
か
ん
す
る
具
体
的
な
方
法
を
あ
ら
た
め
て
決
定
し
、
さ
ら
に
執
行
し
た
結
果
、
こ
の

旨
を
記
し
た
中
分
和
与
状
を
、
再
度
、
裁
判
所
に
対
し
て
提
出
す
る
と
い
う
方
法
が
、
ど
の
程
度
一
般
的
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か

に
し
得
な
い
。
他
方
で
、
和
与
認
可
の
裁
許
状
を
受
領
し
た
後
に
、
は
じ
め
て
中
分
を
具
体
的
に
執
行
す
る
と
い
う
趣
旨
の
和
与
も
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
和
与
状
が
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
る
の
は
、
和
与
の
具
体
的
な
内
容
を
ほ
ぼ
実
現
し
た
と

き
に
限
ら
れ
て
い
た
の
か
（
和
与
状
が
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
ほ
ぼ
実
現
し
た
と
き
に
提
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
）
、
あ
る
い
は
、

直
ち
に
実
現
は
で
き
な
い
も
の
の
、
将
来
の
実
現
可
能
性
を
期
待
す
る
こ
と
に
重
心
を
移
し
た
状
況
の
な
か
で
提
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た

の
か
、
な
ど
の
視
点
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
出
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ま
、
和
与
認
可
裁
許
状
の
発
給
さ
れ
た
後
に
、
中
分
を
具
体

的
に
執
行
す
る
こ
と
を
取
り
決
め
た
ケ
ー
ス
は
、
例
え
ば
、
「
鎮
裁
－
一
〇
八
」
あ
る
い
は
「
六
裁
－
六
四
」
な
ど
に
見
え
る
。
後
者
の
ケ

ー
ス
で
は
、
ま
ず
和
与
状
が
作
成
さ
れ
た
の
ち
、
こ
れ
を
認
可
す
る
裁
許
状
が
下
付
さ
れ
た
が
、
こ
の
後
に
、
当
該
和
与
の
内
容
が
具
体
的

に
執
行
さ
れ
た
際
の
文
書
と
し
て
考
え
ら
れ
る
分
文
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
分
文
に
は
、
当
該
訴
訟
を
担
当
し
た
六
波
羅
奉
行
人
二
名

が
裏
封
を
加
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
分
文
も
和
与
状
と
同
様
に
、
こ
れ
が
作
成
さ
れ
た
後
に
は
、
六
波
羅
探
題
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
「
吉
川
家
文
書
」
正
中
二
年
八
月
二
十
七
日
三
隅
兼
員
代
明
仁
尼
良
海
代
道
正
連
署
和
與
状
、
「
同
文
書
」
正
中
二
年
九
月

二
日
六
波
羅
裁
許
状
案
、
「
同
文
書
」
嘉
暦
元
年
十
二
月
十
日
石
見
永
安
別
府
以
下
地
頭
職
分
文
等
を
参
照
。

　
な
お
、
【
史
料
8
】
に
か
ん
し
て
若
干
の
補
足
を
行
っ
て
お
き
た
い
。
【
史
料
8
1
四
】
に
み
え
る
「
権
少
僧
都
隆
讃
」
に
つ
い
て
は
、
『
仁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

和
寺
諸
院
家
記
』
心
蓮
院
本
「
大
教
院
」
項
に
み
え
、
〈
大
藏
卿
、
畳
宗
法
印
子
、
」
隆
助
檜
正
付
法
、
盛
遍
律
師
重
受
、
此
時
渡
西
方
院
堂
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ロ
　
と

　
　
［
］
、
〉
と
あ
る
。
『
同
」
恵
山
書
篤
本
の
同
項
に
は
、
「
弘
安
三
年
十
一
月
、
高
雄
交
衆
、
本
坊
東
北
坊
、
永
仁
六
年
　
月
　
日
、
入
滅
、
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
一
代
甘
露
王
院
御
室

　
　
と
あ
る
。
ま
た
、
【
史
料
8
1
五
】
に
み
え
る
「
御
室
」
は
、
『
仁
和
寺
御
傳
』
心
蓮
院
本
で
は
、
「
後
中
御
室
　
性
助
、
　
後
嵯
峨
院
御
子
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
ミ
十
四
世

　
　
母
太
政
大
臣
公
房
公
女
、
（
中
略
）
弘
安
五
サ
十
二
月
十
九
日
、
御
入
滅
、
班
六
、
」
と
み
え
る
。
以
上
は
、
奈
良
國
立
文
化
財
研
究
所
史
料

　
　
　
『
仁
和
寺
史
料
一
（
第
三
冊
胆
寺
誌
編
一
、
一
九
六
四
年
、
第
六
冊
1
1
寺
誌
編
二
、
一
九
六
七
年
）
を
参
照
。
遺
憾
な
が
ら
、
「
雑
掌
」
お
よ

　
　
び
「
大
藏
卿
法
印
」
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
御
教
示
を
賜
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
【
史
料
8
1
五
】
に
み

　
　
え
る
「
前
陸
奥
守
」
に
つ
い
て
は
、
北
條
時
村
で
あ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
弘
安
五
年
八
月
二
十
三
日
に
は
、
武
蔵
守
に
補
任
さ
れ
て
い

　
　
る
こ
と
か
ら
、
【
史
料
8
1
五
】
は
、
補
任
直
前
の
出
来
事
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
『
将
軍
執
権
次
第
一
群
書
類
従
・
巻
四
十
八
を

　
　
参
照
）
。

（
1
5
）
　
　
【
史
料
9
】
「
東
大
寺
文
書
」
文
保
二
年
十
一
月
七
日
六
波
羅
下
知
状
「
六
裁
－
六
〇
」
。

　
　
　
平
山
前
掲
書
、
＝
二
〇
頁
に
お
い
て
、
雑
務
沙
汰
に
関
す
る
和
与
の
認
可
手
続
を
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
次
の
史
料

　
　
も
み
て
お
き
た
い
。
【
史
料
1
0
1
一
】
「
薩
摩
国
分
寺
文
書
」
道
助
和
與
状
「
鎌
遺
三
四
－
二
六
二
四
四
」
、
【
史
料
1
0
1
二
】
「
同
文
書
」
鎮

　
　
西
裁
許
状
「
鎮
裁
－
一
〇
三
」
。

　
　
【
史
料
1
0
ー
二

　
　
依
出
畢
井
預
米
事
、
道
助
与
比
志
嶋
孫
太
郎
忠
範
番
訴
陳
、
雌
及
上
裁
、
以
和
与
之
儀
、
止
訴
訟
畢
、
但
訴
陳
出
墨
以
下
請
文
等
者
、
博

多
代
官
大
隅
七
郎
忠
幸
帯
持
之
間
、
於
博
多
相
互
取
替
和
与
状
、

令
子
細
申
時
者
、
可
被
申
行
別
罪
科
候
、
侃
和
与
之
状
如
件
、

　
　
文
保
元
年
六
月
廿
三
日

可
被
申
賜
御
下
知
候
、
如
此
於
國
乍
令
和
与
、

一
方
指
違
背
和
与
之
儀
、

「
大
隅
大
炊
助
久
國
法
名
一

沙
彌
道
助
（
花
押
）
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【
史
料
1
0
1
二
】

　
　
　
　
　
　
　
　
（
久
力
）

　
大
隅
大
炊
助
三
郎
口
國
法
師
灘
鵬
代
忠
幸
与
薩
摩
國
比
志
嶋
孫
太
郎
忠
範
相
論
出
學
井
預
米
等
事
、

右
、
就
訴
陳
状
、
擬
有
其
沙
汰
之
庭
、
雨
方
出
和
与
状
畢
、
袋
如
去
八
月
十
六
日
忠
幸
状
者
、
件
米
等
道
助
爲
訴
人
錐
訴
申
、
以
承
諾
之

儀
、
所
令
和
与
也
、
傍
彼
請
文
正
文
不
残
一
通
返
与
忠
範
畢
、
若
存
愛
改
、
及
濫
訴
者
、
可
被
行
別
罪
科
云
云
、
此
上
者
、
向
後
相
互
可

守
彼
状
也
者
、
依
仰
下
知
如
件
、

　
　
文
保
元
年
九
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
條
随
時
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
江
守
卒
朝
臣
（
花
押
）

　
　
【
史
料
1
0
1
二
】
は
和
与
認
可
裁
許
状
で
あ
り
、
こ
の
中
に
は
、
訴
人
代
官
（
忠
幸
）
が
論
人
（
忠
範
）
に
対
し
て
与
え
た
と
考
え
ら
れ

る
和
与
状
（
文
保
元
年
八
月
十
六
日
付
）
の
内
容
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
引
用
さ
れ
て
い
る
和
与
状
は
現
存
し
な
い
の
で
詳
細
に
つ
い
て
は

不
明
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
訴
人
正
員
（
道
助
）
に
よ
る
文
書
が
こ
れ
よ
り
以
前
に
別
途
作
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
【
史
料
1
0
1
一
】
と

し
て
現
存
し
て
い
る
。

　
　
【
史
料
1
0
i
二
に
よ
れ
ば
、
「
訴
人
と
し
て
当
該
訴
訟
を
止
め
る
こ
と
、
訴
陳
出
挙
以
下
の
請
文
等
は
博
多
代
官
忠
幸
が
所
持
し
て
お

り
、
忠
幸
が
論
人
に
対
し
て
返
与
す
る
と
と
も
に
、
和
与
状
を
交
換
し
た
の
ち
、
認
可
の
裁
許
を
賜
る
こ
と
に
し
た
い
、
両
当
事
者
が
在
国

中
に
こ
の
よ
う
に
和
与
し
て
お
り
な
が
ら
、
以
後
、
こ
の
和
与
の
事
実
に
反
し
て
、
和
与
に
つ
い
て
異
議
を
唱
え
る
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た

時
に
は
、
罪
科
に
処
す
も
の
で
あ
る
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
和
与
認
可
裁
許
状
に
は
、
和
与
状
を
は
じ
め
と
す
る
裁
判
所
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
関
係
文
書
に
つ
い
て
は
、
文
書
提
出
の
事

実
あ
る
い
は
文
書
の
内
容
の
引
用
さ
れ
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
訴
人
正
員
に
よ
る
文
書
（
【
史
料
1
0
ー
二
）
に
つ
い
て
は
、
【
史
料
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1
0
P
二
】
で
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
以
下
に
述
べ
る
推
測
に
確
た
る
根
拠
は
な
い
が
、
訴
人
正
員
が
博
多
代

官
に
対
し
て
和
与
関
係
文
書
を
送
る
際
に
、
訴
人
正
員
和
与
状
（
【
史
料
1
0
1
一
】
）
が
そ
の
中
に
加
え
ら
れ
、
訴
人
代
官
が
論
人
に
対
し
て

関
係
文
書
を
渡
す
と
き
に
同
時
に
こ
の
和
与
状
も
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
に
は
、
訴
人
代

官
と
論
人
と
の
間
で
、
裁
許
状
に
引
用
さ
れ
て
い
る
訴
人
代
官
に
よ
る
和
与
状
お
よ
び
論
人
和
与
状
が
交
換
（
「
取
替
」
）
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
【
史
料
1
0
ー
一
】
は
、
こ
の
場
合
に
は
和
与
状
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、
一
種
の
「
挙
状
」

の
よ
う
な
性
格
を
有
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
【
史
料
1
1
i
一
】
「
東
大
寺
文
書
」
美
濃
茜
部
荘
地
頭
代
迎
蓮
・
雑
掌
慶
舜
和
與
状
「
鎌
遺
二
六
－
一
九
四
九
八
」
、
【
史
料
1
1
ー
二
】
「
同

文
書
」
美
濃
茜
部
荘
雑
掌
慶
舜
和
與
状
案
「
鎌
遺
二
六
ー
一
九
四
九
九
」
、
【
史
料
1
1
1
三
】
「
同
文
書
」
関
東
裁
許
状
「
関
裁
－
二
＝
二
」
。

　
【
史
料
1
2
】
「
高
野
山
文
書
」
六
波
羅
裁
許
状
「
六
裁
－
四
二
」
。
当
該
ケ
ー
ス
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
請
文
を
想
定
さ
せ
得
る
も
の
と
し

て
、
「
同
文
書
」
嘉
暦
元
年
八
月
二
十
一
日
紀
伊
南
部
荘
年
貢
米
和
與
請
文
「
鎌
遺
三
八
－
二
九
五
八
九
」
が
み
え
る
。
な
お
、
こ
れ
に
対

応
す
る
和
与
認
可
裁
許
状
は
現
存
し
な
い
。

　
【
史
料
1
3
】
「
寛
元
寺
文
書
」
鎮
西
裁
許
状
「
鎮
裁
ー
八
四
」
。

　
【
史
料
1
4
】
「
詫
磨
文
書
」
鎮
西
裁
許
状
案
「
鎮
裁
－
一
二
八
」
。
平
山
氏
は
、
「
第
五
項
　
和
与
状
の
審
査
」
（
前
掲
書
、
一
〇
九
～
＝

五
頁
）
に
お
い
て
、
例
え
ば
【
史
料
1
4
】
に
つ
い
て
、
論
人
に
よ
る
和
与
の
認
可
申
請
の
後
、
訴
人
に
よ
る
和
与
の
認
可
申
請
が
数
ヶ
月
遅

れ
た
た
め
に
、
裁
判
所
が
訴
人
に
対
し
て
尋
ね
問
う
た
結
果
、
訴
人
が
請
文
を
提
出
し
た
の
で
、
和
与
認
可
裁
許
状
が
下
付
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
と
の
解
釈
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
平
山
氏
は
、
裁
判
所
に
対
し
て
認
可
申
請
の
さ
れ
た
和
与
に
つ
い
て
は
、
「
手
続
・
形
式
・
内
容
」

の
三
方
面
か
ら
の
審
査
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
当
該
史
料
に
つ
い
て
は
、
手
続
の
面
か
ら
の
審
査
が
行
わ
れ
た
も
の
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と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
平
山
氏
の
云
わ
れ
る
「
審
査
」
は
、
主
に
地
頭
御
家
人
間
の
訴
訟
に
お
い
て
成
立
し
た
和
与
を
対
象
と
し
て
行

わ
れ
て
い
た
と
い
う
理
解
が
前
提
に
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
植
田
信
廣
氏
に
よ
っ
て
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
批
判

が
な
さ
れ
て
い
る
（
「
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
に
お
け
る
『
不
論
理
非
』
の
論
理
を
め
ぐ
っ
て
」
法
制
史
学
会
編
『
法
制
史
研
究
』
二
入
号
、
一

九
七
八
年
、
創
文
社
）
。
す
な
わ
ち
、
鎌
倉
幕
府
は
御
家
人
所
領
の
移
動
に
対
す
る
禁
圧
的
態
度
を
保
持
し
て
お
り
、
例
え
ば
御
家
人
所
領

の
「
他
人
和
与
」
を
禁
止
す
る
と
い
う
方
針
な
ど
も
そ
の
現
れ
と
し
て
理
解
で
き
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
幕
府
が
と
り
わ
け
地
頭
御
家
人

間
の
訴
訟
に
お
い
て
成
立
し
た
和
与
に
限
っ
て
厳
し
く
審
査
を
行
う
と
い
う
方
針
を
採
っ
て
い
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
て
、

当
該
和
与
の
内
容
が
御
家
人
所
領
の
移
動
云
々
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
よ
う
な
、
幕
府
と
し
て
は
ま
さ
に
重
大
な
関
心
を
寄
せ
ざ
る
を
得
な

い
よ
う
な
場
合
に
限
っ
て
「
審
査
」
の
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
、
と
。
植
田
氏
に
よ
る
こ
の
指
摘
に
よ
り
、

和
与
に
関
し
て
現
実
に
「
審
査
」
の
行
わ
れ
得
る
状
況
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な

ら
ば
、
い
ま
、
【
史
料
1
4
】
に
つ
い
て
は
、
「
審
査
」
の
行
わ
れ
た
ケ
ー
ス
と
し
て
ス
ト
レ
ー
ト
に
読
み
込
む
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
次

の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
和
与
の
認
可
申
請
が
行
わ
れ
る
場
面
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
両
当
事
者
が
足

並
み
を
揃
え
て
い
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
一
般
化
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
て
、
一
方
当
事
者
は
相
手
方
に
先
駆
け
て
和
与
の
認
可
申
請
を

行
っ
て
い
た
こ
と
も
十
分
想
定
さ
れ
得
る
こ
と
、
そ
し
て
、
和
与
の
認
可
手
続
そ
の
も
の
は
、
こ
の
よ
う
に
当
事
者
に
よ
る
認
可
申
請
を
受

け
た
裁
判
所
を
介
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
理
解
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
他
方
で
、
平
山
氏
は
、
裁
判
所
が
「
審
査
」
に
要
し
た
期
間
に
つ
い
て
、
和
与
状
の
日
付
と
和
与
認
可
裁
許
状
の
日
付
と
か
ら
、
そ
の
具

体
的
な
日
数
を
数
件
の
例
に
見
出
し
て
お
ら
れ
る
が
（
平
山
前
掲
書
、
＝
二
一
二
頁
）
、
和
与
の
認
可
手
続
に
要
し
た
日
数
に
は
、
そ
の
長
短

に
か
か
わ
ら
ず
、
訴
訟
そ
れ
ぞ
れ
の
背
景
事
情
が
現
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
す
る
基
本
的
デ
ー
タ
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を
筆
者
は
既
に
得
て
い
る
の
で
、
い
ず
れ
別
稿
を
準
備
し
た
い
と
思
う
。

　
な
お
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
訴
人
は
当
該
和
与
状
記
載
の
日
付
と
同
日
付
の
和
与
状
（
「
鎌
遺
三
六
－
二
八
二
六
こ
）
を
作
成
し
て
い
る

が
、
こ
の
和
与
状
は
当
該
訴
訟
が
直
接
の
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
当
該
訴
訟
に
関
連
し
て
争
わ
れ
た
内
容
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
【
史
料
1
5
1
一
】
「
島
津
家
文
書
」
鎮
西
裁
許
状
案
「
鎮
裁
ー
一
〇
六
」
、
【
史
料
1
5
1
二
】
「
同
文
書
」
伊
集
院
郡
司
迎
念
和
與
状
案
「
鎌

遺
二
九
－
二
二
五
二
五
」
（
な
お
、
日
付
は
三
月
十
二
日
の
誤
り
で
あ
ろ
う
）
。
こ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
訴
人
も
ま
た
論
人
に
対
し
て
自

ら
の
作
成
し
た
和
与
状
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
訴
人
が
論
人
に
対
し
て
、
訴
人
自
ら
の
作
成
し
た
和
与
状
の
提
出
を
求
め

て
い
な
い
の
は
、
論
人
が
当
該
和
与
の
事
実
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
限
り
、
論
人
に
と
っ
て
は
、
逆
に
当
該
和
与
の
事
実
を
明
ら
か
に

し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
訴
人
和
与
状
を
、
求
め
に
応
じ
て
素
直
に
出
し
て
く
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
と
、
訴
人
自
ら
が
判
断
し
て

い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
ど
う
に
か
和
与
の
事
実
が
確
認
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
が
、
か
り
に
論
人

が
首
尾
良
く
和
与
の
事
実
を
否
定
す
る
努
力
を
続
け
て
い
た
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
決
着
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
思
う
に
、
論
人
が
和
与
の
事
実
を
否
定
す
る
と
き
に
、
訴
人
作
成
の
和
与
状
を
受
け
取
っ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
訴
人
が
提

出
し
て
き
て
い
る
和
与
状
は
論
人
の
作
成
し
た
文
書
で
は
な
い
こ
と
（
謀
書
）
、
あ
る
い
は
圧
状
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
強
硬
に
主
張
し
得
る

可
能
性
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
な
お
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
明
ら
か
で
な
い
け
れ
ど
も
、
一
方
当
事
者
に
よ
る
和
与
の
認
可
申
請
を
受
け
た
裁
判
所
が
他
方
当
事
者
に
対
し

て
当
該
和
与
の
事
実
如
何
を
問
う
と
き
に
、
「
國
雑
色
」
が
そ
の
役
目
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
【
史
料
1
6
】
（
『
山
口
県
史
資
料
編
』
中

世
皿
、
二
〇
〇
〇
年
刊
行
予
定
、
収
録
の
「
剣
持
家
文
書
」
（
「
防
長
風
土
注
進
案
一
所
収
）
関
東
下
知
状
写
）
が
あ
る
。
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【
史
料
1
6
】

　
　
　
　
　
（
河
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
与
睨
力
）

　
常
陸
国
郡
阿
西
郡
地
頭
剣
持
孫
二
郎
光
政
赤
羽
四
郎
條
通
相
論
傍
ホ
荒
野
事
、

　
　
　
　
　
　
　
（
擬
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
如
睨
力
）

今
就
和
与
之
状
、
疑
有
其
沙
汰
之
処
、
去
年
十
二
月
廿
日
出
和
与
状
之
由
、
光
政
令
申
之
間
、
以
国
雑
色
被
尋
探
條
通
之
、
過
去
九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
云
々
睨
力
）

三
日
請
文
者
、
存
和
与
之
儀
出
状
、
則
任
彼
状
相
互
不
可
有
違
乱
者
、
依
鎌
倉
殿
仰
下
知
如
件
、

　
　
弘
安
十
年
十
月
廿
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
條
宣
時
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
武
蔵
守
平
朝
臣
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
條
貞
時
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
模
守
平
朝
臣
（
花
押
影
）

　
　
【
史
料
1
6
】
に
よ
れ
ば
、
通
常
の
和
与
認
可
裁
許
状
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
右
、
就
訴
陳
状
、
擬
有
其
沙
汰
之
庭
」
と
記
載
さ
れ
る
と
こ
ろ

を
、
「
今
就
和
与
之
状
、
擬
有
其
沙
汰
庭
」
と
あ
り
、
以
下
の
記
載
内
容
を
整
合
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
か
り
に
、
こ
の
部
分

を
通
常
の
「
右
、
就
訴
陳
状
、
擬
有
其
沙
汰
之
庭
」
と
読
み
か
え
る
な
ら
ば
、
当
該
裁
許
状
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
理
解
が
可

能
と
な
ろ
う
。
幕
府
裁
判
所
（
関
東
）
に
訴
訟
が
係
属
中
、
訴
訟
両
当
事
者
間
に
和
与
が
成
立
し
た
と
こ
ろ
、
弘
安
九
年
十
二
月
二
十
日
、

訴
人
（
光
政
）
が
和
与
状
を
論
人
に
渡
し
た
と
い
う
こ
と
を
裁
判
所
に
申
し
出
た
の
で
、
裁
判
所
が
「
國
雑
色
」
に
よ
り
論
人
（
條
通
）
に

問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
論
人
も
和
与
状
を
訴
人
に
対
し
て
渡
し
た
と
の
趣
旨
の
弘
安
十
年
九
月
三
日
付
の
請
文
を
出
し
て
き
た
の
で
、
当

該
和
与
を
認
可
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
。
当
該
文
書
が
写
で
あ
る
と
い
う
性
格
上
、
和
与
の
認
可
手
続
に
関
す
る
状
況
を
必
ず
し
も
正
確
に

伝
え
て
い
る
と
は
い
え
な
い
面
も
あ
る
こ
と
を
前
提
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
か
り
に
以
上
の
よ
う
な
内
容
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
次

の
よ
う
な
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
方
当
事
者
に
よ
る
和
与
の
認
可
申
請
を
受
け
た
裁
判
所
は
、
当
該
和
与
の
事
実
如
何
を

問
い
合
わ
せ
る
た
め
に
、
「
國
雑
色
」
を
他
方
当
事
者
の
許
に
派
遣
し
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
は
想
像
を
逞
し
く
す
る
こ
と
に
な
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る
が
、
訴
人
が
裁
判
所
に
対
し
て
和
与
の
認
可
申
請
を
行
っ
た
と
き
に
は
、
自
ら
が
論
人
に
対
し
て
和
与
状
を
与
え
た
と
い
う
事
実
の
み
を

申
し
出
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
す
な
わ
ち
、
論
人
か
ら
和
与
状
を
未
だ
受
け
取
っ
て
い
な
い
状
態
で
和
与
の
認
可
申
請
を
行
っ
て
い
た
可

能
性
も
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
、
さ
ら
に
は
、
裁
判
所
が
「
國
雑
色
」
を
派
遣
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
和
与
の
事
実
を
確
認
す
る
た
め
で

あ
り
、
和
与
の
具
体
的
内
容
ま
で
も
調
査
・
確
認
す
る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
図
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　
因
み
に
、
「
鎌
倉
幕
府
追
加
法
」
六
八
九
条
（
正
安
二
年
七
月
五
日
付
、
鎮
西
探
題
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
）
に
よ
れ
ば
、
コ
、
召
文
事
、

停
二
止
國
雑
色
一
、
可
レ
被
レ
仰
二
當
國
守
護
井
近
隣
地
頭
御
家
人
等
一
事
」
（
佐
藤
進
一
・
池
内
義
資
編
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
・
鎌

倉
幕
府
法
、
一
九
五
五
年
）
と
あ
る
。
関
東
に
お
け
る
こ
の
種
の
法
令
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
知
る
必
要
が
あ
る
が
、
い
ま

単
純
に
時
期
的
な
前
後
関
係
を
の
み
み
る
な
ら
ば
、
【
史
料
1
6
】
は
当
該
追
加
法
の
立
法
さ
れ
る
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。

　
【
史
料
1
7
】
「
市
河
文
書
」
「
関
裁
－
二
一
二
七
」
。
裁
判
所
に
よ
る
「
評
議
」
は
、
お
そ
ら
く
「
評
定
会
議
」
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
推
測

さ
れ
る
が
、
明
確
に
は
な
し
得
な
い
。

む
す
び
に
か
え
て

　
以
上
、
本
稿
は
、
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
に
お
い
て
和
与
の
成
立
し
た
場
合
に
、
訴
訟
当
事
者
が
裁
判
所
に
対
し
て
和
与
状
を
提
出
す
る

手
続
過
程
を
「
和
与
の
認
可
申
請
手
続
」
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
中
で
進
め
ら
れ
た
手
続
の
実
態
に
つ
い
て
多
角
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的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
史
料
的
な
制
約
を
受
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
は
い
え
、
個
別
史
料
の

解
釈
に
あ
た
っ
て
は
随
分
と
乱
暴
な
推
測
を
書
き
連
ね
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
今
と
な
っ
て
は
反
省
す
る
こ
と
頻
り
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
本
稿
で
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
和
与
の
認
可
手
続
の
前
提
と
し
て
、
訴
訟
当
事
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
「
和
与

の
認
可
申
請
手
続
」
を
位
置
付
け
た
上
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
和
与
の
認
可
申
請
手
続
」

に
関
す
る
体
系
的
理
解
を
導
き
出
す
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
が
、
遺
憾
な
が
ら
、
当
初
の
意
図
を
実
現
す
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
に
よ
っ
て
珈
か
な
り
と
も
明
ら
か
に
し
得
た
と
思
わ
れ
る
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
、
「
和
与
の
認
可
申
請
手
続
」
の
多
様
性
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
の
和
与
に
関
す
る
研
究
の
主
な
関
心
は
、
和
与
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
る
と
い
う
「
事
実
」
に
の
み
向
け
ら
れ
る
に
止

　
　
ユ
　

ま
り
、
こ
の
理
解
を
可
能
に
す
る
前
提
と
し
て
の
「
和
与
の
認
可
手
続
」
や
「
和
与
の
認
可
申
請
手
続
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
意

識
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
事
情
の
生
じ
て
い
る
こ
と
に
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も

訴
訟
当
事
者
が
裁
判
所
に
対
し
て
和
与
の
認
可
申
請
を
行
っ
た
こ
と
を
十
分
に
推
測
さ
せ
得
る
史
料
と
し
て
は
、
和
与
状
以
外
に
そ
れ

を
物
語
る
史
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
も
あ
る
。
和
与
状
と
は
別
に
「
申
状
」
の
よ
う
な
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
指

摘
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
実
証
す
る
こ
と
は
依
然
と
し
て
困
難
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な

「
申
状
」
の
役
割
を
代
わ
っ
て
担
う
よ
う
な
文
書
が
残
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
、
「
申
状
」
の
作
成
さ
れ
た
形
跡
を

間
接
的
に
窺
わ
せ
る
よ
う
な
状
況
が
関
連
文
書
の
中
に
は
み
ら
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
な
ど
と
い
っ
た
問
題
関
心
か
ら
、
「
和
与
の
認

可
申
請
手
続
」
に
関
す
る
理
解
の
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
は
、
た
と
え
ば
訴
訟
当
事
者
の
正
員
に
よ
る
「
挙

状
」
の
果
た
し
た
役
割
を
も
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
「
挙
状
」
そ
の
も
の
を
単
独
の
文
書
と
し
て
直
接
見
出
す
こ
と
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は
で
き
ず
、
そ
の
内
容
の
若
干
に
つ
い
て
は
和
与
認
可
裁
許
状
か
ら
間
接
的
に
窺
い
知
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

本
稿
で
は
、
「
挙
状
」
に
つ
い
て
は
、
「
和
与
の
認
可
申
請
手
続
」
の
中
で
位
置
付
け
ら
れ
得
る
可
能
性
を
示
し
た
に
過
ぎ
ず
、
な
か
に

は
必
ず
し
も
正
確
な
理
解
を
得
て
い
る
と
は
い
え
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
。

　
他
方
で
、
本
稿
で
は
「
和
与
の
認
可
申
請
手
続
」
を
経
て
い
な
い
和
与
（
す
な
わ
ち
、
「
認
可
手
続
」
を
経
て
い
な
い
と
も
い
え
る
）

に
つ
い
て
、
そ
れ
が
生
じ
る
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
和
与
は
「
和
与
の
認
可
申

請
手
続
」
の
な
か
で
、
な
に
ゆ
え
に
し
て
生
じ
得
た
の
か
を
今
一
度
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
の
史
料

　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
み
て
お
き
た
い
。

【
史
料
1
8
】

　
　
　
（
端
裏
書
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
、
）

　
　
　
「
口
後
國
多
良
木
地
頭
代
申
状
正
安
四
八
廿
四
」

　
　
（
肥
）
　
　
（
球
屠
郡
）

　
　
口
後
國
多
艮
木
村
地
頭
相
頼
牛
房
丸
代
左
衛
門
尉
資
氏
謹
言
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
包
）

　
　
　
早
任
相
一
艮
彌
五
郎
頼
氏
法
師
蠣
魑
遺
状
等
、
欲
被
付
下
地
於
惣
領
上
蓮
孫
子
頼
口
・
頼
高
駄
螂
・
良
秀
購
三
頼
實
鰍
五
等
、
異
賊
警
固
以
下
面
ミ

　
　
　
　
　
　
　
（
断
力
）

　
　
所
役
井
當
村
強
口
及
譲
外
押
領
地
等
、
且
企
押
領
濫
妨
、
且
不
相
從
惣
領
牛
房
丸
催
促
、
條
サ
張
行
子
細
事
、

　
　
副
進

　
　
　
一
通
　
上
蓮
譲
子
息
頼
宗
許
畑
丸
状
証
脳
猷
昨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
郎
）

　
　
右
、
以
多
艮
木
村
内
、
譲
与
子
孫
等
之
時
、
去
正
磨
六
年
七
月
廿
日
譲
惣
領
於
子
息
六
口
頼
宗
蕩
丸
之
次
、
爲
孫
子
頼
包
・
頼
高
・
頼
秀
・

　
　
頼
實
等
、
以
同
日
充
給
面
サ
譲
状
畢
、
而
惣
領
所
持
之
上
蓮
譲
備
進
之
上
者
、
不
及
巨
細
、
袋
彼
庶
子
等
、
背
上
蓮
遺
状
、
或
濫
妨
撮
断
、

　
　
或
押
領
譲
外
之
地
、
或
國
方
濟
物
等
屡
惣
領
不
弁
之
、
或
封
桿
異
國
警
固
番
役
以
下
用
途
者
、
就
中
、
於
警
固
用
途
者
、
恐
干
當
時
慨
怠
、
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爲
全
所
役
、
悉
惣
領
所
経
入
之
也
、
先
年
頼
包
等
企
濫
訴
之
間
、
柳
錐
番
訴
陳
、
入
人
於
中
可
和
与
之
由
、
依
令
望
申
、
相
互
存
和
談
儀
之

庭
、
就
和
与
状
、
号
不
給
御
下
知
状
、
彌
云
押
領
、
云
濫
妨
、
云
封
桿
、
並
之
令
張
行
之
條
、
且
背
上
蓮
之
譲
、
且
輕
其
素
意
、
既
以
告
言

也
、
早
被
止
押
領
濫
妨
、
至
封
桿
分
者
、
糺
給
惣
領
所
経
入
之
用
途
、
任
上
蓮
遺
状
等
、
爲
被
付
面
サ
下
地
於
惣
領
、
粗
恐
サ
言
上
如
件
、

　
　
正
安
四
年
六
月
　
日

　
こ
の
史
料
（
訴
人
作
成
）
の
傍
線
部
か
ら
、
次
の
よ
う
な
状
況
を
読
み
取
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
訴
陳
の
展
開
過
程
に
お
い

て
、
「
仲
人
」
に
依
頼
す
る
こ
と
に
よ
り
和
与
が
成
立
し
た
結
果
、
「
和
与
状
そ
の
も
の
は
作
成
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
れ
を
認
可
す
る
裁

許
状
を
得
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
、
論
人
（
庶
子
）
の
訴
人
（
惣
領
）
に
対
す
る
反
論
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
論
人
の
反
論
に
い
う
和
与
と
は
、
こ
れ
を
認
可
す
る
裁
許
状
が
下
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況

が
生
じ
得
る
の
は
、
両
当
事
者
が
裁
判
所
に
対
し
て
当
該
和
与
の
認
可
を
そ
も
そ
も
申
請
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
も
推

測
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
和
与
に
つ
い
て
は
、
次
の
史
料
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
　
　
（
3
）

【
史
料
1
9
】

　
　
一
　
私
和
與
事
錐
レ
書
二
載
何
様
契
約
誠
詞
一
、
於
二
私
和
與
一
者
、
上
裁
之
時
、
被
レ
棄
二
置
之
一
、
但
任
二
和
與
状
一
被
レ
成
二
御
下
知
一
者
、

　
　
不
レ
及
二
子
細
一
、

　
こ
の
史
料
は
鎌
倉
幕
府
法
上
、
「
私
和
与
」
が
定
義
さ
れ
た
も
の
と
し
て
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る

が
、
そ
の
意
を
ご
く
手
短
か
に
く
み
取
る
な
ら
ば
、
「
和
与
を
認
可
す
る
裁
許
を
得
て
い
な
い
和
与
に
つ
い
て
は
、
か
り
に
裁
判
の
場

に
持
ち
込
ま
れ
て
き
て
も
、
裁
判
所
と
し
て
は
こ
れ
を
採
り
上
げ
な
い
（
訴
訟
法
上
無
効
で
あ
る
）
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
【
史
料
1
8
】
に
お
け
る
論
人
に
よ
る
反
論
を
一
歩
進
め
る
な
ら
ば
、
「
そ
も
そ
も
私
和
与
で
あ
る
か
ら
裁
判
手
続
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上
は
無
効
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
が
展
開
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
さ
ら
に
、
次
の
史
料
を
み
た
い
。

【
史
料
2
0
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茂
平

　
翻
、
擬
申
行
干
御
教
書
違
背
之
罪
科
之
庭
、
近
日
於
地
頭
代
、
相
語
寺
家
方
之
雑
掌
賢
俊
五
師
、
至
來
十
月
可
延
引
之
由
、
令
書
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼
ワ
　
　
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
》
　
＼
㌢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
為
》
　
サ

　
　
和
与
状
云
う
、
此
条
地
頭
代
之
私
曲
彌
以
私
曲
之
至
、
彌
以
顯
然
也
、
其
故
者
、
於
寺
家
方
有
何
得
理
、
永
仁
六
年
う
貢
干
今
未
濟
之
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
　
　
轟
》
　
　
寺
　
　
Σ
～
　
　
渇
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
～
　
　
〉
》
　
　
＼
▽
　
　
サ
　
　
＼
丁
　
　
｝
Y
　
　
サ
　
　
》
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
》
　
　
漏
》

　
　
當
去
年
ζ
貢
、
又
背
年
内
究
納
之
之
御
下
知
、
干
今
致
数
多
之
未
進
之
上
者
、
於
寺
家
方
、
有
何
得
理
、
至
今
秋
干
今
濟
納
之
期
十
月
中
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
寺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
謡
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
嵩
》
　
　
＼
Ψ

　
　
可
延
引
干
十
月
中
之
由
、
可
令
出
和
與
状
哉
、
學
侶
不
存
知
之
条
、
仰
上
察
者
也
、
所
詮
、
御
寺
家
雑
掌
賢
俊
五
師
者
、
永
創
寺
檜
之
名
帳
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
威
力
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
被
口
地
頭
代
於
重
科
、
被
改
補
地
頭
職
而

　
　
改
補
所
職
畢
、
早
欲
被
庭
遠
流
罪
科
　
、
次
於
地
頭
代
者
、
背
度
う
御
下
知
、
致
重
畳
之
私
曲
之
上
者
、
速
o
任
被
定
置
之
法
、
被
行
所
當

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼
ワ
　
　
謡
》
　
　
誉
　
　
X
～
　
　
漏
》
　
　
』
》
　
　
　
　
　
N
～
　
　
為
》
　
　
＼
圃
》
　
　
サ

　
　
罪
科
、
被
停
慶
地
頭
職
、
而
壷
未
來
際
、
令
全
寺
供
之
様
、
欲
蒙
御
成
敗
、
侃
不
耐
愁
歎
之
至
、
學
侶
等
勒
状
、
以
解
、

　
　
誉
　
　
｝

　
　
　
　
正
安
三
年
六
月
　
日

　
こ
の
史
料
は
、
美
濃
国
茜
部
庄
に
お
け
る
東
大
寺
雑
掌
（
訴
人
）
と
地
頭
代
茂
平
（
論
人
）
と
の
訴
訟
に
お
け
る
、
訴
人
側
の
学
侶

等
に
よ
る
訴
状
の
土
台
で
あ
り
、
裁
判
所
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
文
書
と
は
い
え
な
い
が
、
和
与
に
関
す
る
訴
訟
当
事
者
の
考
え
方
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
状
況
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
幾
度
と
な
く
和
与
を
行
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
進
分
年
貢

の
弁
済
を
怠
り
一
方
的
に
不
利
な
立
場
に
立
た
さ
れ
続
け
て
い
た
論
人
（
地
頭
代
）
が
、
訴
人
（
雑
掌
）
を
語
ら
っ
て
年
貢
の
弁
済
期

限
を
延
期
す
る
と
い
う
趣
旨
の
和
与
状
を
取
り
交
わ
し
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
雑
掌
は
当
該
和
与
に
つ
い
て
正
員
（
学

侶
）
に
よ
る
承
諾
を
得
る
こ
と
も
な
く
、
自
ら
の
裁
量
で
勝
手
に
地
頭
代
の
申
し
出
を
受
け
た
こ
と
が
替
め
ら
れ
、
学
侶
に
よ
り
寺
僧



棚洒π仙

に

続手
請申

可認の
与

和
掲捌膿

嗣
裁の府

幕
倉鎌0

9

1

の
名
簿
か
ら
抹
消
さ
れ
る
こ
と
を
は
じ
め
と
す
る
非
常
に
重
く
厳
し
い
処
分
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
史
料
の
中
で
学
侶
が
訴
え
る
内
容

と
し
て
は
、
地
頭
代
を
重
科
に
処
す
こ
と
、
さ
ら
に
地
頭
職
を
改
補
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
ま
問
題
に
な
っ
て
い
る
和
与

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
「
私
和
与
」
と
し
て
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
と
り
た
て
て
そ
の
無
効
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
で
は
な
さ
そ
う
で

あ
る
。
こ
の
場
合
の
和
与
は
、
そ
も
そ
も
幕
府
裁
判
所
に
対
し
て
そ
の
認
可
が
申
請
さ
れ
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
正
員
（
学
侶
）
が
裁
判
所
に
お
い
て
そ
の
無
効
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
「
私
和
与
」

と
い
う
法
的
事
実
を
重
要
な
根
拠
と
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
に
は
、
私
和

与
と
し
て
当
該
和
与
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
以
上
に
、
地
頭
代
を
厳
し
く
処
罰
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
の
方
に
重
点
が

お
か
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
以
上
の
諸
点
と
本
稿
で
検
討
し
た
こ
と
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
「
和
与
の
認
可
申
請
手
続
」
過
程
に
「
私
和
与
」
の
生

じ
得
る
可
能
性
を
見
出
す
な
ら
ば
、
和
与
の
認
可
申
請
の
行
わ
れ
る
と
き
に
「
挙
状
」
の
必
要
と
さ
れ
得
る
場
合
（
本
所
領
家
対
地
頭

御
家
人
間
の
相
論
な
ど
）
、
あ
る
い
は
、
和
与
状
を
作
成
す
る
前
段
階
か
ら
両
当
事
者
が
裁
判
所
を
介
し
て
和
与
の
認
可
申
請
手
続
を

行
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
（
【
史
料
5
】
な
ど
）
な
ど
に
お
い
て
生
じ
る
可
能
性
は
低
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
他
方
、
生
じ
る
可
能
性

の
考
え
ら
れ
る
の
は
、
裁
許
の
手
続
に
い
た
る
以
前
に
訴
陳
あ
る
い
は
弁
論
手
続
が
停
滞
し
、
裁
判
手
続
が
事
実
上
中
断
し
た
ま
ま
に

な
っ
た
状
況
で
、
和
与
状
の
作
成
・
交
換
手
続
が
訴
訟
両
当
事
者
間
に
お
い
て
完
結
し
た
ま
ま
に
終
わ
る
よ
う
な
場
合
（
【
史
料
1
8
】

な
ど
）
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
生
じ
得
た
可
能
性
を
示
す
ケ
ー
ス
と
し
て
、
例
え
ば
【
史
料
1
5
】
が
見
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
「
和
与
の
認
可
申
請
手
続
」
か
ら
み
た
「
私
和
与
」
の
可
能
性
は
こ
の
よ
う
に
想
定
す
る
こ
と
が
お
お
よ
そ
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
「
私

和
与
」
が
現
実
的
に
あ
る
い
は
理
論
的
に
ど
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
生
じ
得
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
関
連
史
料



1
0

1

を
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
裁
判
手
続
上
、
「
私
和
与
」
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
定
義
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
れ

ば
、
自
ず
と
「
和
与
」
を
定
義
す
る
こ
と
も
ま
た
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
の
直
接
意
図
し
た
こ
と
か
ら
い
よ
い
よ
脇
道
に
そ
れ

て
し
ま
っ
た
が
、
本
稿
が
残
し
た
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
裁
判
手
続
の
上
で
和
与
が
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
の

か
に
つ
い
て
、
よ
り
一
層
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
し
て
本
稿
を
結
び
た
い
と
思
う
。

痢㎝

⑫
号

4期捲鄭論理政
法

【
註
】

（
1
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

例
え
ば
、
前
掲
、
植
田
信
廣
「
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
に
お
け
る
『
不
論
理
非
』
の
論
理
を
め
ぐ
っ
て
」
に
お
け
る
「
三
　
和
與
に
よ
る
判
決
」

で
は
、
佐
藤
進
一
氏
に
よ
る
見
解
が
参
照
さ
れ
な
が
ら
「
和
與
」
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
鎌
倉
幕
府
の
裁

判
に
お
い
て
は
、
訴
訟
の
過
程
で
和
與
が
成
立
す
れ
ば
訴
訟
は
こ
れ
に
よ
っ
て
終
結
し
、
和
與
の
内
容
ど
お
り
に
せ
よ
と
の
判
決
が
下
さ
れ

る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
通
常
和
與
が
成
立
す
れ
ば
幕
府
は
も
は
や
當
該
紛
争
事
案
の
実
体
的
審
理
を
行
う
必
要
が
な
く
な
る
と
い
う
点
、

及
び
幕
府
が
特
に
鎌
倉
後
期
に
和
與
に
よ
る
訴
訟
の
解
決
を
意
識
的
に
奨
励
し
た
と
い
う
点
に
着
目
す
れ
ば
、
和
與
に
よ
る
判
決
も
理
非
を

論
じ
な
い
判
決
の
一
つ
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
と
。

　
他
方
で
、
植
田
氏
は
牧
英
正
1
1
藤
原
明
久
編
・
青
林
法
学
叢
書
『
日
本
法
制
史
』
（
青
林
書
院
、
一
九
九
三
年
）
所
収
「
第
三
章
　
鎌
倉

・
室
町
期
の
法
」
の
「
第
四
節
　
中
世
法
の
基
本
的
性
格
」
に
収
ま
る
く
三
「
不
論
理
非
」
の
論
理
に
よ
る
裁
判
V
に
お
い
て
、
前
掲
稿
で

採
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
「
年
貢
所
当
未
進
の
事
実
の
有
無
に
関
す
る
訴
訟
に
対
す
る
判
決
」
お
よ
び
「
悪
口
の
替
に
よ
る
判
決
」
に
加
え
て

「
和
與
に
よ
る
判
決
」
に
つ
い
て
も
叙
述
の
対
象
か
ら
削
除
さ
れ
た
か
た
ち
で
、
「
年
紀
法
に
よ
る
判
決
」
、
「
越
訴
と
不
易
法
」
、
「
召
文
違

背
の
轡
に
よ
る
判
決
」
、
「
安
堵
外
題
法
に
よ
る
判
決
」
お
よ
び
「
喧
嘩
両
成
敗
法
の
成
立
」
に
つ
い
て
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
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与和

褐捌
に判

裁の
府幕

倉鎌

（
2
）

（
3
）

（
4
）

こ
こ
で
は
と
り
わ
け
、
「
和
與
に
よ
る
判
決
」
が
除
外
さ
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
本
稿
が
関
心
を
寄
せ
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
り

植
田
氏
の
い
わ
れ
る
「
不
論
理
非
の
論
理
」
に
つ
い
て
は
、
新
田
一
郎
氏
が
笠
松
宏
至
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
幕
府
裁
判
に
お
け
る
「
入

か
ど門

」
を
検
討
し
、
そ
の
手
続
の
成
立
し
得
た
条
件
を
鎌
倉
時
代
後
期
の
社
会
的
状
況
に
求
め
る
な
か
で
次
の
よ
う
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
「
先
に
掲
げ
た
諸
事
例
で
も
、
ま
た
植
田
氏
が
指
摘
す
る
「
不
論
理
非
」
の
類
型
に
つ
い
て
見
て
も
、
「
沙
汰
之
肝
要
」
た
る
「
切

り
札
」
と
し
て
提
示
さ
れ
る
「
一
般
性
を
持
っ
た
規
範
」
の
類
型
は
、
「
訴
訟
違
期
」
の
よ
う
な
手
続
違
反
に
対
す
る
制
裁
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
に
、
こ
と
が
ら
の
実
体
的
な
内
容
に
即
し
た
判
断
基
準
で
は
な
く
よ
り
形
式
的
な
規
範
類
型
が
、
そ
の
か
な
り
の
部
分
を
占
め
て
い
る
」
、

と
（
新
田
『
日
本
中
世
の
社
会
と
法
－
国
制
史
的
変
容
1
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
、
三
六
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
、
現
在
で
は
、
「
国

制
史
」
的
な
問
題
関
心
か
ら
「
不
論
理
非
」
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
わ
が
国
の
中
世
法
制
史
研
究
に
お
い

て
、
「
不
論
理
非
」
を
「
道
理
」
と
の
関
係
で
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
辻
本
弘
明
「
我
国
中
世
武
家
法
に
お
け
る
法
構
造
－
法
感
情
と
し

て
現
れ
た
『
道
理
一
と
『
不
論
理
非
』
を
中
心
に
ー
」
（
『
史
朋
』
九
号
お
よ
び
一
〇
号
、
一
九
七
四
年
七
五
年
、
の
ち
、
辻
本
『
中
世
武
家

法
の
史
的
構
造
』
岩
田
書
院
、
一
九
九
九
年
、
所
収
）
が
嗜
矢
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

　
【
史
料
1
8
】
「
相
良
家
文
書
」
肥
後
多
良
木
村
地
頭
代
申
状
案
「
鎌
遣
二
八
－
二
＝
一
三
」
。

　
【
史
料
1
9
】
「
沙
汰
未
練
書
」
（
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
二
巻
・
室
町
幕
府
法
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
）
。

　
【
史
料
2
0
】
「
東
大
寺
文
書
」
東
大
寺
學
侶
等
訴
状
土
代
「
鎌
遣
二
七
ー
二
〇
八
＝
二
」
。

（
二
〇
〇
〇
年
二
月
廿
二
日
稿
）

1
1

1


